
― 1 ―

平成２９年上富良野町予算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２９年３月１６日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２９年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２９年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２９年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２９年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２９年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２９年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２９年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２９年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２９年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       村 上 和 子 君   副 委 員 長       中 澤 良 隆 君 

   委 員       岡 本 康 裕 君   委 員       佐 川 典 子 君 

   委 員       長谷川 徳 行 君   委 員       今 村 辰 義 君 

   委 員       金 子 益 三 君   委 員       北 條 隆 男 君 

   委 員       竹 山 正 一 君   委 員       荒 生 博 一 君 

   委 員       髙 松 克 年 君   委 員       米 沢 義 英 君 

   委 員       中 瀬   実 君    

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 農業委員会会長  青 地   修 君     会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君 

 総 務 課 長         石 田 昭 彦 君     産業振興課長         辻     剛 君 

 保健福祉課長         北 川 徳 幸 君     健康づくり担当課長         杉 原 直 美 君 

 町民生活課長         鈴 木 真 弓 君     建設水道課長         佐 藤   清 君 

 農業委員会事務局長  北 越 克 彦 君     教育振興課長         北 川 和 宏 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君 

 主 事         菅 原 千 晶 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○事務局長（林 敬永君） 予算特別委員会に先立

ちまして、議長並びに町長から御挨拶をいただきま

す。 

 初めに、西村議長からお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 きょうから４日間、予算特別委員会ということ

で、それぞれ皆さんも大変御苦労さまでございま

す。２９年度の予算、理事者から提出されまして見

ましたところ、歳出につきましてはですが、歳入面

で見ますと、非常に構造上財政的に厳しい状況が出

てくるのかなという気はするところであります。そ

ういうことも前提に、歳出の予算になりますけれど

も、ある面では必要経費を予算化すると、ほとんど

財源がそれに使われてしまうというような状況が一

面あるのかなという気がいたしました。 

 そういう面で、これから４日間、皆さんに審議を

いただくわけでありますけれども、まずは内容につ

いての効果といいますか、そういった面も含めて、

ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。大

変４日間、長期間にわたりますけれども、よろしく

お願い申し上げます。 

○事務局長（林 敬永君） 次に、向山町長、お願

いいたします。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 お許しをいただきまして、予算特別委員会開会に

当たりまして、一言、御挨拶を申し上げたいと思い

ます。 

 ただいま、議長からのほうから御挨拶ございまし

たように、本日から４日間にわたりまして、平成２

９年度の予算につきまして予算特別委員会を開催し

ていただくことになりまして、大変御多用のところ

心からお礼を申し上げる次第でございます。 

 平成２９年度の予算編成に当たりまして、議長も

触れていただきましたけれども、年々、経常経費比

率が高まってきているという実態にございます。そ

ういう中でありますが、次代を見据えた特に社会保

障費、あるいは地域の活性化、そういった両方バラ

ンスをどのようにとって、町民の皆さん方に希望を

持って暮らしていけるようなそういう予算づくりが

できるかということで、職員一同取り組んできたと

ころでございます。 

 そういったものを今回上程させていただきまし

た。審議に当たりましては、私ども誠心誠意説明に

尽くしてまいりたいと思っております。皆さん方の

御理解を賜りまして、平成２９年度の予算をどうぞ

御議決いただきますように、心からお願いを申し上

げ、そして皆さんと一緒に私どももまちづくり、こ

れからも鋭意一生懸命取り組むことを申し上げまし

て、御挨拶とさせていただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局長（林 敬永君） ありがとうございまし

た。 

 それでは、正副委員長の選出でございますが、３

月８日の定例会におきまして、議長を除く１３名の

委員をもって予算特別委員会を構成しておりますの

で、正副委員長の選出につきましては、議長からお

諮りをお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出について

お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長を選出することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本予算特別委員会の委員長には村上和子

君、副委員長には中澤良隆君と決しました。 

○事務局長（林 敬永君） それでは、村上委員

長、委員長席へ移動をお願いいたします。 

 それでは、村上委員長から御挨拶をいただきま

す。 

○委員長（村上和子君） 改めまして、皆さん、お

はようございます。一言、御挨拶させていただきま

す。 

 平成２９年第１回定例会におきまして上程されま

した、議案第１号から第９号までの平成２９年度の

予算案がさらに審議が必要と予算特別委員会が設置

され、各予算が予算委員会に付託され、委員長を仰

せつかりました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 国においては、過去最大の予算案が示されており

ますが、アベノミクスの波及効果は地方では見えに

くく、上富良野町は依然として財源の多くを地方交

付税に頼らざるを得ず、財政の硬直化が見られてお

ります。ことしは開基１２０年、記念すべき年であ

ります。先代が築かれた郷土、労苦を思い、次の世

代へなみなみと確かなまちづくりをしていかなけれ

ばなりません。町長も限られた財源の中、町民の福

祉の増進や防災対策、継続事業の見直し、老朽化し

た公共施設等課題が多い中、新規事業を盛り込んだ

予算を提示されました。これらの予算は、効果的に

なり得るのか、予算の過不足がないのか、委員とし

てもしっかり見きわめる必要があると思います。 

 新年度予算が、町民が希望を持って暮らせる予算

となっているのか、４日間にわたる長丁場でござい
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ますが、委員各位の十分なる御議論と御審議を賜り

ますようお願いいたしまして挨拶といたします。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会を開会

します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の審査日程等について、事務局長から説

明させます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 平成２９年第１回定例

会において本委員会に付託された案件は、議案第１

号平成２９年度上富良野町一般会計予算、議案第２

号平成２９年度上富良野町国民健康保険特別会計予

算、議案第３号平成２９年度上富良野町後期高齢者

医療特別会計予算、議案第４号平成２９年度上富良

野町介護保険特別会計予算、議案第５号平成２９年

度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、

議案第６号平成２９年度上富良野町簡易水道事業特

別会計予算、議案第７号平成２９年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算、議案第８号平成２９年

度上富良野町水道事業会計予算、議案第９号平成２

９年度上富良野町病院事業会計予算の９件でありま

す。 

 本委員会の審査日程につきましては、お手元の日

程のとおり、会期は本日より３月２２日までの７日

間とし、審査は４日間といたします。 

 なお、事前の要求資料及び第５次上富良野町総合

計画実施計画書については、３月１４日に配付した

ところであります。予算審査に十分反映されますよ

うお願い申し上げます。 

 また、本委員会の説明員は、町長を初め理事者、

関係する課長、主幹並びに担当職員となっておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） お諮りします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりとしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 なお、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは

委員長の許可とします。 

 分科会の設置及び各分科長の選出についてお諮り

いたします。 

 分科会は、会議規則第７０条の規定により設置

し、その構成は、第１分科会が議席番号１番から６

番まで、第２分科会が議席番号７番から１２番まで

で、各６名の委員といたします。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議がありませんの

で、各会計予算の審査のため分科会を設置します。 

 各分科長は、委員長の指名により選出したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議がございませんの

で、委員長において、第１分科会の分科長に岡本康

裕君。第２分科会の分科長に髙松克年君を指名いた

します。 

 これより、議案第１号平成２９年度上富良野町一

般会計予算を審査します。 

 初めに、既に配付しました附属資料、第５次上富

良野町総合計画実施計画書について説明の申し出が

ありますので、これを許可します。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） 予算特別委員会の事前

配付資料につきまして、概要を御説明申し上げま

す。 

 まず、第５次総合計画の実施計画でありますが、

総合計画は平成３０年度までの計画となっておりま

すが、行政の継続性の視点から、これまでと同様に

毎年度ローリング方式により、その内容を見直しな

がら、資金計画を含めて３カ年の実施計画としてま

とめたものであります。 

 １ページから２ページは実施計画の総括表で、現

時点における総合計画１０カ年の全体事業におけま

す平成２９年度から平成３０年度までと、次期計画

期間に入る平成３１年度を含めた３カ年分の予定事

業費と、その財源内訳を掲載したものであります。 

 ３ページから５ページは、３カ年の予定事業費を

想定した年度別の収支見込みを資金計画として示し

たものであります。 

 ６ページは、本町の代表的な財政指標として、平

成２２年度からの推移と資金計画に基づき、平成３

１年度までの将来推計を示したものであります。 

 公債費にかかわる指標については、これまでの大

型事業の償還が終えたことから改善をされてきたと

ころでありますが、今後については、小中学校や町

営住宅などの整備に伴う償還が始まることから、そ

の比率の上昇が予測されるところであります。た

だ、しろがね土地改良事業の償還にかかわる負担の

終了や学校整備事業等においては、補正予算債など

有利な地方債の活用ができたことなどから、横ばい

で推移していくものと推計をしております。 

 経常収支比率につきましては、人口減少、少子高
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齢化の進展の中で、町税の大きな伸び期待できず、

他方、交付税につきましても個別の財政需要に伴う

算定分を除くと、全体として縮減で推移していくこ

とが予測される中にあって、社会保障関連経費など

の増嵩が見込まれることから、財政構造の硬直化が

一層予測されるところであります。 

 ８ページ以降が３カ年の予定事業の内容となって

おります。 

 また、予算特別委員会に当たり、要求のありまし

た資料につきましても配付をさせていただきました

ので、委員会の審議の参考としていただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 以上で配付資料の説明といたします。 

○委員長（村上和子君） 以上で、資料の説明を終

わります。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の質疑は、一問一答としたいと思いま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の質疑は、一問一答とすること

に決しました。 

 委員並びに説明員に、あらかじめお願い申し上げ

ます。 

 質疑、答弁は要点を明確にし、簡潔に自席で発言

願います。 

 質疑は１問ごと、予算書の款別に行いますので、

十分に納得が得られるようお願い申し上げるととも

に、聞き漏らしなどのないよう御留意ください。 

 質疑のある場合は挙手の上、議席番号を告げ、委

員長の許可を得た後に自席で起立し、発言されるよ

うお願い申し上げます。また、説明員は挙手の上、

職名を告げ、委員長の許可を得た後に説明員席での

起立の上、説明願います。 

 これより、附属資料の説明に対する質疑を行いま

す。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ページ数１５ページ、１６

ページをごらんいただきます。 

 特別会計等の主要な事業ということで、今回、特

養施設設備整備更新事業ということで……。 

○委員長（村上和子君） 今、５次総合計画の実施

計画書の質問ですか。（「そうです」と発言する者

あり）では、続けてください。よろしくお願いいた

します。 

○９番（荒生博一君） いいですか。 

 こちら事業名が２１番、特養施設設備整備更新事

業、２９年度から３１年度まで予算が計上されてい

る中、事業内容としては中間ダクトファン、天井換

気扇、それから中間浴槽改修等々明記されておりま

すが、３０年度に２,８６０万円、それから３１年

度に７,８００万円、結構高額な見積もりを計上し

ていますが、その工事内容というのは、この事業内

容に合っているのかどうかを確認させてください。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ９番荒生

委員の御質問にお答えいたします。 

 この記載の内容でございますけれども、３０年度

の事業費につきましては７,８００万円と記載に

なってございますが、申しわけございません。７８

０万円の間違いでございます。申しわけありませ

ん。３１年の記載、７,８００万円となっておりま

すが、７８０万円の間違いでございます。申しわけ

ございません。 

 その内容といたしましては、特養の天井の換気扇

の取りかえが１２０万円、各教室のダクトファンの

更新が４６０万円、そして温水ボイラー更新という

ことで、デイの部分が２００万円で、合計７８０万

円でございます。 

 それから、中間浴の整備について記載がございま

すが、これにつきましては平成２８年度で今、工事

をとり行っておりまして、完成の予定でありますの

で、これにつきましては２８年度で完成を予定して

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 今、所長のほうから３１年

度の７,８００万円が７８０万円の間違いというこ

とで、これは今、気づかれたのですか。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ９番荒生

委員の御質問にお答えいたします。 

 今、内訳説明するのを見ておりまして、数字が

違っていることを今、初めてここでわかりました。

申しわけございません。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） また、間違いの資料に基づ

いて、我々、審議、精査することになるので、早急

に差しかえのほうお願いします。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） わかりま

した。早急に差しかえて提出いたします。申しわけ

ございません。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 
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 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） お伺いいたします。 

 町債の部分で、投資的事業という形で記述されて

おりますが、３０年と３１年度分が２９年から見た

場合に、約３倍ぐらいになっているかなというふう

に思いますけれども、ここはいわゆる何らかの投資

的な事業が拡大した要因なのかなというふうに思い

ますが、この部分についてどういう経緯なのかお伺

いしておきたいと思います。また、これらにかかわ

る充当される部分もあるのかなというふうに思いま

すのでお伺いいたします。 

 総体的にこの事業計画見ますと、交付税等はほと

んど変わらないということで、町税も担当の総務課

長がおっしゃるように、いかに歳出だとか、いわゆ

る優先順位をきちっとした投資的な経費の計画的な

作成というのが求められているのかなというふうに

思いますが、今回の事業計画策定に当たっても相当

細かく優先的な順位を含めた中での計画も、３１年

度は含めてなされているかというふうに思います

が、そこら辺等についてはどういう形でなっている

のか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 資金計画の３ページか

ら４ページといいますか、２９年から３０年度にま

たがっての投資事業に係る地方債の大きくなってい

るよという、そういう意味合いでよろしいでしょう

か。 

 ２９年度におきましては、投資事業に係る地方債

８,７４０万円という記載になっております。これ

につきましては、２８年度に前倒ししてセンターの

補正予算でもお示ししましたように、国の補正予算

等に伴いまして、大きな事業が２８年度の予算に前

倒ししているような状況がありますことから、見た

目２９年度の地方債の発行額が小さくなっていると

いうようなことで、御理解をいただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。（発言

する者あり）よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、附属資料の質

疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） これより、議案第１号平

成２９年度上富良野町一般会計予算の１ページから

６ページまでの質疑を行います。 

 質疑の際は、ページ数と質疑の案件を告げて発言

願います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、一般会計予算

の１ページから６ページまでの質疑を終了いたしま

す。 

 次に、一般会計歳入歳出予算事項別明細書の歳

入、１款町税の２８ページから１１款交通安全対策

特別交付金の３５ページまでの質疑に入ります。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） ３０ページの町民税につ

いてお伺いいたします。 

 この町民税が微増になっております。先ほど、委

員長が申しましたけれども、アベノミクスの効果も

それほど地方には普及していないと思うのですが、

法人税を見ますと、法人税がふえて微増ですね。こ

れの要因といいますか、どのような業種で、どのよ

うな産業の形態でふえているのかお伺いいたしま

す。算出されているのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） ４番長谷川委員の御

質問にお答えいたします。 

 法人の町民税の増については、かなり大幅にふえ

ているのですが、主に畜産関係の申告増が主な要因

です。一般の個人の町民税の微増については、予算

ベースではやや微増になっていますが、平成２８年

度決算見込みから比べますと、やや減っておりま

す。その要因といたしましては、２８年度決算が４

億５,０００万円ほど予定しているのですが、２７

年度、農業収入がかなりよかったこともありまし

て、農業収入、またそれにかかわる専従者給与、こ

れが大変伸びたことが要因で、２８年度の収入に基

づく２９年度の課税については、農業収入は去年ほ

とではなく平年並みになるだろうということを予想

して、２８年度決算見込みからは、やや減った予算

となっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 次に、今、いろいろな課

題が取りざたされておりますふるさと納税、ふるさ

と寄附というのですか、寄附が本当はあれなのです

けれども、私たちの町で、どのぐらい他町村にふる

さと納税がされているのか、件数と金額とお伺いい

たします。 

○委員長（村上和子君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） ４番長谷川委員の御

質問にお答えいたします。 
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 ふるさと納税に関することですが、平成２８年中

に他市町村に上富良野町から納税された方は６９

件、実人数で２９人、金額で１２２万４,８００円

となっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 控除されますよね、控除

額というのはわかるのですか、住民税に対しての。 

○委員長（村上和子君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） ４番長谷川委員の御

質問にお答えいたします。 

 １２２万４,８００円が寄附額で最大１２８万円

控除されるのですが、ふるさと納税の控除の上限が

ございまして、個人住民税の所得割の２０％が控除

の上限となっております。それで個々の実人数、２

９名の方の所得割というのがまだ出ておりませんの

で、実際、幾ら控除になったかというのは、今現在

では、まだわかっておりません。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） ということは、２９年度

に当町へ算入されるそれともまだわからないという

ことですね。減額されてというか、入ってきますよ

ね、交付税に算入されて。それもまだ出ないという

ことですね。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ４番長谷川委員

のほうからありました、ふるさと納税の控除と交付

税の関係ということですので、私のほうから御回答

させていただきますが、ふるさと納税で住民税から

控除された部分につきましては、交付税のほうでそ

のうちの７５％が、一応、計算上は補塡をされると

いう形の部分になっておりますので、実際の控除額

が決まりましたら、それに基づいて計算が７５％部

分は、交付税が手当てされるということで御了解い

ただきたいと思います。 

 金額として幾らというのは、控除額が決まり次第

わかると、今の時点では金額はわからないというこ

とです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） お伺いしたいのは、３２

ページの地方消費税の部分についてお伺いいたしま

す。 

 国のほうでは、この地方消費税部分のどこに使う

のかということをある程度、明確にしなさいという

ようなガイドラインというか、指針が出されたのか

なというふうに思いますが、よくわからないので、

こういう部分について言えばどういう使い方をする

のか、わずかでここまで使い方まで求めるのは、余

りにひどいのではないかなと思うものですから、そ

こら辺というのは実態、そういうふうに指示という

か、あるのかどうなのかをお伺いしておきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） １１番米沢委員

のほうからありました地方消費税交付金の使途とい

う部分でございますが、これにつきましては、地方

消費税引き上げ分相当については、社会保障４経費

に充てなさいということで指示が来ております。あ

くまでも社会保障の制度充実ということになってお

りますので、今年度分はまだ数字が出ておりません

が、２７年度の決算の特別委員会の資料で記載もさ

せていただいておりますが、おおむね２７年度決算

でいきますと、地方消費税交付金ということで交付

をいただいていたのが、２億３,７００万円という

ことで、それのうちのおおむね４割分の９,６００

万円につきましては社会保障に充てるということ

で、当町につきましてはいろいろな扶助費等に関す

る費用として１８億８,０００万円程度、事業費と

してはあったのですが、それの財源に充てるという

ことでなっております。こちらにつきましては、法

律であくまで社会保障費にその分を充てなさいとい

うことになっていますので、その財源に使うという

形になっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、今年度予

算等についてはいわゆる自治体、上富良野町におけ

る社会保障にかかわる部分の予算づけと位置づけと

いうのは、どういうふうになっているのかお伺いし

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） １１番米沢委員

のほうからありました２９年度の予算ということで

すが、こちらにつきましても同じような考えであり

ます。ただ、交付をいただくよりも社会保障に係る

歳出費用のほうが大きいですので、財源としてはそ

ちらに充当するという形になります。数字につきま

しては、決算の中でまた改めてお示しをしたいと

思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、歳入、１款の
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町税から１１款の交通安全対策特別交付金までの質

疑を終了いたします。 

 次に、１２款分担金及び負担金の３４ページから

１３款使用料及び手数料の３９ページまでの質疑に

入ります。 

 御質疑ございませんか。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） ３５ページですか、こち

ら庁舎使用料の中の役場車庫使用料ということで１

万３,０００円ですか、なっていますけれども、こ

れはどういう形で貸し出しをしているのか教えてい

ただきたい。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １２番中瀬委員の御質

問にお答えいたします。 

 庁舎使用料の役場の車庫の使用につきましては、

観光協会の車両につきまして２台、役場の車庫を使

わせていただきたいというようなことから、そちら

についての使用料を年間分としていただいていると

ころであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、１２款分担金

及び負担金から１３款使用料及び手数料までの質疑

を終了します。 

 次に、１４款国庫支出金の３８ページから１５款

道支出金の４５ページまでの質疑に入ります。 

 １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） ここで４０ページの委託

金の中に土木費委託金というのがあるのですけれど

も、前年度よりも相当多く減額されているのです

ね、南部地区土砂流出対策、これは今年度この金額

で工事をするという意味なのか、それともお聞きし

たいのは、計画を立てるという意味合いでこういう

金額になっているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １０番髙松委員の

南部地区の土砂流出対策事業の委託金の金額が少な

いということの御質問でございますが、南部地区の

土砂流出対策につきましては、平成２９年度予算に

つきましては、国債事業ということで予算がつくよ

うな形になっております。金額については５,２４

８万４,０００円でございます。そのうちの平成２

９年度分、１,０１６万５,０００円が計上されてい

るところでございます。残りについては、次年度の

支出になります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、１４款国庫支

出金から１５款道支出金の質疑を終了いたします。 

 次に、１６款財産収入の４４ページから２１款町

債５３ページまでの質疑に入ります。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 近年、分別等が進められ

ているかというふうに思います。それで５０ページ

の雑入のところで、容器のペットボトルの市町村の

配分金という形で前回よりも若干小さな金額ですけ

れども、減っているかなというふうに思いますが、

この部分についてはどういう要因なのか、この点お

伺いしておきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいま１１番

米沢委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 容器包装リサイクルペットボトルの市町村分配金

についてですが、これは全国のペットボトルを入札

を行いまして買い取った業者からお金が入ってきま

す。そのお金を各市町村に分配するのですけれど

も、その買い取り価格が若干下がってきているとい

うこと、これについては相場といいますか、買い取

りが若干下がったことにより昨年、２７年度ぐらい

から若干下がり傾向にあったということから、本年

度５１万円ということで予算を計上させていただい

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） ４５ページの町財産運用

収入の中の財産貸付収入というところで、福祉施設

用地貸付料として６１万３,０００円ですか、上

がっているのですけれども、これはどこの貸し付け

なのかをお願いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １０番髙松委員の御質

問にお答えいたします。 

 福祉施設使用用地の貸し付けにつきましては、緑

町の障害者通所事業所、それから泉町のふくしんの

施設のところ、町有地でありますので、そちらを貸

し付けている貸付料でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、一般会計歳入
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歳出予算事項別明細書の歳入の件に対する質疑を終

了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、歳入歳出予算事項

別明細書の歳出、１款議会費の５４ページから２款

総務費の９１ページまでの質疑に入ります。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ５７ページの特別職報酬審

議会委員、こちらに関して質問させていただきま

す。 

 これは多分２年に１度、町長の諮問機関というこ

とで、１０名ぐらいの人数で行われているものだと

思うのですけれども、これはその会議費としては多

分２回もしくは３回ぐらいかと思うのですが、いつ

ごろ行われるのですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ９番荒生委員の御質問

にお答えいたします。 

 特別職報酬審議会につきましては、今、委員の発

言ありましたように、２年前に開催をさせていただ

いております。その折にも附帯意見の中で、２年程

度の範囲の中で報酬等の状況はどうなのかというよ

うなことの確認する意味でも、２年に１度ぐらいの

開催が必要という附帯意見をいただいておりまし

て、２９年度において開催をしていきたいなという

ふうに考えております。 

 基本的には１０名の委員をお願いし、２回程度の

審議会を開催する予定ということで、７万２,００

０円を計上させていただいております。時期につき

ましては、なるべく５月、６月の早い時期に開催で

きればというふうに考えているところであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ５７ページの町職員の採

用等についてお伺いいたします。 

 今年度というか、昨年度の共通の試験行って、今

年度、新たに採用される方がいるかというふうに思

いますが、その中では社会人枠に該当する方等がい

らっしゃるのか、大体何名ぐらい今回の採用されて

いるのか、ちょっとお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） １１番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 平成２９年度採用予定職員でありますが、社会人

として採っておりますのは、社会福祉士、１名であ

ります。そのほかには、一般職３名、保健師１名、

看護師１名が採用予定であります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いわゆる社会人枠という

か、ちょっと正確ではありませんけれども、今回そ

ういう方はいなかったというような答弁かなという

ふうに思いますが、社会人枠で採用する場合、基準

というのはどういう形で、共通試験も当然受けられ

るかというふうに思いますが、どういう形になって

いるのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 新年度の採用予定の中で、先ほど主幹のほうから

答弁させていただきました社会福祉士につきまして

は、社会人枠ということで採用を募集したところで

あります。基本的にそれぞれの現場で経験のある方

を採用したいということで、本町独自の選考過程の

中で募集をさせていただいて、その中で複数名の応

募があった中で、面接試験によって決定をさせてい

ただいたということでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 面接試験が基準というこ

とで、それぞれの自治体で基準が違うのかなという

ふうに思いますので、なかなかちょっと見えてこな

いところでお伺いしたところです。 

 それで、ここの臨時職員等についてお伺いいたし

ます。臨時職員等で国の通達では、近年、ボーナス

等の支給等が恐らく非常勤なのか、そこら辺ちょっ

とわかりませんけれども、非常にこの資料なんか見

ましても、臨時職員等のいわゆる職種の人員がふえ

るという傾向にあります。やはり今回の扶養者控除

の見直し等によって働く、いわゆる収入の限度額も

引き上げられたというふうのもありますけれども、

一定部分やはりこういう職の人たちが意欲持って働

けるような環境づくりのためにも、国では非常勤な

のか嘱託なのかちょっとわかりませんけれども、そ

ういう人たちに対しても一定部分支給ができるよう

な情報がちょっと聞いたものですから、ここら辺の

情報にかかわって町の考え方、あるいはそういうも

のの情報というのは、どういうふうになっているの

かお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 臨時職員等の処遇の改

善にかかわる御質問かというふうに思います。 

 基本的に臨時職員につきましては、有期雇用が原
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則になってございますので、時間給や月給において

の賃金という形になっております。 

 当然、場合によっては時間外の勤務をお願いする

場合につきましては、それらの手当については支給

することになっておりますが、ボーナス等の支給に

ついては本町の制度では、そのような仕組みは持っ

ていないところであります。 

 また、処遇にかかわる部分につきましては、休暇

の仕組みとかそれらにつきましては、正職員を準じ

たような形の中で一定程度、有給休暇も取得できる

ような基準等も本町独自のもので持ち合わせている

ところであります。 

 働き方改革の中で、同一労働同一賃金というよう

なことは、基本的な考え方の中で今いろいろな制度

改正が進んできている状況にありますので、そう

いった中で本町においてもどのような仕組みが必要

なのか、いろいろな制度改革が国のほうでなされて

くるものもあろうかと思いますが、そういうものに

つきましては、法令に違反のないような形で対応す

べきものは対応していくことになるのかなというふ

うに理解をしているところであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） まだ、そこら辺は明確に

なってないという形で答弁なされたのかなというふ

うに思いますが、よろしいですか。当然、そういう

指針、あるいは出てくれば、そういったものに沿っ

た中での対応も考えるのかなというふうな話かと思

いますので、その点も含めて十分そういう指針等が

仮にあれば、あったとすれば、今後出てくるとすれ

ば、やはりこういう人たちに対するこの間要求し

て、忌引き休暇等も含めた改善等も行政も真剣に取

り組んで実施されておりますので、今後ともこう

いった部分に対する改善要求は前へ進めていただき

たいと思いますので、確認させていただきます。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 当然、法令の規定に基づいた範囲の中で、必要な

改善等については努めていくことが、雇用者の責任

かなというふうに理解をしております。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） 今の臨時職員の町立病院の

臨時職員の雇用保険３０名の中の６名と３名です

か、臨時職員、一般事務等、臨時職員の資料の２の

２ページ、５７ページの臨時職員の関係で、いいで

すか。（「はい」と発言する者あり）それの６名と

３０名といるのですよね、一般事務とその他で、こ

れの雇用保険に関しては、総務課のほうの５７ペー

ジの臨時職員の社保のほうから、関係ないですか、

そこだけちょっと聞きたいのです。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ７番北條委員の御質問

にお答えいたします。 

 町立病院の臨時職員等の社会保険等につきまして

は、病院事業会計のほうで予算が計上されて、こち

らの一般会計のほうの予算とは別物になっていま

す。 

○委員長（村上和子君） ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） 今、昨年から臨時雇用保険

の部分が、社会保険の部分がちょっと上がっている

のですよね、７６万１,０００円。ということは、

それは人がふえたということですか、２８年から２

９年に対して。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） ７番北條委員の御

質問にお答えいたします。 

 社会保険料の加入者につきましては、平成２９年

度におきまして社会保険料も毎年金額が上がってお

りますというのもありますし、人数におきまして

も、人数が、何人ふえたかというところでは、今、

手元の資料でちょっと見つからなかったのですが、

人数については２９年度においては、ふえていない

かというふうに認識はしているところであります。

社会保険料につきましては、毎年金額が上がってき

ておりますので、社会保険料の上がった分だという

ふうに認識しております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） ということは、２７年と２

８年も同じなのだよね、金額は、２７年と２８年

が、そして２９年も同じであれば、同じなのが当た

り前でないかなと思うのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ７番北條委員の御質問

にお答えしますが、それぞれ個々の社会保険料につ

きましては、健康保険、介護保険、厚生年金、児童

手当拠出金、それから雇用保険等を含めてのものに

なってございます。それぞれ毎年、掛け率等が変わ

りますので、若干、特に厚生年金等につきましては

読み切れない部分ありますけれども、標準報酬月額

になってから率が、また秋に正確な率出てきますけ

れども、基本的にはそれらの率が毎年上昇傾向にご

ざいますので、人数の増減ももちろんあるでしょう

けれども、基本的にはそれぞれの保険料率によって

の計算によってふえたり、減ったりということが大

きな要因かなというふうに理解をしております。 
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○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） ということは、結局、決算

委員会でないとわからない部分があるということで

すね。詳しいところの人数とか、今の言う上がった

分の幅とかというのは、報告があるということです

よね。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ２８年度が、それぞれ

定数外の職員についての社会保険料が幾らのお支払

いになったかということは、決算委員会のときに正

確な数字が出てくるというふうに思いますけれど

も、人数等につきましては、今現在の雇用している

職員等の人数に基づいて予算については積算をして

おりますので、それらについては人数は今の時点で

はわかっているところであります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） ８１ページの防災の関係で

ございますけれども、２８年度の十勝岳総合防災訓

練が終了しました。それで非常にいい訓練をやって

いるなというふうに思っております。その中で消防

のところでやっている机上訓練というのですか、図

上訓練、これについて２８年度、何か教訓とか問題

点を得て２９年度の予算を組んで、またやろうとし

ていると思うのですけれども、どういった教訓をと

らえているのか、そしてどのように２９年度は対策

を講じていくのかについてお聞きしたと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ５番今村委員の防災訓

練の中の想定訓練といいますか、机上訓練にかかわ

る御質問にお答えしたいと思います。 

 ２８年度の総合防災訓練の中では、実は机上訓練

は実施をしておりません。これにつきましては、今

年度から初めて十勝岳火山防災協議会と改編された

組織といいますか、去年までは上富良野町と美瑛町

２町の協議会でありましたが、北海道を含めて美

瑛・上富・中富・富良野・南富、それから新得町を

含めた防災協議会ということになって、初めて実施

した訓練になります。 

 そのようなことから今回の訓練においては、災害

想定が泥流が発生して、中富良野町から富良野の境

界まで泥流が発生、泥流の被害が出るというそうい

う想定の中で訓練を行いましたので、例年よりも１

時間から１時間半想定の、災害想定を時間を少し前

倒ししながら訓練を実施したことから、机上訓練を

総合訓練の中になかなかスケジュールとして入れる

ことが難しかったことから、今年度においては机上

訓練は実施しなかったところであります。 

 そのようなことから、次年度はぜひ、総合防災訓

練、共同でやっておりますので、どうしても日程的

に１日の時間の中でやっている経過がありますの

で、その前段で私たちがその前の段階の連絡調整会

議等を持ち合わせる訓練の中でありますので、そう

いった会議の中でぜひ次年度以降は机上訓練を取り

入れていきたいなということで、スケジュールを少

し調整していきたいというふうに考えているところ

であります。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） どうも失礼しました。私も

２８年度だけ、札幌のほうに監査で行っていまし

て、見てなかったのですね。机上訓練やっていない

と、机上訓練の訓練を取り入れましたよね、四、五

年前から。非常にいいことだと、自衛隊のＣＰＸ

（シーピーエックス）なんかも参考に職員が見に行

かれて取り入れていると、これは非常に私は有益な

ものだというふうに思っています。 

 町長の指揮官としての意思を徹底すると、そして

問題点があれば、それに対する対策がとれるかどう

か、そういったものを検証するのに全員の職員を動

かすわけにいきませんから、非常に机上訓練という

のはそういうもので、非常に私は価値のあるものと

思っていました。 

 ことしは、そういった時間を短縮してやっていな

いということでございますけれども、この机上訓練

というのはやって問題点を把握して、対策を講じて

いくというのが一番大事だと思うのですね。そして

全員を動かすことができないから、各部長クラスで

その場その場で問題点を把握していくと、そしてみ

んなで対策を講じているというのが大事であると

思っておりますので、ぜひ２９年度には、また取り

入れてほしいなというふうに思っております。 

 続いて、防災の関係でシェルターの話なのですけ

れども、美瑛町望岳台にシェルター、もうできたか

らやっていますよね。上富良野町として、シェル

ター的なものの構築等の計画についてお伺いしたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ５番今村委員の御質問

にお答えします。 

 十勝岳のシェルターにつきましては、今、委員の

ほうから御発言ありましたように、美瑛町において

は望岳台に大きなシェルターといいますか、完成を

しております。上富良野町におきましてもあわせて

国のほうに、特にああいう大型のシェルターという

ことではなくて、極めて、登山道からいざというと

きには、登山道の付近ですぐ逃げることができる、
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身を守ることができるという、そういうシェルター

を登山道のルート上に４カ所程度の設置をぜひとい

うことで、場所等についても、こういうところがベ

ターだということを国のほうに要望をしてございま

す。 

 いかんせん国立公園内、また、国の土地の中のも

のでありまして、多くの登山者を守るということ

で、なかなか町の直接の事業として行うことについ

ては、非常に難しいなというふうに考えております

ので、ぜひ国の直営でそういう事業をお願いしたい

ということで、今後におきましても鋭意要望に力を

入れていきたいというふうに思っているところであ

ります。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） わかりました。課長も言わ

れましたよね、人命が大事で、それを守らないかん

ということで、なるべく早急に国と調整してほしい

なというふうに思います。 

 もう一つ、防災関係で防災士の負担ということ

で、予算６万１,０００円ほど取っていますけれど

も、何名ほど２９年度は予定しているのか。今まで

養成した防災士というのは、年間を通じてどのよう

な活動を今までされてきたのかについてお伺いいた

します。 

○委員長（村上和子君） 基地調整室主査、答弁。 

○基地調整室主査（吉澤大輔君） ５番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 防災士につきましては、平成２４年から平成２６

年度につきまして、各２５ある住民会、自主防災組

織に１名ないし２名のほうを配置してきているとこ

ろです。２８年度については、新たに住民会からの

要望により２名が取得しているという状況でありま

す。２９年度におきましても、住民会のほうから３

名の方が取りたいという要望を受けているところで

あります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） どういう活動している

か。 

○基地調整室主査（吉澤大輔君） 自主防災、防災

士の活動につきましては、毎年１回から２回研修の

ほうを行っております。２８年度につきましては、

北海道で策定しましたＨＵＧゲームというものを

使って、防災士の研修を実施してきているところで

あります。２９年度におきましても１回、もしくは

２回程度の研修を実施する予定であります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 防災士の活動の件ですけれ

ども、道とかそういった上級のほうの訓練等に参加

しているというふうに受け取ったのですけれども、

そういった教育を受けて通ってきて、それをそれぞ

れの例えば住民会とかそういったところに活動して

いると、そういった活動はされていないのですか、

そういうのを私はやるべきだと思うのですけれど

も。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ５番今村委員の御質問

にお答えします。 

 防災士につきましては、それぞれの自主防災組織

の中で活躍をいただきたいということで、地域の防

災力を高めるその中心的役割を担ってほしいという

ことで、これまでもそのようなことで、それぞれの

地域で活躍をいただいているものというふうに理解

をしているところであります。 

 その中で、先ほど担当のほうから御説明させてい

ただきましたように、地域の防災力を高めるような

意味から、昨年度においては、先ほど言いましたＨ

ＵＧという避難所運営ゲームということで、これは

北海道からワンセットそれぞれの自治体に配付があ

りましたので、これを使った防災士のスキルアップ

研修を実施させていただきました。 

 こういった研修を通じて、それぞれの防災士みず

からのスキルを高めることと合わせて、そういうも

のをそれぞれの地域の中で御活躍をいただく一助に

してほしいなというふうに思っています。 

 総合防災訓練の中でも、それぞれ地域地域の独自

の避難訓練を合わせて実施していただくような地域

もだんだんふえてきておりますので、そういうこと

でそれぞれ地域の中で、地域の防災力を高めていた

だくそういう中心的な役割を、今後とも担っていた

だけるようにしていきたいというふうに思っていま

す。 

 去年のスキルアップ研修の時にも防災士の皆さん

から、少し意見交換がありました。なかなかそれぞ

れ防災士、地域の中で独自で活動いただいているの

ですけれども、隣の地域ではどんなことをやってい

るのだろうなということを意外と知らないのだよね

ということで、防災士同士の交流する場とか、そう

いうこともぜひ町のほうで考えていただけないかと

いうような御意見もいただきましたので、そういう

時間をなるべく町のほうも支援しながら、防災士の

お互いのスキルアップが図れるようなそんな仕組み

づくりにも、努めていきたいというふうに考えてい

るところであります。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 関連で、防災士に関してお

伺いさせていただきます。 

 現在、住民会、それから自主防災組織等々で１名
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ないし２名を配置していることですけれども、実

際、今、その事業が始まってから、ある程度、高齢

で防災士の認定を受けられた方、地域にも数多くい

らっしゃると思うのですが、実際、今、活動されて

いる中の平均年齢というのが大体何歳ぐらいになる

のか、また、このままその担い手が余り育成されな

ければ、いざという災害時、果たして、その方が

しっかりと先頭に立っていけるのかということ

ちょっと不安で、そこを確認させてください。 

○委員長（村上和子君） 基地調整室主査、答弁。 

○基地調整室主査（吉澤大輔君） ９番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

 今、上富良野町におります防災士につきまして

は、おおむね４０歳から７８歳ぐらいまでというふ

うに思っております。その中で、かなり高齢の防災

士の住民会につきましては、新たにかわりの者を立

てたいということでお話のほう伺っているところで

あります。 

 かわりの人につきましては、各住民会で検討して

いただいて、防災士を育成していただくということ

を聞いておりますので、ぜひ町としても今後、各住

民会を通じて防災士の育成について取り組んでいき

たいというふうに思っているところであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 私も一応、防災士持って

いまして、役場の防災の関係の方から、いろいろ細

かい情報なんかも見まして、非常に細かくやり取り

していただけるので、本当に感謝しております。 

 大げさな話というか、かばう話でも何でもない、

事実なのですが、それでやはり一番感じるのは、地

域でもまだまだ防災組織、うちのほうは弱いところ

で、これからもっと人を広げなければならない。そ

れと、かかわる人をどういうふうに確保するのかと

いう点で、非常に困難しているという状況です。 

 この間、十勝岳の防災の時には、避難者の名前、

避難された方の名前等を確認して、実際ここに来ら

れているのかどうなのかということをちょっと課題

として行って、その後、非常食を配付するという形

になりました。そこでいつも課題としてあるのは、

要支援者の方、地域にいらっしゃいまして、要支援

者の見取り図だとか、どういう支援とるのかという

ことも人の配置も決めました。ただ、日中仕事に

行っていらっしゃる方もいますし、そういった時の

事態、あらかじめ十勝岳の噴火等がある場合は、消

防、あるいは関係する人たちがある程度、前もって

避難誘導してくれるということの話ありますので、

安心しているところです。 

 ただ、私たちが車椅子でなければならないという

人、仮に車で避難施設に送った場合に、そこに車椅

子がなかったということも想定されますので、やっ

ぱりそういう人たちをどのように避難施設の中で安

心して暮らしていただけるのかということが、非常

に課題であります。 

 この間の一般質問で、車椅子等の話もしたという

のはそういったところにありまして、非常に備品

等、各体育館に避難した場合に、要支援者がどこに

避難するのかということを細かく区分けして、そう

いう場所を確保するということが非常に大事だとい

うふうに思いますが、この点、防災備品等も含めて

今後準備されるということでありますから、地域の

体育館、あるいは避難施設等におけるそういった場

合の区割りだとか、どういう場所を確保するのかと

いうことがあらかじめ想定されているかというふう

に思いますが、もう一度この点。例えば、上富良野

小学校の場合は、そういう想定の場合は、どこを要

支援者の避難施設、場所にするのかということが、

確保されているのかどうかどうなのかお伺いいたし

ます。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 特に、被害が発生しそうなといいますか、被害が

想定されるような災害が起きたときには、委員おっ

しゃるように避難行動に支障を来す要支援者、そう

いう方たちの避難をどういうふうに支えていくかと

いうことは、大変重要な課題というふうに認識をし

ています。そのようなことから、先般の一般質問の

中でも町長からも答弁させていただきましたが、私

どものほうでは今現在、福祉避難所として指定する

場所を３施設ほど、それぞれの施設の管理の担当の

ほうとも、少し意見交換をさせていただいている段

階になります。 

 こういうような施設については、もともとそうい

う一定程度ふだんから障がい者であったり、高齢者

を受け入れてサービスをしている施設でございます

ので、一定のそういう機能、ハード的な機能は有し

ている施設ということで理解をしています。そのよ

うなことから、そういう施設をまず指定したいな

と。あと、一般の例えば学校等の避難所において

も、そこまでは至らなくても一定程度、福祉的な配

慮の必要となる避難者、そういう方たちが当然出て

くるだろうと。そのようなことから、学校等におい

ては、一つの教室は例えば保健室の近くにあるお部

屋とか、そういうところを福祉避難室というような

形で、そういうところに一体どういうものを準備し

ておけばいいのかというようなことも今後検討しな
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がら、今、防災備蓄計画につきましては、おおむね

基本的なものは当初計画したものが２９年度でそろ

えれるというふうに理解をしていますが、それで全

てというふうには理解しておりませんので、一度そ

ろった物の中で過不足があるようなものについて

は、今後も引き続き必要な物はそろえていかなけれ

ばならないというふうに思っています。 

 この間、町長のほうからも答弁させていただきま

したが、今現在、それぞれの自主防のほうで御協力

をいただいてまとめていただいた要支援者、約３５

０名少しという状況にあります。この中のこういっ

た３５０名ぐらいの人の中で、特にそういう福祉的

な配慮の必要な、避難生活において福祉的な配慮の

必要な人という方というのは、ある程度人数が絞ら

れてくるのかなというふうに思います。そういう人

たちが、避難所の生活といいますか、になりますの

で、快適な生活というわけはなかなかいかないで

しょうけれども、といいながら不都合があっては困

りますので、そういうものは必要に応じた物をそろ

えていくことが必要かなというふうに理解をしてお

ります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 関連してお聞きをしたいと

思います。 

 避難行動要支援者名簿、今、総務課長のお答えで

は約３５０名と、昨年の予特のとき聞いたときは、

３４３名ということでした。今、３５０名というこ

とで、これについては未承諾者は何名ぐらいいて、

３５０名ぐらいなのでしょうか、まずはお聞きした

いと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １番中澤委員の御質問

にお答えします。 

 詳しいことは、今、ちょっと手元にないので記憶

で答弁させていただきますが、昨年、３４３名の避

難行動要支援者名簿の名簿を作成させていただきま

した。そのときに、この方たちというのは同意をい

ただいた方たちになりますので、未承諾者が２００

名弱、百数十名だったというふうに記憶をしてござ

います。たしか、そういうふうに答弁した記憶があ

るのですけれども、今年度におきましては、それに

追加があったり、お亡くなりになった方たちの増減

がありますので、先般、町長がお答えしたときに

は、たしか３５７名ということでの登録の人数を、

それはたしか１２月末現在の数字でお答えをさせて

いただいたというふうに思います。今現在、その後

の移動がありまして、３５７名よりも数名たしか

減っているのが、今の最新のデータかなというふう

に理解しています。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 未承諾者、今の話だったら

かなりいるということがわかりましたけれども、そ

の理由とか、それぞれいろいろあると思いますが、

やっぱり未承諾者が自分で何とかなるよということ

であればいいのですが、そうでなければ、なるべく

未承諾者を少なくしていく努力というのが必要なの

かなと思います。 

 それでちょっと観点変わりますけれども、この人

たちには個別支援計画をつくることになっていると

思います。これは今、言われていた去年の３４０何

名、ことしの３５７名なんかについても全て個別計

画ができ上がっていると認識してよろしいでしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １番中澤委員の御質問

にお答えいたします。 

 個別支援計画につきましては、それぞれの住民会

自主防災組織の皆さんに作成をお願いしているとこ

ろであります。全ての住民会で今でき上がっている

という状況にはなってございませんので、１００％

にはなっていないというところも、１００％になっ

ていない地域もあるのが現状であります。 

 ちょっと詳しい数字手元にありませんので、正確

な３５０数名分のうち何名できているということ

は、ちょっと手元に数字がありませんので、詳しい

数字お答えできませんが、取り組んでいただいたと

ころは全ての方の部分ができ上がっていますけれど

も、まだ今、作業をしていただいているそういう地

域もあるといのうのが現状であります。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 個別支援計画、それから承

諾や何かもそうなのですが、やっぱりここら辺につ

いては力を入れていかなければなりませんし、そう

いうことでお願いしたいのが１点であります。 

 それから、この個別支援計画や何かの確認、それ

から避難要支援者の確認とかというのは、１年間に

１回ぐらいのということでよろしいでしょうか。随

時受け付けているとか、そこら辺についてどうなっ

ているか教えてください。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 要支援者の名簿自体に

つきましては、年に１回更新をすると。それにつき

ましては、毎年度、保健福祉課のほうで高齢者実態

調査を行いますので、その調査が終わった段階で新

たに、例えば今までは元気だったけれども、少し配

慮が必要になったというような状況の人も出てきま

すので、高齢者実態調査を受けてと名簿の修正作業



― 14 ―

をし、新しくふえた人がいれば、そういう変更に

なった分の名簿をそれぞれの地域に年に１回、お渡

しするような形になっております。 

 個別支援計画につきましては、それらをもって、

それぞれの地域で個別支援計画の作成に御尽力をい

ただいておりますので、でき上がったものについて

は、随時お届けをいただくような形ということに

なっております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） ７１ページの町民生活課な

のですけれども、一番最後の列の生活灯電気料補助

とありますけれども、これ下がった理由は何なので

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの７番

北條委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 生活安全灯の補助ですが、昨年より予算のほうが

減額されているということですが、一昨年、電気料

が値上げされたときに、すぐ予算を少し多く計上い

たしまして、その後、２７年度の決算で補助金が下

がったと、下がったというか、額が確定しましたの

で、その分で本年度から予算のほうを下げてござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） ということは、ＬＥＤ化し

たというのは余り関係ないのですか。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ７番の北條委員

の御質問にお答えします。 

 ２３年、２４年にかけましてＬＥＤ化しまして、

その効果というのはかなりあります。その分の差に

つきましては、２６年からの補助金につきまして、

その効果はあらわれているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） そうであれば、ＬＥＤ化を

進めるという考えは町には今あるかないか、ちょっ

と聞かせてください。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ７番北條委員の御質問

にお答えをいたします。 

 一定程度ＬＥＤにつきましては、電気料も当然安

くなりますし、長い間使えるようなそういう機能を

有しているものであります。ということは、当然、

私どもも理解をしておりまして、例えば学校等の施

設においても新しい施設を建設するにおいてはどう

いった照明機材がベターなのかというようなことを

検討しながら、それぞれ進めてきたところでありま

す。 

 役場庁舎につきましても、いろいろな業者さんか

ら営業等もいただくのも確かでありまして、施設を

どれぐらい、役場庁舎であればどれぐらいの本数で

ＬＥＤ化にしたときに電気代と今の通常の照明との

電気代の差、そういうものを初期投資とどれぐらい

の回収になるのかというようなことも想定しなが

ら、検討が必要なのかなというふうに理解をしてお

ります。 

 一定程度ＬＥＤ化するには、かなり初期投資も大

きいというようなことと合わせて、ただ、ＬＥＤ自

体もかなり数年前から比べますと、機能も大変いい

ものになってきておりますし、工事自体もそんなに

難しくない工事に変わってきておりますので、そん

な意味も込めて初期投資とランニングコストとイニ

シャルコストの比較検討の中で、検討する課題とい

うふうに受けとめております。 

○委員長（村上和子君） ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） そうすれば、あるという考

え方でいいのですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 検討の結果、十分有利

という、極めて有利ということが判断がしっかりつ

けば、そういうものを決断をすることもあるのでは

ないかなというふうに理解をしております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ６０ページの一般管理費

でお伺いいたします。 

 ここの委託料等、いわゆる保守だとか点検にかか

わる部分でありますが、例えば、ここの委託料の中

でメールサーバー保守という形で、前年度から比べ

て５０万円から２００万円ぐらいふえているかとい

うふうに思います。恐らくこの保守の対象になる部

分が、ふえたのかどうなのかということで、どうい

う基準に予算づけになっているのか、この点、お伺

いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） １１番米沢委員

のほうからありましたシステム関係の保守の増加要

因ということです。 

 ここで２００万円程度ということで、大きく数字

が変わっている部分ですが、こちらにつきましては

今年度、今、進めております庁内の情報システム強

靱化ということで、日本全国全自治体が今、通常仕
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事で使うものとインターネットを分けなさいという

ことでやっておりまして、今年度、その事業をした

ところでございますが、それに伴ういろいろなソフ

トウエアのライセンス費用等が２９年度から発生す

るということで、その部分の費用ということで昨年

と比較をすると、大きくふえているという形になっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういった部分で、恐ら

く公認会計システムの使用料等もふえているかとい

うふうに思います。 

 それで、次にお伺いしたいのは、６２ページの財

産管理費の件についてお伺いいたします。 

 町の執行方針では、今年度から電気料関係のいわ

ゆる消費を少なくするという、あるいは北電から第

２電電というのですか、電気というか、変わるとい

うような執行方針明記されていたのかなというふう

に思いますが、今回はこういった部分での光熱費関

係のこういった部分というのは、今年度から採用さ

れて、予算の中にも反映されているのかどうなの

か、そこら辺ちょっとよくわからないので答弁お願

いしたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 執行方針のほうで、町長のほうからも述べさせて

いただきましたが、これまで高圧受電の契約をして

おりました役場を含めて大きな１３施設につきまし

て、この４月から新電力のほうに移行をすることで

契約を済ませているところであります。それらにつ

いて、新しく初めてになりますので、一定程度契約

金額についても新年度の予算の中で、それらについ

て反映した中で計上させていただいておりますが、

初めてですので、一体最終的にどれぐらいになるか

というものは決算を見ながらということになると思

いますけれども、一定程度、当初予算の中でもこれ

までよりは、少しお安い金額で利用できるのではな

いかなということを反映した予算とさせていただい

たところであります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 大枠で大体ちょっと、も

う一度確認しますが、どのぐらい削減の費用という

か、なるのか、１３施設という話だったのですが、

お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えします。 

 先ほど言いました高圧受電で契約しておりました

１３施設で、今、予算上は５００万円程度の縮減が

見込まれるのかなということで、それぞれ各施設ご

とに計上させていただいております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ７７ページ、ふるさと応援

寄附モニター事業についてちょっとお伺いしたいと

思います。 

 今回９０４万円で、新規事業ということで計上さ

れておりますけれども、委託料が主な内容でござい

ます。これ委託して、インターネット上のサイトと

かに載せたりするだけが目的ではないというふうに

思いますし、９０４万円の有効な使われ方というこ

とで、町としてもどのようなかかわりを持っていく

のか、新しい新規に寄附者をふやすための町として

の窓口担当者だとか、そういうのは考えていらっ

しゃらないのか、そこら辺をちょっと伺いたいと思

います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ３番佐川委員のふるさ

と応援寄附モニター事業にかかわっての御質問にお

答えをいたします。 

 町の担当部署につきましては、これまでも上富良

野町のふるさと応援寄附条例に基づくふるさと応援

寄附につきましては、総務課の企画財政班のほうが

主に主体として寄附等のお受けしておりました。こ

のモニター事業につきましては、ふるさと応援寄附

の活用して、地域のいろいろな地場の物をＰＲをし

たり知っていただく、そういう事業に活用しようと

いうことの目的となっておりますので、寄附自体は

財政側のほうで寄附をお受けする仕組みになります

けれども、そういったモニター事業、紹介するよう

な事業につきましては、基本的には産業部門といい

ますか、今度４月からは企画商工観光課を新たに設

置されますので、そちらのほうでモニター事業とし

ては対応していくと、そういう予定でおります。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） やはり今、課長おっしゃっ

たように、横との連携というのがすごく大切になっ

てくると思うのですよね。町を挙げてＰＲをしてい

くということで、この９０４万円の有効性を町とし

て、これからふやすということで全員に理解される

ように、インターネットサイトだけではなくて、い

ろいろな部分においても周知を徹底して、有効に

バックアップをするという町としての対応を願いた

いと思うのですけれども、そこら辺についても
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ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） インターネットを使っ

たそういった事業者のサイトも、ぜひ御活用をさせ

ていただきたいなというふうに思っておりますし、

そういうサイトとは、別に町に直接お声かけをいた

だくような方たちもいると思います。仕組み自体を

ＰＲしていくことは、重要なことというふうに理解

しておりますので、そのような形の中で、多くの方

が地元の上富良野のいろいろな物を知っていただく

機会、ふるさと納税の制度を活用した中で、地域の

そういう食材、地域のいろいろな特産品や地場の物

を知っていただくそういう機会の一助になればなと

いうふうに理解をしているところであります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） お伺いいたします。以

前、こういったふるさと納税については、消極的で

ありました。今回、こういう形でモニター制度とい

う形で出てきたわけですから、否定するものではあ

りませんけれども、以前と今回やっぱりどうしても

住民の要望があり、こういったものは町長自身が本

来の納税のあり方という点では、問題があるという

ことをかねがね、常々言ってきたわけでありますか

ら、しかし、住民の強い要望に押されたという形か

というふうに思いますけれども、そこの点でもう一

度確認いたしますが、どういう形で今回、前回の認

識と今回の認識というのは変わったのか、確認して

おきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えをさせていただきます。 

 町長自身の認識が大きく変わっているというふう

に私どもも理解はしておりませんし、私どもの認識

もそのように理解をしています。昨年、１年前の執

行方針の中でも町長においては、このふるさと納税

の制度につきましては、寄附者の思いに沿ったまち

づくりに活用していくような、制度の本質に沿った

取り組みを継続をしていきたい。 

 ただ、制度の本質を踏まえながら、こういった制

度が地域の振興に結びつくような仕組みとして活用

できるようなことがあるすれば、そういうものにつ

いては多角的に検討をしていきたいということで、

執行方針の中で述べさせていただいております。こ

のような考えの中から、町長においては、私どもの

ほうにそういうものを多角的に検討しなさいという

ことで、御指示をいただきました。 

 役場組織においては、今、課長職の中で検討会議

を設置させていただいて、それぞれ意見交換をした

中で、こういった制度を活用する中で地域の活性化

に結びつけれるような仕組み、どういうものがいい

のかというような中で今回私どものほうでまとめさ

せていただいたのが、このモニター事業という形の

ものをぜひやっていきたいなということで、今回、

２９年度からこういったものをぜひやっていきたい

なというふうに考えているところであります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういう認識で変わって

いないということですから、そういうことだろうと

いうふうに思いますが、やはり取り組みとして、

今、非常に流れは変わってきております。相当国の

ほうでも、贈る物に対しては制限しなさいとかとい

う形になって、恐らく競争の段階にもう入って、生

き残れるかどうかわからないというような、オー

バーな言い方かもしれませんけれども、そういう段

階に入ったかというふうに思います。 

 そうしますと、やはりわかりやすく相手にも商品

内容を紹介するということが当然求められていると

思います。相手の立場に立ったラベンダーふるさと

応援という形のふるさと納税の活用というのが、必

要かというふうに思います。その点に立った場合

に、モニター制度を利用した公募型を決定するとい

う点で、利用者にとって非常に難しいという印象を

与えかねないのかなというふうに思いますが、この

点はどうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 私ども今回、少しその

制度設計をしましたモニター事業につきましては、

せっかくこういう制度を活用して地元の商品を全国

の方に知っていただく機会になるというふうに理解

しておりますし、そういうことで実際に上富良野町

に思いを持って御寄附をいただいた方に、そういっ

たモニター商品を選んでいただいて御提供すること

で、その商品について少し御意見をいただくような

そういうような機会を得られれば、モニター商品に

ついてのアンケート等について強制するものではあ

りませんけれども、御協力をいただく形で御意見を

いただければ、また、それらの新しい商品づくりや

新しい地域の特産品づくりに生かしていければなと

いうふうに考えておりまして、そのようなことから

利用者においては、少し面倒になるのではないかと

いう御指摘でありますけれども、多分、面倒に感じ

られる方であれば、アンケートにお答えいただけな

い方もいるのかもしれませんけれども、上富に思い

を持って御寄附をいただいておられる方であります

ので、できればそういった町に対して、そういう御

意見もいただけるようなそういう機会に、ぜひして
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いきたいなというふうに考えているところでありま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次に、この点でお伺いい

たしますけれども、いわゆる商品委託業者・協力業

者という形で、恐らくこれからそういったものにつ

いての段取りが始まるかというふうに思っておりま

す。この点、いわゆる協力業者等について、相当や

はり商品の品質の問題等々が、当然、出てくるかと

いうふうに思います。万が一、商品がイメージした

物と違うということの場合もあるかというふうに思

いますし、そういった意味では、非常にデリケート

な部分もあるかなというふうに思いますので、そこ

ら辺の協力業者等々に対するあらかじめのいろいろ

な話し合いだとか、商品の育て方だとかいろいろ、

プロですからとやかく言うまでもなく、しっかりや

られる方たちだと思いますが、そこら辺はどのよう

な形で進められようとするのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

１１番米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、協力事業者、商品の提供をいただく事業者

についてですけれども、４月になりましてから正式

に募集の運びになろうかと思います。それは応募さ

れた商品につきまして、産業賑わい協議会のほうで

いろいろと物を見ていただいて、役場だけで物を決

められるようなものではないと思いますので、賑わ

い協議会の中でしっかりと御意見もいただいて決め

ていくと。 

 それからもう１点、サイトの運営会社のほうにも

基本的にはそういった商品のよしあしを、それから

発送方法のよしあし、それらを指導していただくこ

とも視野に入れておりますので、そういったプロの

日本全国のそういったもの、これは贈るのに、この

包装では不適切ですよ、それからこれはちょっと３

日以上かかると、届いた時に商品が悪くなるので、

選択できるエリアを少し狭めましょうとか、期間を

限定しましょう、数量をこういうふうにしたほうか

いいのではないですかと、そういったアドバイスも

いただけるような委託を考えておりますし、何せ私

どもも初めて取り組むことですから、ある程度、経

験を持たれている事業者の方の協力をいただきなが

ら、町の協力事業者のほうにお話をすると。 

 それから、何回も説明会を必要に応じて開催する

つもりでおりますので、そういった形でよりよい物

を上富良野町として全国に発信していけるような、

そういうような商品の選択に努めていきたいという

ように考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 苦情処理の点についてお

伺いいたします。 

 当然、町、あるいはネット委託業者等々になるの

かなというふうに思いますが、そういった場合の苦

情処理について、どこが、どういう形の対応になる

のかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

１１番米沢委員の御質問にお答えしたいと思いま

す。 

 現在、ふるさと納税のサイトの運営会社、大体３

社程度といろいろと話を伺っている状態でございま

す。まず、３社におきましてはさまざまなサービス

の差がございますけれども、一番サービスの充実し

ているところですと、コールセンターを設けており

まして、それから保険もかかって、そういった中で

苦情処理をするということで、私ども考えています

のは、モニター商品を送る際に、ぜひ上富良野町の

何とか商店であれば、何とか商店のパンフを入れて

もらって、上富良野もＰＲしてもらうと、アンケー

トと一緒にですね。そういうふうに考えております

けれども、そういったことで、例えば佐藤商店が

送った物が、４５－００００何々と電話番号が書い

てあって、そちらにもしかしたら直接苦情のお電話

が行くことがあるかもしれません。 

 ただ、原則として、そういったサービスを含めて

委託をしている場合にはコールセンターがあります

ので、そちらのほうで対応するというのが１点。そ

れから、そういった保険や何かの関係もございま

す。商品というのは郵送されますので、その商品が

もともと悪かったのか、運送の過程で悪くなったの

か、さまざまなトラブルございますので、一事業者

が対応するというよりも、そういったサイトを運営

されている大きな会社のほうで、全国的な対応をし

ていただくというようなことを基本に進めていきた

いと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） 関連なのですが、例えば町

民から少し聞こえている声は物ではないのだと、例

えば四季彩イベントに対して私はふるさと納税した

いとか、フットパスだったり、自転車だったりさま

ざま、いろいろ上富で行っているそういったイベン

トを初め行事とかにというソフトの部分にというこ
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とは考えられているのかどうか、教えていただきた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

２番岡本委員の御質問にお答えいたします。 

 条例上は、基本的にラベンダーの里ふるさと応援

基金、それをベースに寄附を募るという形になって

ございますけれども、サイトの中でできるだけそう

いう行事であるとか、観光振興であるとか、福祉、

医療、そういったものも使途の選択はできるような

サイトのところに委託をしたいと考えております

し、できることでしたらばそういった自由なという

か、希望を記載できるような方法ができるのかでき

ないのか、これからどこの業者となるかわかりませ

んけれども、そういった交渉もしていきたいと思い

ます。 

 それから、当然ですが、物ではないと、商品要り

ませんよという選択もどこのサイトもあるわけです

から、そういった形でできるだけ御寄附をいただく

方の御意向が反映されるようなページにしていただ

くよう、今後、決まりましたサイトの運営業者と接

触というか、交渉をして契約内容を定めていきたい

というように考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 関連でお伺いします。 

 先般３月１日に、総務産建の所管委員会がありま

して、この件で課長のほうからいろいろと協力事業

者であるとか、商品委託事業者、配送業者等々の事

業のイメージという概要を説明をいただき、その

間、３月１０日までに各事業者等々へのアンケート

調査の回収が行われていると思います。 

 今の佐藤室長のお話を聞くと、このネット委託事

業者が大まかを担えるようなニュアンスで聞き取れ

たのですが、このイメージ図から考えますと、商品

委託事業者とかというのが割愛されて、もうウエブ

上の会社で全て担えるように聞き取れたのですが、

その辺を確認させてください。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

３社ほどお話を伺っているウエブ上の会社あるとい

うふうにお話ししましたけれども、三社三様ですの

で、もしそのフルセットのところでなれば、そう

いったことも可能かと、商品管理、四角の真ん中の

業者を抜いても可能ですということになるかと思い

ますし、そちらのほうやっていないサイトの運営会

社もございます。 

 ですから、それら含めて最終的には町のほうの商

品管理委託のほうの意向もありましょうし、それか

らどれが有利なのかというものの検討もございま

す。サービスが三社三様ですから、どこまでのサー

ビスを求めるかによりまして、その辺が決まってく

るのかなということで、イメージの中は一番サービ

スの、ウエブサイトのサービスの少ない場合のイ

メージ図になっているということで、基本の形はあ

あいうことなのですけれども、この部分がちょっと

抜けるということも十分考えられるのかなというこ

とで、御承知おきいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 補足説明。総務課長、答

弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ９番荒生委員の御質問

に補足説明させていただきます。 

 今、担当の室長のほうから、大まかな流れという

ようなことも御説明をさせていただきました。当

然、今、いろいろなところでいろいろな形で運営さ

れておりますので、先ほど室長説明しましたよう

に、何から何までフルセットで全てやっていただけ

るようなそういう仕組みもとることもできますし、

先ほど言いましたように、違う事業者であれば、私

どものほうで商品の委託の事業者と、そういう部分

を仕組みの中に入れ込みながらやっていく方法もで

きます。 

 フルセットでやってできるそういう事業者におい

ても、地域の中でそういうような事業者を間に挟め

ることも、それはどのような形でも対応できますよ

ということでありますので、町としましては、基本

的には御寄附をされ、町に寄附をしようというそう

いう思いの方とモニター商品を提供いただけるそう

いう協力事業者の間に、こういった委託事業者をか

ませることで、できれば町内の経済団体の方たち

が、そういうかかわりをしっかり持っていただくこ

とで、地域全体でそういう産業振興を支えていこう

というそういう取り組みになることがベターなのか

なというふうに考えておりますので、基本的には商

品委託事業者を間にかませていくことで、御協力を

町全体でそういう産業振興を図っていこうという、

そういうものにしていきたいなというふうに思って

います。 

 そのようなことで、少し町のほうでも事前の協議

等をさせていただいておりますし、また、それは当

然そちらの事業者側の、そちらのほうの意向も沿っ

た中で対応していかなければならないと思っていま

すので、基本はそのようなことで考えているところ

であります。 

○委員長（村上和子君） ここで、暫時休憩いたし
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ます。 

 再開は、１１時１５分とします。 

────────────────── 

午前１０時５５分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 質疑を続けます。ございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ふるさと応援モニター事業

について関連なのですけれども、非常に町長も積極

的にやられるということで、この事業を高く評価す

るところでございますが、今、同僚委員が何人か聞

いていたのですけれども、ちょっと済みません。先

ほど、総務課長答弁で、私、聞き漏らしたというか

理解ができなくて、ホームページ、それから商品管

理、それらも含めたところというところの町内業者

が例えば担うということも想定をされているのか、

また、ホームページ等々に関しては、昨今コンビニ

エンスストアや各書店などでも、ふるさと納税の返

礼品の活用の仕方という雑誌が出るぐらい加熱して

いるので、そういったプロの業者に任せることを選

定を考えているのかまず１点お聞きしたいのと、も

う１点、財源の中身なのですけれども、歳入のほう

においては寄附において６８０万円程度、歳出のほ

うでもろもろの経費、返礼品を含めると９００万円

ということで、追い金という言い方ちょっとおかし

いですけれども、やってでも町内の経済が活性をし

ていくためのこのモニター返礼品制度ということで

理解しているのですが、このことによって新たな産

業であったりとか、既存の町内業者が活力をつけて

いっていただくことを大きく期待するわけでござい

ますが、この返礼品のレギュレーションというか、

どの程度まである程度想定しているのか。 

 例えば、他町村においては、右から左ではないで

すけれども、そこの特産品というものではなくて、

持ってきた物を返礼する。例えば、上富良野町で言

えば、当然、上富良野町内の物が１００％返されれ

ばいいのでしょうけれども、しかし、その一方でよ

り魅力のある物にしていくとするのであれば、例え

ばですけれども、姉妹友好をしている津の商品を一

部返礼品に使ってみる。本州のある自治体の返礼品

を見ると、北海道の詰め合わせとかというものが

あったりするような現状がありますので、その点、

上富良野のモニター事業についてどの程度のライン

で返礼品の委託というか、レギュレーションについ

て考えているのか、この２点についてお伺いしま

す。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

６番金子委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のウエブ上の委託の話ですけれど

も、これらについてはやはり大手が先ほども話しま

したけれども、３社ほど相談しておりますけれど

も、大きいところ。いわゆる自前の例えば、自治体

のホームページなどで募集しているような実態もご

ざいますけれども、なかなか芳しくない。ある程

度、大きなプロのところに頼んでいるというような

事例もございますので、後発のほうであればいろい

ろ過去の他の自治体のそういった経験値も見ていま

すので、やはりホームページ上のものについては、

大きなところで経験値のあるところを選択していき

たいというように考えてございます。 

 それから、商品の管理については、まだちょっと

未定の部分ありますけれども、先ほど総務課長が答

弁したように、基本としては町内の活性化のことが

主眼としてありますので、そういったところも相手

の意向もございますけれども、原則としてはそこの

方向から始めていきたいということです。 

 それから、モニター商品の基準ですけれども、

今、意向調査を３月１０日までしております。ま

だ、案の段階ですけれども、基本的に金子委員おっ

しゃるように、姉妹都市とかで外国のものを売って

いるような、売っているというか、お返ししている

ような実態もございますけれども、うちの町として

は原則として原料が町内の物、または加工がちゃん

と町内でされている物、それからサービスが町内で

受けれる物、そういったような基準を原則として

やっていきたいと思っておりますので、今のところ

はそういった大変関連があって、津市なんかも姉妹

都市では大変友好な関係持っていますけれども、現

在のところは町内の何かがかかわっているというこ

とが原則にしていきたいというように考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ということは、今後、後発

的に例えば上富良野町内で起業化したいとか、商品

化されたりするというものに関しても、今、言う企

画にはまっているものが優先されるということです

よね。ちょっと確認したいのですけれども、上富良

野においてはなかなか加工業であったりするところ

がなくて、どうしても上富に本社がある、もしくは

上富で商売をされている人が、やむを得ず町外の例

えば東京でもいいですし札幌でもいいのですけれど

も、そういったところで加工を委託をしなければな
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らない。そういったものがもう一度、上富良野町内

業者から送られるという仕組みが望ましいと思うの

ですよね。なかなか今、室長が答弁されたやつから

言うと、非常に幅が狭くなってくることにはなるの

ですが、当初は、スタートとしては余り大きな規模

の返礼の数多くのものというのは、想定していない

ということでよろしいでしょうか。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

基本的には、先ほど申し上げたとおりでやっぱり町

内にきちんとかかわったもの、サービス、そういっ

たものに限定してスタートしたいというふうに考え

ておりますので、極端な話をすれば、ジンギスカン

なんか北海道いい例なのですけれども、原材料とい

うのは基本的にはニュージーランド、オーストラリ

アというところから輸入されたものがほとんどでご

ざいますけれども、もともと北海道の伝統的な食で

あり、地域のお肉屋さんがしっかりと加工し、味つ

けをしているということでモニター商品、お礼の品

になっているという事例もございますので、あくま

でも町内の方が加工、または町内で生産されている

というようなことをベースに考えながら、まだまだ

この制度これから始めるものですから、町内の皆さ

んの事業者の方のどのような意見が上がってくる

か、まだいろいろと御意見はふえてくるかと思いま

すので、そういったことをお聞きしながら、よりよ

いものをしていきたいと。 

 今のところモニターを行っておりますけれども、

３０なり４０品目ぐらいはいろいろとお問い合わせ

ございますし、そういった面でページ開いてみた

ら、二つしかなかったみたいなことにはならないの

かなというような、今の調査の状況であることも

ちょっと申し添えておきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ６８ページの企画費の定

住・移住について伺いいたします。 

 ２７年度においても移住実績という形で３件、４

名という形になっております。今年度の予算の中に

は、定住・移住の連絡協議会、開催されるかという

ふうに思いますが、今年度では大体何回ぐらい開催

される予定なのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えをいたします。 

 定住・移住の促進協議会につきましては、基本的

には、総会１回の開催を予定しているところであり

ます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いろいろと意見も出るよ

うでありますが、しかし、何といってもその協議会

で話し合われたことが生かされる部分と生かされな

い部分あるのかなというふうに思いますが、やはり

定住された方については、非常に上富良野町に住ん

でいいところ悪いところも、ある程度知っていらっ

しゃるのかなというふうにも思いますので、そうい

う声を一定部分くみ上げるという作業が必要かなと

いうふうに思いますが、この間、そういった意見を

通じて、こういったところを今年度に生かしたい、

また、生かさなければならないというようなそう

いったものというのはありますか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 委員の今の御質問、私のほうで違う理解であれば

申しわけないのですが、定住・移住促進協議会の委

員の意見ということではなくて、例えばお試し暮ら

し住宅とか、例えば上富良野町に移住をされてきた

そういう方たちからの御意見などということでよろ

しいでしょうか。 

 これまでも町のほうには一定程度の方が実績とし

て移住をされてきた、私たちの相談を通じた、町の

ほうの相談を通じて移住実績と受けとめておられる

方もいらっしゃいますし、２年前からお試し暮らし

住宅の御利用をいただいているところであります。

お試し暮らし住宅、出るときにはそれぞれアンケー

トにも御協力をいただいた中でいろいろと御意見い

ただいておりますが、やっぱり一番大きな御意見と

して、移住につながる一番大きな課題というふうに

受けとめなければならないのかなというふうに私ど

もが理解しているのは、雇用の場がどういうふうな

形でこの地域の中で確保できるのかということが、

一番大きな課題なのかなと。非常に移住先として注

目を集めていただいている地域でもありますけれど

も、いかんせんそこでの経済的な自立のベースがな

ければ、なかなか難しい部分がありますので、その

ようなお試し暮らし住宅や何かの意見の中でも、将

来的にこういうところでぜひ住んでみたいなという

ような御意見寄せられておりますが、例えばリタイ

ヤした後ぐらいにでも来たときに、どういう形で経

済的な自立ができるのかなというような御意見も結

構いただきますので、雇用の場ということは、少し

大きな移住を決断する上での課題になるのかなとい

うことで理解をしているところであります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 
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○１１番（米沢義英君） 非常に働く場所がなけれ

ば、大変だというふうに思いますが、あわせて他の

自治体ではこういう方がやはり家を新築するという

場合に、一定補助を出しているという自治体等が見

受けられます。これは、実施する自治体によって

は、町も言っているように、公平感があるかどうか

というような話もあるのですが、しかし、一定部

分、町に定着してもらうということになれば、そう

いった部分に対する何らかの対策というのも、必要

最小限のものというのは必要かなというふうに思い

ますけれども、こういった部分の考え方はどうで

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えします。 

 基本的に、町の定住・移住促進計画においては、

定住を促進していくということをベースに考え、そ

のことによって移住者も増加するという、そういう

流れをしっかりとつくっていきたいというのが考え

方であります。そのようなことから、ずっと住み続

けたい町、そういうものを目指していきましょうと

いうことで、町全体の施策の充実と町民サービスの

向上を図っていくことをベースにしていくことが、

しっかりと定住につながる、そのことは移住者の増

加につながるということを基本的な考え方にしてお

りますので、基本的に例えば移住者が移住に当たっ

て住宅を建てるときに補助金を出したりだとか、土

地を提供したりと、そういったような施策を実施を

している自治体があることも、当然、私たちも知っ

ておりますけれども、基本的にそういう個人の資産

形成に直接つながるようなそういう施策というもの

は、いかがなものかなというのは基本的には町の考

え方でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 例えば、移住した場合で

すね、移ります、家移りします。そうしますと、民

間の住宅等に住まわれる方というのもいらっしゃる

ということもあり、そういった部分に対する例えば

３年間は補助しますだとか、そういったされている

自治体もあるというふうに聞きます。必要最小限の

部分で、そういった部分等はどうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えします。 

 基本的には、先ほどお答えしたとおりの考え方で

ありますので、家賃の補助等についても今の町の考

え方の中では、基本的な計画の中の考え方の中で

は、そのようなものは盛り込んでいないところであ

ります。 

○委員長（村上和子君） ほかにありませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ７７ページのジオパーク周

知用看板１０７万円ですね。今、この予算は何基を

どこに、どのようなものを設置するか、わかってい

る範囲でお聞かせ願います。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

９番荒生委員の御質問にお答えいたします。 

 現在、この１００万円程度の予算ついております

けれども、１カ所目は日の出公園展望台を考えてご

ざいます。日の出公園展望台につきましては、ジオ

パークといいますか、上富良野町の地形的な成り立

ちを全て一望できるということで、学識顧問の先生

から大変な評価をいただいているところでございま

して、北海道の成り立ちが全て見える十勝岳とそれ

から火砕流、それから噴火の歴史が全て見えるとこ

ろだということでございますので、今、話ししたよ

うな火砕流の話、北海道の成り立ち、波状丘陵、十

勝岳連邦、そういったものを解説する看板を２枚。 

 それからもう１点につきましては、私どもの町の

最大のテーマでございます泥流、泥流からの復興と

いうものがございますので、開拓歴史広場に泥流を

中心、それから復興を中心としたストーリーを解説

するそういった看板を１基というようなことで考え

てございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 設置予定は、いつごろ最短

でできるでしょうか。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

９番荒生委員の御質問にお答えいたします。 

 ２９年度が正念場となっておりまして、４月に申

請、５月にプレゼン、それから７月から８月にかけ

て、現地審査ということになってございます。今、

私どもが考えている看板の設置の方法についてでご

ざいますけれども、基本的にはまだ構想の段階でご

ざいますので、成果品つくってしまうと、後で構想

という文言を削除しなければならなくなるというこ

とが課題として残っております。 

 そういったことから、現地審査の際には、下書き

としてペーパーのようなものをつくっておいて、そ

の審査の先生に、こういった看板を立ててジオパー

クをＰＲしたいのだというものを見てもらって、そ

ういったときに先生方も審査と言いつつ、ちゃんと

した火山だとかいう学識の教授がいらっしゃいます
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ので、間違っているところを指摘などしていただい

て、そして承認をいただいた暁には設置したいとい

うようなスケジュールで組み立てているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） お伺いしたいのは、補足

説明資料では町独自の事業ということで、出前講

座、講演、研修会等の開催という形にもろもろなっ

ておりますけれども、この順番でいくと、出前講

座、講演というのは大体どういう日程で実施される

のか、まずお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

１１番米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 １点目に、出前講座についてですけれども、こち

らにつきましては相手からの御要望に応じまして、

随時開催しているものでございます。２８年度にお

いては、２０何回ほど御要望いただいてやっており

ますけれども、町内の各団体、それからＰＴＡです

とか学校ですとか、そういったものも想定して、そ

れぞれ御要望に応じて、小さい会議で開催していき

たいと思っております。 

 それから、講演、研修会の開催につきましては、

１０万円程度、講師の謝金ですか、準備してござい

ます。一番考えなければならないところでは、認定

後、記念講演会というようなものは当然、それが上

富良野町内になるのか、美瑛町内でやるのか、両方

でやるのか、それはまだ未定でございますけれど

も、そういったものはまず１点、講演会なり研修会

というものは必ずなるのかなというように考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういったのも含めて、

あとお伺いしたいのは、十勝岳山麓ジオパークの推

進協議会の負担金というのが若干今回伸びているの

かなというふうに思いますが、その要因というのは

どういう状況なのか。恐らく美瑛との案分という形

になっているというふうに思いますが、まずここを

お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

１１番米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 本年度、伸びた要因といたしましては、まず１点

目に認定申請をしました後、５月にプレゼン、発表

会ですね、発表会がございまして、この十勝岳ジオ

パークのいいところを皆さんに、先生方の前で発表

するわけですけれども、事務局員が行ってとか、う

ちの専門員が行ってぺらぺらしゃべるわけではなく

て、地域の方、これからガイドになろうとされてい

る方、それからそういった事業やジオサイトなどに

かかわっている方、そういう方を千葉の幕張まで一

緒に行っていただいて、そこで魅力をアピールして

くるというようなことを思ってございまして、そう

いったことに関する出張経費等も推進協議会のほう

で負担いたします。 

 それから、そういったことで結果発表があれば、

全国大会のこれまでにない人数で行かなければなら

ないと、こういったことが２点がふえた要因。 

 それからもう１点は、現地審査にかかりまして、

今、先生の旅費ですとか、それから各ジオサイトの

整備、それから案内、当日の交通費、食費、それら

のもろもろかかってまいります。そういった部分

で、経費がふえているということです。 

 それからもう１点は、専門部会の活動について、

今までお話だけだったものが、２９年度以降は実質

的な活動がどんどん始まってまいります。そういう

ところから、ポスター、パンフレットの作成費用、

それからノベルティ商品としてジオパークの今、皆

さん缶バッチつけていただいていますけれども、こ

ういったものの開発、そういったものに関してふえ

ているということで、申請書の作成に関する経費は

減ったのですけれども、そういった認定申請に係る

部分、それから新たに活動始まる部分、そういった

ものを含めてちょっと増額になっているということ

で、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） やはり町民の高揚、意識

というのが非常に大事だというふうに各地の話で聞

いております。 

 また、地元の人が今、担当の室長がおっしゃった

ように、やはり地元の人がいろいろと宣伝できるよ

うな体制がなければ、どうも生きてこないというふ

うに思います。ただ、ジオパークの推進だけではな

くて、地域の方が宣伝して売り込むということが大

事だというふうに思いますが、こういった点で昨年

度からいろいろ研修、あるいは講座などを開催され

ていましたが、そういった点での育成という点で

は、現状はどのように今年度なっているのか、あわ

せてお伺いをしておきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 
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○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

１１番米沢委員の御質問にお答えさせていただきま

す。 

 先ほども少し話ししましたけれども、出前講座で

すとか、ジオフェス、講演会、２月もさせていただ

きました。そういったところで、大変手応えを感じ

ているというようなことでございます。地域の方、

特に協議会のメンバーに限らずともいろいろお声か

けをいただいて、いろいろなところに呼んでいただ

いているというようなことで、相当な知名度は上

がっているかなとは思いますけれども、それで終わ

るということではなくて、委員おっしゃるとおり、

これからもどんどんＰＲなり、協力者をふやしてい

きたいと考えております。 

 そこで２９年度につきましては、今の観光ツーリ

ズム部会のほうで検討されていますガイドの養成制

度というものが、去年はプレ養成講座を行いました

けれども、始まります。 

 これについてはどういうことかというと、最終的

にはお金をもらってガイドできる人まで育てようと

いうことですけれども、一朝一夕にはガイドは育ち

ませんので、まずはサポーターから始めてもらう

と。そういったことで講座を開始して、それの講座

をある程度クリアしたら、サポーターの認定を受け

ると。サポーターの認定を受けたら、次、またワン

ステップ上の今度はガイドをやるための講座を受講

して、最終的には２年ほどかけて本格的なガイドに

なるようなプログラムを今、次の総会で提案する予

定でございます。 

 そういったことから、今年度については現地審査

等の日程もありますので、４月すぐからということ

は難しい日程ですけれども、今年度中には新たなサ

ポーターをふやしていく取り組み、そういったこと

でどんどん応援していただける人を、ふやしていき

たいというような取り組みを進めていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） ジオパークの関連なのです

が、今、非常に感触がいいということで承りまし

た。ただ、今、我々ちょっと心配するのは、これか

ら認定がされようがされまいが、やっぱり今後もこ

の事業というのは、多分、継続されるのだろうな

と。また、認定されてもそうでしようし、されな

かったら次の段階へとなると思うので、できれば実

施計画や何かの中に総体的な位置づけを予算や何か

もある程度確保した中で、計画的に進めていくとい

うことが必要なのかなと。先ほど、言っている看板

だとか、それから拠点づくりだとか、ガイド養成だ

とかいろいろなお金かかってきますので、できれば

実施計画に位置づける考えはないのかなと思って、

ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １番中澤委員の御質問

にお答えをいたします。 

 ジオパークの推進事業の部分につきましては、い

ろいろなソフトメニューが中心になってくると思い

ますので、実施計画の中にというようなこととは少

しちょっと異質なのかなという部分もございますけ

れども、例えばジオパークを進めていく上での中

で、例えば拠点施設等については、これはどのよう

な形で、ジオパークの拠点施設という言い方がいい

のか、例えば今当面は、町のほうでは郷土館の中に

ジオパークを知っていただくような、そういうコー

ナーを少し準備をしていきたいというふうに思って

おりますけれども、また、そのほかにも町長の思い

の中でもいろいろな多機能な複合的な施設を、将来

的には整備をしていきたいという構想も持ち合わせ

ておりますので、そういう施設の中にもジオパーク

をＰＲできるようなそういう機能を持たせるよう

な、そういうことも検討材料の中に入って来なけれ

ばならないのかなというふうに感じているところで

あります。 

 そのようなことから、直接ジオパークの何か展示

施設というものを個別でということになれば、そう

いうものは当然、実施計画の中で位置づけが必要に

なってくるのかなということで考えておりますけれ

ども、例えばそれはひょっとすると郷土館の改修と

かそういう範疇のものであれば、中身は、事業名と

しては郷土館の改修事業というようなことで、その

事業の中身としてジオパークの例えば展示ルームの

改修とか整備とか、そういうことはあり得るのかな

というふうに理解をしています。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ７６ページの地方振興費

で、委託料で、上富良野の１２０周年の記念事業、

会場設営費という形で６４８万円計上されておりま

すが、これは四季彩まつり等々にかかわる経費なの

か、また別に、それとかかわった別な事業にかかわ

る記念行事にかかわった会場設営費なのか、この点

ちょっと確認いたします。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） １１番米沢委員

からありました１２０年記念事業関係の委託費の会

場設営の予算という部分の御質問ですが、これにつ
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きましては予算資料こういうふうに書いております

が、内容としましては先日報道発表されました「の

ど自慢」の会場設営費という形になっております。 

 こちらにつきましては、一応、場所を決めて申請

というか、応募をするという形がありまして、現時

点では、今、社教センターのアリーナを使うという

形になっております。 

 ただ、放送するための規格というのが決まってお

りますので、今時点では既存のステージを使わず、

あそこにステージを含めて全部仮設で放送できる設

備を、こちらが用意しなければならないという形に

なっておりますので、それに関する費用ということ

で、こちらのほうへ会場設営費という形で予算を計

上させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この内訳は人件費も含め

た内容なのか、ちょっと内訳等についてどういう内

容になっているのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） １１番米沢委員

からありました内訳という部分でありますが、この

中にはいわゆる直接的な人件費という部分にはあり

ません。会場を設営するための費用ということで、

なかなか地元の業者さんにはそういう経験ある業者

ございませんので、旭川のほうにそういう放送関係

のイベント等に実績のあるところに御相談をして、

こういう会場設営したいのですけれどもということ

で、見積もりをいただいた金額という形になってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 同じく７７ページ、上富良

野１２０年の映像記録であります。 

 町長は、いつでもおっしゃりますように、やはり

歴史の保存というのは、歴史を継承してまちづくり

していくという観点からすると、すごくこの１２０

年を映像で記録していくということは大切だと考え

ています。ここらについては、非常に賛成なのです

が、ただ、私が若干心配するのは、公文書の保管と

か次世代に残すための記録、写真とかそういうよう

なものが、今、十分に保存整然とされているのかな

と、ちょっと心配していますので、そこら辺はどう

なのか確認をさせてください。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １番中澤委員の御質問

にお答えします。 

 この記録の映像につきましては、昨年度の補正予

算含めて１２月３１日といいますか、１月１日から

１年通じて１２０年のこの年をいろいろと記録に残

していこうということで、事業を進めさせてもらい

たいということであります。 

 また、役場のいろいろな文書等の保存につきまし

ては、文書保存の規定がございますので、その規定

に基づいて、それぞれ保存年限等に応じた対応を取

り進めているところでございます。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 私は思うのは、多分、上富

良野町史つくりました。１００年のときもつくりま

した。多分、１５０年ぐらいにはまたつくらなけれ

ばならないと思うのですが、結構その保存体制が

しっかりしてなければ、なかなかつくれない時代に

くるのかなと。そういうことで、これはこうせああ

せということではないのですが、そこら辺を内部で

十分協議して残していくような努力をしてほしいな

ということで、要望であります。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １番中澤委員の御質問

にお答えします。 

 ちょうど２０年ちょっと前ぐらいには、１００年

史をつくっていた時代だったと思います。多分、そ

の当時もなかなかこういうものが、こういうような

資料というものを探しあったりするのにも結構時間

がかかっていたというようなことも、当時の中の反

省もございます。 

 そのようなことで、基本的には町のデータとして

保存しておくものについては、先ほど言いましたよ

うに、文書の保存規定に基づいてと保存年限に沿っ

た中で永年保存するもの、それから一定の年限で廃

棄していくもの等がございますけれども、それにつ

きましては、そのルールに基づいた形で保存等を

しっかりとしていきたいなというふうに思っていま

す。 

 あわせて、ここ２０年の中では、多くの文書と同

様に電子データで多くのものが保管されております

ので、ある程度、冊子、紙となって残るものにつき

ましては、保存年限で廃棄していくもの等がかなり

多くあると思いますけれども、電子データで残せる

ようなものもありますので、そういうような工夫を

しながら１５０年のときに、また町史等をつくるよ

うなことになれば対応できるように、今から準備を

進めていくことが大切なのかなというふうに感じて

います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ７１ページの６次の総合
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計画策定事業でお伺いいたします。 

 この事業計画を見ますと、１１月から翌年の３月

までという形の計画になっております。まちづくり

計画ですから、総合計画ですから、非常に住民のパ

ブリックコメントも含めて意見を聞いて、アンケー

トも含めて大事だというふうに思いますが、この住

民の意見を聞くということは、出前講座、あるいは

地域に出向いて積極的に行政がかかわって、何日に

この地域でお話ししますよというふうになるのかど

うなのか、その点、わかればお伺いしておきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 総合計画の策定に当

たっては、地域の住民の皆さんの意見をしっかりと

反映させていくような仕組みを整えていくことは、

重要なことだなというふうに考えております。 

 そのようなことから、委員の発言にもありました

ように、町民アンケートも実施をしてまいりたいと

いうふうに思っておりますし、パブリックコメント

等もその時々に応じて基本構想の段階、基本計画の

段階で、それぞれ御意見をいただくようなパブリッ

クコメントも組み込んで、整理をしていきたいとい

うふうに思っています。 

 特に、今の先般お示ししたスケジュールの中には

ありませんけれども、例えば、町長と語ろうですと

か、いろいろな当町の事業がありますので、そうい

う中で総合計画の例えば基本構想等の段階等のとき

に、議会の皆様に御議決いただく前あたりに、例え

ばそういうものが必要であれば、そういうことも入

れていくことも検討材料になってくると思います

し、出前講座については、それぞれいろいろな小さ

なグループを通じて、今、総合計画の考え方聞かせ

てほしいというような御要望があれば、出前講座に

は私ども常に出向いて行きますので、出前講座につ

いては要望に応じて対応していきたいなというふう

に考えているところであります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、その実情

に応じてということで、地域懇談会についても要望

があれば、地域に出向いて行くという判断でしょう

か。出前講座等については、当然、相手が承知する

という形でなるというふうに思いますが、この地域

懇談会というのはどういう内容になりますか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 私、ちょっと先ほど間

違った答弁していたと思います。 

 スケジュールの中に、既にまちづくりトークや何

かについては予定をして、構想が一定程度の段階の

時にしていきたいというようなことでありますの

で、構想の作成段階のときには、地域の住民会、そ

れからまちづくりトークなどもぜひ開催をしていき

たいなというふうに思っています。 

 ただ、出前講座につきましては、これはいろいろ

なグループで、地縁に基づくグループもあれば、目

的に応じたグループ等もございますので、いろいろ

な小さなグループ、たしか出前講座５人以上のグ

ループで対応できるようになっていたと思いますの

で、いろいろなグループから聞かせてほしいという

ような御要望があれば、それは対応していきたいと

いうふうに考えているところであります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この業務委託費という形

で、同節の中で５４０万円計上されておりますが、

これは単純に人件費等、内訳等はどういうふうに

なっておりますか。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進・地域活

性化室長、答弁。 

○ジオパーク推進・地域活性化室長（佐藤雅喜君） 

１１番米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 委員御指摘のとおり、大半がアイデア料といいま

すか、人件費、研究員のものになっております。そ

ういったものの研究員手当は３１３万６,０００

円、それから調査研究費で１００万円、それが主な

ものになってございます。 

 そのほかに、アンケートの項目作成費、印刷費と

いう部分が入っておりますけれども、委託の中に郵

送料につきましては、返ってくる郵送料が、全部が

返ってくるわけではございませんので、委託費では

なくて別枠になっているということでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ６５ページ、財産管理費、

一般管理費の一番下に旧江幌小学校施設保守という

ことで、本年度予算を計上されていますが、昨年度

予算までに計上されていた旧東中中学校が、今年度

から消えているのですが、その消えている要因をお

聞かせください。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ９番荒生委員か

らありました東中中学校の費用のなくなった部分と

いうことでございますが、東中中学校につきまして

は、昨年度中にいろいろな施設含めて完全休止をす

るということで、重油タンクですとか浄化槽ですと

か、一定程度長期的な休止をするということで措置

をさせていただきましたので、現時点でかかる費用

としては建物、保険料のみ２９年度予算、東中中学

校分については計上させていただいております。 

 以上です。 
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○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 一般財産という形、普通

財産という形になりまして、例えばよく研修宿泊施

設、あるいは農業者が足りないという状況の中で、

そういった施設を上富良野にもあったらいいのでは

ないかというような声がよく聞かれます。それで、

そういったことも含めてやっぱり活用の仕方という

点で、もう少し突っ込んで考える必要があるのでは

ないかなというふうに思います。 

 この間の答弁聞いていましたら、投資にかかわる

費用がかかるので、なかなか難しいという話の一点

張りでありますけれども、町のいわゆる人・まちづ

くり、あるいは総合戦略に基づけば、上富良野町の

人口をふやす、あるいは地域の事業を活性化すると

いうことの項目がずっとのっております。そういう

位置づけの中で、こういう施設も活用していくとい

うのも一つのやり方、方法かというふうに思います

が、こういった点での考え方というのは従前どおり

変わらないのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 東中中学校、それから

江幌小学校につきましても閉校後、今、施設が管理

をしている、新しいその後の利活用についてはまだ

決まっていない状況にあります。 

 基本的に、今、インターネットの募集等も通じ

て、文科省のホームページなども通じて、利活用い

ただけるような提案を募集している最中でありま

す。一定程度、東中中学校の施設につきましては、

町の基本的な考え方に沿った中で、募集等も行いな

がら、１回、利活用の方策について、地域の皆さん

と御議論させていただいたことございますが、こち

らにつきましてはなかなかかなわなかったという実

態もありまして、今現在においては、引き続き多く

の提案をいただいていきたいなというふうに考えて

おります。 

 私どものほうにも、なかなかしっかりとした知恵

がないのも現状なのかもしれませんけれども、どの

ような利活用が今後一番望ましいのか、そういうこ

とについては引き続き知恵を絞ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（村上和子君） ここで、昼食休憩といた

します。 

 再開は、１３時からといたします。 

────────────────── 

午後 ０時０１分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 御質問ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 毎年の質問で申しわけあ

りませんけれども、７８、９ページにわたって職員

研修の問題でお伺いいたします。 

 職員研修という形で、自衛隊のほうに研修、行か

れているかというふうに思います。ことしも引き続

き行く予定なのかなというふうに思いますが、お伺

いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 今年度も予定をしているところでございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 研修にふさわしいのかど

うなのかということで、昨年もずっと質問しており

ますが、町のほうでは研修にふさわしい、職員研修

の資質に向上するふさわしい内容だということの答

弁であります。しかし、中身を見てみますと、背の

うを背負って行軍したり、いろいろ試乗をしたりだ

とかという形の中で、あくまでも精神的な部分だけ

の問題かなというふうに思います。 

 今、自治体がしなければならない研修というの

は、住民との接点に立つ場所でありますから、住民

の立場に立った研修が、いかになされるかどうかと

いうことだというふうに思います。精神訓話だけで

は、物事は解決しない部分があります。 

 私は、こういった点で改めて確認いたしますけれ

ども、今回のこういう研修のあり方というのは、見

直さなければならないと思いますし、研修そのもの

が背のうを背負って行軍するなどの研修にふさわし

い内容になってないというふうに思いますけれど

も、確認いたします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えをいたします。 

 町においては、平成２６年度から特に若い職員を

対象に、自衛隊での体験研修を続けてきておるとこ

ろであります。研修の目的につきましては、昨年も

お答えさせていただきましたように、規律の正しい

生活であったり、チームワークの大切さを研修する

とともに、自衛隊と共存共栄というようなことは、

まちづくりの柱の一つにもしてございますので、本

町の職員として自衛隊についての理解を深めていた

だく、そういう機会にもこの研修が役立つものとい

うふうに理解をして、引き続き継続をしてまいりた

いという考え方でございます。 

 昨年度も７名の職員が研修に行っておりますけれ
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ども、研修の後、それぞれレポート等も提出をいた

だているところであります。基本的にはそのレポー

トの中でも、ふだんの仕事ではなかなか知らなかっ

た、確認できなかったようなことを知ることができ

たというようなことであったり、先ほど委員のほう

から御発言にもありましたけれども、研修科目の中

には徒歩行進なども含まれております。結構厳しい

研修項目も、体力的にも厳しいようなものも中には

含まれておりますけれども、そんなような体験の中

であきらめない大切さであったり、達成感のすばら

しさや何かを体験することができたというような職

員からの評価もありますので、引き続き若い職員を

中心に、このような研修は続けていきたいなという

ふうに考えているところであります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 対面的な研修等というの

は、いわゆる規律を重んじる研修というのは、一般

の民間の事業所へ行っても十分可能であります。確

かに、町は自衛隊がいて、そことのかかわりはあり

ますけれども、別にそこへ行かなくとも自衛隊のか

かわりというのは、自然のうちにわかる内容であり

ますから、改めてそこへ行って研修するというよう

な内容のものでは、私はないというふうに考えてお

ります。 

 そういう意味では、自衛隊の二面性というのがあ

ります。一つは、危険な方向に行くという、いわゆ

る今問題になっている南スーダン等における危険な

仕事に従事せざるを得ないという状況にもなりま

す。一方では、災害時における国民や住民の安全を

守るという立場からの二面性を持っておりますが、

今回の研修の側面というのは、非常にそういった面

では、あるいは従来の研修を超えたものであり、行

軍や背のうを背負っての歩く武術なんていうのも非

常に危険な内容であります。 

 そういうことを考えたときに、きっちりとした民

間での住民との接し方はどうあるべきかというとこ

ろをきっちりと教えて、やはりそれが住民サービス

に結びつくような方向でやはり研修というのは見直

すべきだというふうにも思いますので、確認いたし

ます。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の職員研

修のあり方についての御質問に、私のほうからもお

答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、自衛隊の存在意義について、ここで論じる

つもりはございません。先ほど、総務課長からもあ

りましたように、職員の資質向上は、これは不断の

課題でございますから、それらをどういう場所で研

修をさせることが資質向上につながるのだろうとい

う、そういう中での研修だということも御理解をい

ただきたいというふうに思います。 

 また、この１万一千数百人の人口の中で、上富良

野において自衛官の数等々考えれば、最近、採用職

員も地元からということも余りないこともあります

から、そういう大きな企業の一つでもございますか

ら、そういう町の、上富良野の特色的なとこを研修

させることが、非常に有意義だというふうに考えて

おりますので、ぜひ御理解をいただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 同じ７９ページの福利厚生

費、一般管理費の中で今、厳しい研修も必要でもあ

るというお答えも研修の中では出ておりますけれど

も、私は、今、働き方改革が国レベルのほうでもう

たわれております。それで労働環境の充実も求めら

れておりまして、ストレスチェックというのも、こ

としから入っていると思います。 

 福利厚生は本当に重要で、職員の喚起にもつなが

ると思いますし、そこら辺等考えましても去年とま

た少し加算されているというふうに思うのですけれ

ども、旅費のほうで少しふえていると思うのです

が、これについて少し伺いたいと思います。特別旅

費、研修費ではなくて。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） ３番佐川委員の御

質問にお答えいたします。 

 職員の研修旅費につきましては、平成２９年度に

おきましては、自治大学に１名予定しておりますの

で、その分で旅費のほうも昨年度よりふえていると

ころであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 今、お答えの自治大学、１

名ということなのですけれども、これは２９年度の

何月から何月までとかと、そういうのはあるので

しょうか、その辺ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） ３番佐川委員の自

治大学の期間の件についてお答えいたします。 

 平成２９年度におきましては、５月１７日から７

月２８日までの７３日間を予定しているところであ

ります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ぜひこういうものを次年度
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も継続して、たくさんの方に参加していただいて、

職務の内容を向上させるということに少し予算を、

今後も引き続きお願いしたいなというふうに思いま

す。それについて、ちょっとお答えをいただきたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ３番佐川委員の御質問

にお答えします。 

 研修につきましては、職員の資質向上、ひいては

組織力の向上に大変重要なことというふうに理解を

しておりますので、引き続き努力をしてまいりたい

というふうに思っています。 

 また、自治大学校につきましては、基本的には隔

年といいますか、２年に１人ずつは何とか自治大学

校でということで、職員から募集等も行いながら実

施をしています。そのようなことで、ぜひ勉強した

い、してきたいという職員がたくさんいれば、毎年

実施することもそれはやぶさかではないのかなとい

うふうに理解をしているところであります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 先ほどの委員の関連質問を

します。 

 こういう質問されると、私も言わざるを得ないだ

ろうということで、自衛隊に対する研修は大いに

やってほしいなということで答弁を求めたいと思い

ます。 

 まず、自衛隊の存在は、もちろん国を守るという

のが主たる任務でございます。それに基づいて自衛

官というのは、使命を持っています。研修すること

にまず一番いいのは、私は、使命を学んでくること

だけでも効果があるのかなというふうに思います

し、団体行動、団体生活をしていますので、最近の

若い人たちは余りそういう団体生活になれていない

ということも聞きますので、またはそれらをとって

も効果があるのかなと。 

 また、団結・規律・士気、特に礼儀・節度こう

いったものはしっかり基本教練だとかを通じて教育

もできますし、また、先ほど行軍の話も出ていまし

たけれども、体力の養成まではもちろんありますけ

れども、その行った人に対する私の体力は学生時代

に比べて、これだけ落ちているのだなという自覚を

促すことはできると思う。 

 そういったところで、もう一つ言いますと、何十

年か前ですか、あれは１０年ほど前、学校崩壊・学

級崩壊ということが大いに騒がれた時代がありまし

た。その中においても自衛隊の教育というのは、す

ばらしく成功しておるわけです。自衛隊の教育が失

敗しているということは、どなたも言っておりませ

ん。これはなぜかというと、先ほどちょっと言いま

したけれども、団体行動としての目標を持たせるか

ら、いじめだとかそういったものをやっている暇が

ないわけ、団体としての目標を達成するためにでき

ないものも、みんな引き上げてやっていくわけで

す。そういったすばらしい教育をやっているのが自

衛隊であり、世の中が学級崩壊・学校崩壊をしてい

る間も私はすばらしい教育をやってきたのではない

かなというふうに思っていますので、引き続き自衛

隊研修を大いにやってほしいと思うのですが、いか

がでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ５番今村委員の御質問

にお答えいたします。 

 先ほどにも御答弁させていただきましたように、

町のほうで研修のこの目的としているのは、規則正

しい生活であったり、チームワークを身につけた

り、それからもう１点が自衛隊と共存共栄をする町

として、本町の職員として自衛隊についての理解を

深めるというようなことは、研修の目的として行っ

ておりますので、引き続き研修を継続していきたい

なというふうに考えているところでございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それに関連してなのです

けれども、今、言われるように我が町の職員に求め

られている資質というのは何なのだろうというのを

問いたいと思います。 

 残念ながら、決してその資質が向上しているかど

うかというのは問われるのではないかと思います。

というのは、町に電話をかけてきて、「私、こうい

うところに住んでみたいのだけれども」という話が

来たときに、どういう結果を招いているかというの

を私は何回も聞くのですね、残念ながら。 

 今、知り合いになった人なんかでも、１０年前か

らここら辺に住みたいということで、対応してもら

いたいということで電話を入れても、それを十分に

理解してもらえるどころか、「うちにはありませ

ん」というような答えが返ってくるようなことで

は、先ほどから言っているような定住とか移住とか

にも結びつくとは思われないし、そこで対応する人

の資質として本当にやるのだったら、今、言われる

ように自衛隊の訓練によってというか、その一定の

研修によってそれらが磨かれているとするなら、そ

ういう対応はしないのではないかというふうにも思

うのです。 

 本当にそれだけでいいのか、窓口へ来て、本当に

それで満足して帰られるようなことになっているか

どうか。入っていって挨拶もされない、職員だなと
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思って声かけようとしてもとまってももらえない、

忙しいからと言えばそれかもしれないけれども、少

なくとも町の窓口はサービス係だとすれば、デパー

トの入り口の案内の人と同じようなサービスができ

なければならないのではないか。まして町へ住んで

みたいという人から電話がかかってきているのな

ら、それをたらい回しにするのではなくて、自分で

しっかり受けて、その人は美瑛へ行きましたよ。残

念ですよ。立派なお家も建てました。話では１億円

とかいいます。そういう人が上富に住んでみたいと

言っている、その電話が来ているのですよ。それで

も今言われるように、資質の向上につながっている

かどうか。それ以前に町は、職員は言ったら語弊あ

りますけれども、本当にその電話一つが町を代表し

ているのです。非常に残念に思います。 

 それで本当に今言われるように、この研修がそう

いう人たちにとって役に立っているか、それ以前の

問題として自分たちが何をこれからやらなければな

らないかといったら、町民へのサービスですよ。公

僕と言われるように、公のしもべですよ、公僕と

は。そういう立場に立って、みんなが本当に働いて

いるかどうか、動けているか、今、言われるように

行軍することにも、もちろん意味はあるでしょう。

ですけれども、それ以上に町民の人たちが求めてい

るのは、お年寄りがあの階段を上がってきて、ドア

をあけられなくてもたもたしているというか、来れ

ばあくのですけれども、それに躊躇しているような

時でも、何であかないのだろう、そういうときでも

一声かけられる職員がいるか。来たときに、いらっ

しゃいませとは言わなくても頭を下げる職員がいる

か。隣の町へ行ってみたらわかりますよ。全然知ら

ない人にだって挨拶しますよ、きっちり、声までか

けますよ。残念ながら、それがない。そんなことで

言ったらあれだけれども、資質の向上ということに

つながっていますか、残念でしようがない。 

 お客さんもなくす、人も来ない、定住もしない、

それに対してでも窓口・入り口、ワンストップでは

ないですけれども、そこへ来たら、何でも完璧とは

言わなくても対応できるような感じにしておかな

かったら。年取った人だって言いますよ、やっぱ

り。行って、わからないときでも、書くときでもあ

のカウンターのところにでも、ちょっと出てきてく

れれば。そういうことも含めたら、それよりは民間

のところへ行ってでも、頭を下げる練習をしても

らったほうが、俺は町のためにはずっと役に立つ。

残念ですけれども、それについてどう思うか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １０番髙松委員の職員の

資質の問題について、私のほうからお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 今、御意見いただきましたが、個別のケースにつ

いては少し私ども、どれを指しておっしゃっている

のかわかりませんのでお答えできませんが、私ども

常々、町長の言葉から、私たちは行政職員ではなく

てサービスを提供する職員であるということを

常々、職員には申しているところでありますし、指

導しているところであります。 

 今、委員おっしゃったようなケースで、必ずしも

全てがそうなっているわけではないというふうに理

解をしていますし、一定の評価をしていただいてい

る町民の皆さんの声も、一方ではあることも御理解

をいただきたいと思います。 

 また、先ほど自衛隊での研修の話に特化してしま

いましたけれども、職員として、この資質を向上す

るために自治大学校も含め、さまざまな研修をメ

ニュー化しておりまして、この時代に合う職員のあ

り方については、先ほども言いましたようにエンド

レスの課題として取り組んでいるところでございま

すので、まず御理解をいただきたいというふうに思

います。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それであれば、あえてこ

こでそれでなくてもいいということです。ほかにた

くさんあります。先ほど言っているように、本当に

窓口でもどこでも、どういうふうにお客さんと接す

るかということが、入ってきた新しい職員さんの研

修に必要だとすれば、もっといろいろなところにあ

ります。 

 こんなことを言ったらあれですけれども、去年、

うちへ来た学生なんかは、アルバイトでサービス業

についていたのです。ウエーター、それもプリンス

ホテルとかグランドホテルとか札幌の一応アルバイ

トをしてもそこそこの。やっぱり対応というか、そ

れに対しての全くの面識のない人に対する対応の仕

方というのは、本当に身についてしまっています。

そういうことから言うと、１週間でも２週間でも外

でそういう対応するだけでも、お客さんに対する対

応は違ってくるというふうに思います。 

 ここで、あえてここに基地があるからというだけ

でそうするのではなくて、もっと資質の向上を促す

ということであれば、そういう方法もあるというこ

とを検討していただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １０番髙松委員の再度の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 先ほどと繰り返しになって申しわけございません

が、まず、職員の資質向上はエンドレスの課題とし

て、私どもさまざまな職員研修を仕組んでございま
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す。その中の一つが自衛隊でのいわゆる規律であっ

たり、チームワークであったり、先ほど申し上げま

したように、この町の特色でありますそういうとこ

ろを体験する、そういうメニューもひとつ組んでい

るところであります。 

 委員、今、おっしゃったように、職員が、町民の

方々が来られたとき、気持ちよくお帰りできるよう

に、その職員の資質の向上については今後も委員の

御意見を参考に、しっかり整えてまいりたいという

ふうに考えてございますので、御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 私は、この研修制度中で言

うと、自衛隊のそういった訓練に参加することも非

常に私自身も個人的に賛成の気持ちがある。という

のは、今、副町長がおっしゃったように突出してい

るわけではなくて、さまざまなカリキュラムの中で

町場の人と触れ合うそういったものが、その時間と

か面積が広いといろいろなところで職員の町民に対

する対応というのは、非常にいいところというのも

私自身も体験しておりますし、その場にいたことが

あって、たまたまなのですけれども、この確定申告

時期に非常に長蛇の列で、町民の皆さんが並んでい

らっしゃるときに、ちょっと小さい赤ちゃんを抱え

ているお母さんとか、お年寄りの人が並んでいると

き、やはり職員というのはみずからの待機室をあけ

て、そこに誘導したりとか、少しでも時間の長く

待っていらっしゃるような方については、一旦戻ら

れてもいいですよとかというそういうことをしてい

らっしゃいます。 

 私自身も非常に今回、税務班担当の職員と議員と

いう立場ではなく、ふだんの生活の中で時にはおみ

こしを一緒に担いだりとか、そういったことの共通

の時間を過ごした経験から、間違った書き方を丁寧

に直してくれたりとかしていただいた経験があるの

で、研修のことにについてちょっと戻るのですけれ

ども、研修もさることなのですが、ぜひ職員の皆さ

んも今言った例えばおみこしだったりとか、各種お

祭りだったりとか、商工会や農協が主催するそう

いったイベントなんかに積極的に参加をしていただ

いたり、また、地域のお年寄りの集まりみたいとこ

ろも多くの休みの日がある場合、一住民としてまた

町職員として、そういったときに参加する公休だっ

たりとかというのをちょっと幅を広げていただくこ

とによって、町民と皆さんの触れ合う時間、そして

理解し合える時間というのが長くとれると思うので

すけれども、研修とは別にそういったところのカリ

キュラムを積極的に取り組むようなことは考えてい

らっしゃらないか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきます。 

 今、委員おっしゃったこと、私どももまさに同感

でございまして、先ほども言いましたように、町長

常々、職員である前に地域の一員として、行政情報

も含めしっかり皆さんにお伝えできるようなそうい

う常に体制を整うような社会に、社会というか地域

にしていきたいと。したがって、職員には先ほども

言いました、常々そういう指導をしているところで

あります。 

 また、イベント等には、委員どういう評価されて

いるかわかりませんが、私どももしっかり職員とし

てではなくて地域を盛り上げる、活性化をするため

の一個人として、相当の参加をしている実態もある

かというふうに思います。こればっかりは、なかな

か業務命令で行って来いということにはなりません

ので、私どもがしっかりそういう職員の体制にある

ようなそういう指導も、ぜひさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） ７５ページなのですが、

住民自治活動推進交付金というところでありますけ

れども、これについては前の年の９月現在の住民基

本台帳に基づきながら、地域の戸数を算定しながら

推進交付金をいただくということになっていますけ

れども、一つ、確認というかお願いがあるのです

が、実は私どもの地域におきましては、地元に住ま

ないで、いろいろ結婚するときに街に住んでいたほ

うがいいからとかということで街に住む方、それか

ら年齢的なことがあって、地域の活動には全部参加

するのだけれども、街に住んでいるということに

なってくると、基本台帳からは、そこからは抜けま

すよね。だから、そうなってくると、小さいな地域

というか小さな集落というのは、ますますいわゆる

自治活動の推進費は減ってくるということになりま

すので、そうなるとどうするかということになる

と、地元の住民会の会費を上げて運営するしかない

ということになってしまいますので、何とか地域

に、街に住んでいても地域の中で活動しているとい

う部分であれば、地域の住民会のほうからお願いと

いうか、名簿をあげたら、それをカウントしてもら

うことができないのかどうかということをちょっと

確認したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １２番中瀬委員の

住民自治活動推進交付金の算定についての御質問に

お答えさせていただきます。 
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 現在、住民活動の推進交付金につきましては、委

員のお話のとおり、９月３０日現在の住民基本台帳

の人数並びに世帯数に応じまして算定をさせていた

だいております。 

 この住民自治活動交付金につきましては、住民自

治活動交付金の制度施行から１０年を経過したこと

により、実は各住民会長から、今、中瀬委員がおっ

しゃったような内容、また、ほかに高齢者にかかわ

る算定の基礎についての御意見も賜っていることか

ら、平成２８年度並びに２９年度に住民会長と懇談

をし、平成３０年度に向けてこの算定基礎について

は見直しをしたいと、所管としては考えておりま

す。 

 今、委員御発言のとおり、地域の中には地域にお

住まいにならず市街地のほうにお住みの方、ただ、

市街地、もともとそらちのほうに地縁のある方で、

そちらのほうに活動しているような内容のことも地

域のほうからの御意見としても聞いておりますが、

やはり住民を両方でカウントすることは、町の基礎

としては持っていないことから、２９年度予算につ

いては、この予算で計上させていただきますけれど

も、今後、そのようなことを全体の住民会会長さん

の懇談会の中で少し内容を精査しながら、今後の算

定については検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ８１ページの予約型乗り合

いタクシーに関して確認させていただきます。 

 近年、高齢化社会に伴い、利用者の増となり、地

域の足をどのように確保していくかという中で、と

ても重要な役割を担っていると認識しております。 

 ついせんだって、このタクシー利用者の方からお

話がありまして、５名の乗車を強制された、もしく

は目的地が例えばＡという地点に対して、利用者が

一人にもかかわらずＢを経由してＡ地点にたどり着

いた等々の苦情が聞かれる中、実際に利用者のアン

ケート調査というのはどのぐらいのスパンで行われ

ていて、また、そういったクレームに対しての現状

をどのような形で認識し、改善を促していくのか確

認させてください。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ９番荒生委員の御質問

にお答えします。 

 今、荒生委員がおっしゃったような声といいます

か、そういう内容については、私どものほうに直接

お耳にしたことはございません。例えば、利用者が

町立病院を目的にということで乗ったのに、違うと

ころに寄ってから町立病院に行ったとか、それとか

５人、多分、ドライバーがいれば５人乗れないと思

いますので、最大でも４人しか多分乗れないと思い

ますけれども、それを５人まとめて乗せるとかとい

うようなそのようなことというのは、全く私たち耳

に聞いたことありませんし、そのような声を町で聞

かせてもらったことはありませんので、実態だとす

れば、それは委託事業者のほうにも確認をしてみた

いなと思いますけれども、私ども今、そのようなこ

との声を聞いたのは、この場での初めてことでござ

います。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） アンケート調査は実際、１

年に１回とか半年に１回、もしくは利用者から苦情

を掌握したりとかというのは、どのぐらいのスパン

で行われているのか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ９番荒生委員の御質問

にお答えしますが、アンケート調査につきまして

は、定期的にやっているものではありません。制度

上の中で、少し見直し等が必要になったときに、町

において現在の利用状況や運賃や制度の仕組みの中

で、御意見等をお聞かせ願いたいときに応じてアン

ケート調査を実施しておりまして、一番新しいアン

ケート調査は平成２３年ということで、既に５年前

のアンケート調査になっておりますけれども、それ

以降、特に私どものほうで耳にしているのは、非常

に仕組み自体、利用者から好評に受けとめておられ

るというふうに理解をしておりますので、定期的な

アンケートというのは行っていないところでありま

す。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 平成２３年のアンケート

は、それに対してはもう６年目ということで、近々

の課題というのは、全然掌握できないですね。やは

り利用者の満足度向上のためには、平成２９年ぜ

ひ、今の近々の課題等々を認識するためにやってい

ただきたいと思っています。それについてどうで

しょう。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） やるかやらないかは、

この場ではお答えできませんが、課題があるとすれ

ば検討したいと思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、１款議会費か

ら２款総務費までの質疑を終了します。 
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 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、３款民生費の９２

ページから１１３ページまでの質疑に入ります。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ９６ページの老人福祉費

で、委託料で福祉バスの運行という形になっており

ますが、この運行の基準というのは、恐らく２０名

以上だとかというような基準があるかというふうに

思いますが、大体年度当初においては何回くらい運

行するという形になっているのか、まずお伺いした

いと思います。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １１番米沢委員

の質問にお答えいたします。 

 福祉バスの運行回数の予定ということでございま

す。誰に対してということでしょうか、回数、年間

の。（「積算、年間のですね」と発言する者あり）

積算根拠でしょうか、済みません。委託料といたし

まして、４４０時間の積算を持っておりまして、委

託料の単価に４４０時間を掛けて積算しているとこ

ろでございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） これを運行する場合、団

体からですね、例えば２０名以上でないとだめだと

か、定員基準があるかというふうに思いますが、例

えば１５名、２０名いかないけれども、１５名ぐら

いだったらこういったのは何名ぐらいから該当にな

るのですか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） 町内運行おおむ

ね１５名で以上運行できることになっております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 最近、利用する単位が少

なくなってきて、１５名切った場合は、１３名ぐら

いでも可能なのかというちょっと相談あったのです

が、余りにも人数少ないとだめではないかというこ

とは言っておいたのですけれども、ただ、利用する

団体等においては１３名ぐらいという、１０名から

１５名ぐらいの間ということもあり得るかというふ

うに思いますが、今後、そういった幅の広げ方とい

うのは持つ考えというのはございませんか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１１番米

沢委員の御質問なのですけれども、基準では町内１

５名以上、合わせて町外につきましては２０名以上

というような基準を持って、今、運用しているとこ

ろでございます。 

 ただ、目的によって１５名が１４名になるとか１

３名という人数によってあるケースもあると思いま

すので、ちょっとその点につきましては今後検討し

て、ある程度幅が持てるかどうか、さらに検討した

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 保育料の問題、１０６

ページ、児童福祉総務費の中で単刀直入にお伺いい

たしますが、保育料等についてお伺いいたします。 

 保育料の町では今回、設定としては３６０万円未

満の世帯等については無料にするだとか、そんな動

きあったかというふうに思います。例えば、２８年

度の４月の改訂版でいけば、１号認定の場合は小学

４年生以上、カウントしませんよという形になって

おります。２号、３号認定については、小学１年生

以上はカウントしませんということで、１子２子３

子いれば全額・半額・無料という形になっているか

というふうに思いますが、減額の基準対象となると

いうことになれば、今、所得の少ない方というふう

な方もいらっしゃいますが、近年はいわゆる中間所

得層の方も非常に家計が苦しいという状況、実態と

して上富良野町にも見受けられます。 

 そうしますと、今回実施されたそういった層に

絞って保育料を減額するというのもあるかというふ

うに思いますが、もう一歩踏み込んで、やはり実情

に踏まえて保育料の、確かに町では前年度対比何割

減とかしていますけれども、やっぱり所得階層をも

う少しきめ細かに割る必要があるのかなというふう

に思いますが、この点いかがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 ２９年度につきましては、市町村民税所得割非課

税世帯については、無償化を予定しております。あ

と、４階層から６階層の中間所得層、今、米沢委員

がおっしゃられた中間所得層というところにつきま

しては、数年前に２回に分けて、それぞれの階層を

二つに分けて細かい基準で設定しております。なの

で同じ４階層でも所得の少し少ない方については、

保育料も少なくなるような設定をしております。 

 あと、今回、今、国のほうでもひとり親の世帯の

軽減策を２９年度予算で検討しているところですの

で、そういう国の施策ですとか、あと道のほうでも

今回、道議会のほうに軽減策検討されているような

ので、そういうものが決まり次第、そこに準じた形
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で町のほうも検討していかなければならないという

ふうには考えております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いろいろ細分化もありま

すけれども、もっとこういった部分について、中間

層も含めて細分化という形の方向で動かないとだめ

だというふうに思っております。 

 確かに、いろいろ細分化等されてはきております

が、３６０万円未満、あるいは国の指導に基づいて

されている部分があるというふうに思いますが、や

はり中間層の方でも子供さん１人という場合もあり

ますし、そういった場合は恩恵というのは、減額措

置の対象にならない部分もあるのかなというふう

に、この資料を見ていましたらありますし、今、非

常に生活する上での保育料の負担、その他の税の負

担という形の中でかなり大変な状況というのは見ら

れますので、ここの部分もう一度細分化して、やっ

ぱり安心して預けられるような環境づくりというの

は必要ではないかというふうに思いますので、ここ

を確認しておきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 国のほうでも今、段階的に幼児教育の無償化とい

うのを毎年、少しずつではありますけれども、保育

料の軽減という形で進めておりますので、町のほう

も国の動きを見きわめながら検討していきたいと

思っております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） ちょっと確認なのですけれ

ども、１１３ページ、子どもセンターの施設管理費

の中の委託料で、子どもセンター整備設計とありま

すけれども、これはいつの、何の分なのでしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま７番北條

委員の御質問にお答えします。 

 委託料の子どもセンター整備設計といいますの

は、子どもセンターにおいて、平成２９年度整備す

るトイレの改修及び食育サロンの整備という部分の

整備設計の経費でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） 工事請負費の金額がそうな

のですよね、子どもセンター整備で２,０８７万８,

０００円とありますよね。そうであれば、こんな細

かい数字もはや出るのですか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま７番北條

委員の御質問にお答えします。 

 この見積もり、工事の価格につきましては、うち

の建築のほうで見積もっていただいた結果でござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） そうであれば、この設計料

は要らなくなるのではないですか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） 工事の見積もりの

額を算定していただいたということで、別に実施設

計費については計上、計上というか、必要というこ

とで御理解お願いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 補足説明。副町長、答

弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番北條委員の御質問に

補足で、私のほうからもお答えをさせていただきた

いと思います。 

 通常、当該年度の予算は、前の年の１１月ぐらい

から始まって予算を確定していく作業がございま

す。したがいまして、工事が予定をしているものに

ついては、建築工事でしたら、建設水道課の職員に

概概算の仮設計をしてもらって、工事費について計

上しておくと、そういうことであります。 

 そして実施設計は、詳細設計でございますから、

最新の単価も、あとさまざまな詳細な工事費等々を

外部へ発注して実施設計をして、工事費がこの範囲

におさまるだろうという想定で概算を計上するもの

でありますから、したがって当年度の実施設計はど

うしても必要な作業になってまいります。そのよう

なことで、御理解もいただきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １０７ページの件につい

て、保育補助者の雇用強化補助ということで、国か

らも補助があるということで、資格を取るための助

成措置かというふうに思いますが、大体この予算で

いけば、大体何名ぐらいの予算措置なのか、その内

容等についてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 この補助員の雇い上げに対する補助につきまして
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は、資格を取るための補助ということではなくて、

各園、こども園ですとか、保育園に資格のない補助

者を基準職員にさらに配置して、子供の保育に当た

るというような事業をした場合に、補助者の賃金分

を補助するという事業になります。 

 積算の根拠としましては、四つの園でそれぞれ１

人ずつ補助者を雇い上げるという積算をしておりま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今、この基準が緩和され

る動きがあるかというふうに思います。その基準

が、いわゆる資格がなくても補助員であれば、雇用

できますよというような制度の中身かというふうに

思いますが、しかし、求められている補助員であっ

ても、そこに資格の持っている方がいれば、大丈夫

だというふうになるかというふうに思いますけれど

も、実際やっぱり資格がなければ、きっちりとあっ

てもいろいろな問題が起きるわけですから、こうい

う現場対応というのは補助者だけではありませんけ

れども、対応ができない部分も出てくるのかなとい

うふうに思いますが、そういった懸念、心配という

のはどのような体制の中でカバーされるのでしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 この補助者の雇い上げというのは、配置基準を緩

和するというものではございません。配置基準の緩

和が認められているのは、待機児童のいる市町村で

すとかというところに限定されますので、うちの町

は配置基準を緩和するということは一切考えており

ませんので、配置基準のほかに、さらに補助者をつ

けるということの事業になります。 

 本当にゼロ１のお子さんですと、配置基準だけで

の職員だけで保育をするというのは、非常に難しい

状況になりますので、そこにさらに補助者をつけ

て、さらに質の高い保育をしようという事業になり

ます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） それが基準の緩和なので

す。というのは、例えば国のほうは、こういったき

ちっとした配置基準を持った人であれば、持ち出し

が大変負担がふえるというような状況があるという

根本的な問題にかかわる状況の中で、いわゆる補助

者でもいいですよという形になってきているので

す。動きとして。 

 本来だったらきちっとした資格持った方であれ

ば、補助者というのであれば資格の持った人が該当

になるのか知りませんけれども、そういった問題を

含んだ基準緩和措置だというふうに、私自身ちょっ

と受けとめ方の違いあるのかもしれませんが、そこ

ら辺確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 先ほども申し上げましたように、今、例えばゼロ

歳児ですと、子供３人に対して１人という配置基準

になっています。本当の理想としては、その基準自

体をもっとよくしていく、子供２人に対して１人配

置するとかというふうに基準自体をもって改善して

いくということが、本当は理想なのだとは思いま

す。ただ、国の緩和策としては、例えばゼロ歳が６

人いたら保育士を２人配置しなければならない、そ

こに１人、補助者でもいいよというような緩和策も

出してきております。ただ、うちは、そういう緩和

はしないということで、現在の３対１の基準のほか

に、さらに補助者をつけるということを考えており

ますので、現状の基準の中では御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 担当者の方がおっしゃる

ようにわかりやすいのです。本来は、そういう形の

職員配置をしなければならないのですけれども、や

はり現場へ行きましたら、よちよち歩きの乳幼児の

場合、何をするかわからないと。やはり職員をもっ

と今の基準よりもふやしてほしいというのが、現場

の声であります。 

 そういった意味で、町長、こういう現場の声を含

めて、現行の実態に即した保育士の配置基準を見直

すよう要望すべきだと思いますが、この点、町長、

どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

 今、担当のほうからも申し上げましたけれども、

私どもの、この補助員の雇用に国が補助を出すとい

うその背景には、連日報道されておりますように保

育士の採用について、なかなかいないというそうい

う背景の中で、恐らく資格を持たないそういう方を

配置していいですよと、そういう背景もあるかなと

いうふうに思うのとあわせ、今、国自体がこの少子

化に突入して、人口がどんどん減って国が持たない

ということも一方、その背景にあろうかなというふ

うに思います。したがって、国自体が子供さんの保

育の分野を悪い環境に置こうというふうな動きに
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なっていないことは、私ども理解をしたところであ

ります。 

 今、米沢委員が御発言にありましたように、そう

いう点を私どももしっかり理解をした上で、この配

置基準ですね、今、３対１になっていますけれど

も、配置基準をしっかり見直して、子育て支援策を

しっかり充実するような要望活動をぜひさせていた

だきたいというふうに考えております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） もう１点伺いたいのは、

保育士さんの処遇の改善でありますけれども、引き

続き処遇改善の措置費というのは、現行では来てい

るのでしょうか、確認いたします。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 保育士の処遇改善費用につきましては、前々年度

までは補助金という形で来ておりましたけれども、

２８年度からは、もともとの給付費の単価の中にき

ちんと措置をされております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２％ぐらいでしょうか、

その改善部分という、見られているのは、ちょっと

お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 各施設によりまして、職員の経験年数の平均年数

によって、率が若干それぞれ施設ごとに変わる部分

がございます。そのほかに、さらに処遇を改善する

ということで、３％とか４％とかという加算がつい

ております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、３款民生費の

質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、４款衛生費の１１

４ページから１２９ページまでの質疑に入ります。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） １１７ページ、２月８日に

健康づくり推進のまち宣言を何年か前にしました。

本当に町民の方も、それにふさわしいように今まで

も動いて、健康づくりの町としてふさわしい町の住

民として、いろいろな部分にかかわってきてくれて

いると思うのですけれども、２８年度２月に、私な

んかあるのかしらと思っていただのですけれども、

とうとう際だった講演とかもなく終わってしまった

のですけれども、ことし２９年度の予算でこれを計

画なさっているのか。当初は継続して、これを記念

日としてずっとやっていってはどうかという、議員

の中にもそういう委員会でもたしか出たはずなので

すよね。そこら辺についての考えを伺いたいと思い

ます。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） ３番佐川委

員の健康づくり宣言に伴う記念行事についての御質

問にお答えします。 

 委員御指摘のように、平成２６年２月に、健康づ

くり推進のまち宣言をさせていただきました。それ

から、３年間、健康で生き生きとした暮らしの実現

のための記念講演を実施してまいりました。町民の

健康意識を熟成し、参加者からも好評の感想をいた

だいております。 

 ２９年度、２８年度も含めて健康かみふらの２１

の２９年度は中間評価の年であります。その目標で

あります健康格差をなくし、健康寿命の延伸という

結果を出す保健活動を推進することが必要と考えま

した。 

 よって、目標の達成のためには、生活習慣予防を

１人１人違う生活習慣と健診データを結びつけるこ

とが第一というふうに判断し、健診データ、その方

の、生活習慣の事実を丁寧に丁寧に保健指導してい

きたいということで、インパクトには欠けますが、

保健指導を充実させていきたいというほうに、方向

転換させていただいたところです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 実質的な町としての取り組

みはすごく高く評価しておりますし、町民の関心も

すごく高い町ですよね。それはもうみんながわかっ

ているのですけれども、やはり上富良野の町を訪れ

た方が、いろいろな自治体から研修に多分来ている

と思うのですよね。特定健診率も高いですし、保健

福祉課も含めて町のいろいろな部分においても研修

に他町村から来られたときに、この町は自衛隊の

町、観光の町とかそういうこと言うのはいいのです

けれども、そうではなくて、行政として取り組みの

中で健康づくり宣言をしたのですから、それに向け

ての周知とかＰＲとかというのは大切になってくる

と思うのですよね。それが、また、この町の自信に

もつながってくるし、町民の意識の向上にもつな
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がっていくし、それがまた継続するということが大

事でないかなと思うので、実質的なあれは認めます

けれども、今後も継続していただきたいなというの

もありますし、特に２月は塩分の濃いものを私もそ

うなのですけれども、本当に食べてしまう時期なの

ですね。運動不足にもなっておりますし、そこら辺

も含めて２月というのは、とってもちょうどいいの

ではないかなというふうに思うのです。 

 それでやはり記念日として、大切な日という思い

をつなげていくために、ぜひ今後もできるだけ、お

金をかけないでもできると思うのですよね。そこら

辺を考えていただければなというふうに思っている

ものですから、そこら辺をもう一度お願いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） ３番佐川委

員の健康づくり宣言の記念日の継続についての御質

問にお答えします。 

 日ごろから健康推進について御理解いただいて、

本当にありがとうございます。控えめなものですか

ら、ＰＲ活動が非常に不十分だということも反省し

ております。今後もその点については努力してまい

りたいと思いますが、今、求められているのは結果

です。結果をどのように出すかというのは、やはり

生活習慣の習慣病の予防を結果として医療費の適正

化、健康格差というふうにつなげていけたらという

ふうに思っています。 

 大きなイベント的なことは、確かにインパクトは

ありますが、結果の改善につながるかということに

ついては、非常に現場としては疑問を持っておりま

す。もちろん多くの方たちが、講演会や広報活動の

中で健康について考えていただく機会は、今後も努

力してまいりたいとは思いますが、再度、お一人お

一人の塩分のとり方、冬の体重の増加の改善、その

ことを一緒に考えていける保健活動につなげていき

たいと思います。 

 御意見としていただいておきます。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） それもわかった上で発言さ

せていただきますけれども、やっぱりいろいろな集

会ごととか集まりがあることで、皆さんが元気でい

らっしゃるなとか、出会うチャンスにもなります

し、やっぱり町民が一番関心を持っている、特に高

齢者の方たちはそうなのですけれども、健康につい

ては特に関心持たれている方が多い町ですから、や

はりそういうものをぜひ利用して、２月、先ほども

言いましたけれども、やはり運動不足にもなります

し、出会うチャンスも少なくなってくる時期なので

すね。そういう時期に、ぜひそういう会を開いて、

本当にお金もかからないような形で、幾らでもでき

ると思いますので、ここには反映されなくても、何

とか継続することを考えながら、また、町民に周知

もずっと継続していくということも大切だというふ

うに思っていますので、いま一度、お願いしたいな

というふうに思っております。それについて、もう

一度お願いします。 

 町長としても、健康づくり推進のまち宣言をした

わけですから、そこら辺についての考えも伺いたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ３番佐川委員の御質問

に、私のほうからもお答えをさせていただきたいと

思います。 

 今、委員御発言のありましたように、２月８日を

記念日に講演等の、あるいは違うイベントを開催す

ることについては、参考にさせていただきたいと思

いますし、私どもも、それらについては反対するも

のではございません。 

 ただ、今、担当課長からも言いましたように、こ

の２６年の２月８日に宣言してから以降も御承知か

と思いますが、特定健診の健診項目を腎臓に特化し

てある部分等の検査項目を追加したり、乳幼児の予

防接種を無料化したり、あとデータヘルス計画を立

てて、これらをきっちり推進していくと。いわゆる

イベントだけではなくて、しっかり足元からそのよ

うな推進事業をやっていることも一方でありますの

で、それらをしっかり絡めて、一度住民がこういう

こともやっているねと、こういうことだねというこ

とのイベントもぜひ検討させていただきたいという

ふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １１７ページなのです

が、委託料で小児科医の送迎のタクシー借り上げと

いう形に予算がのっているかというふうに思います

が、去年もあったのかちょっと記憶ないのですが、

この内容等についてはどういう内容なのか、予算等

の内訳等について伺います。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 去年、この小児科医師の送迎タクシーなのですけ

れども、借り上げでなくて委託料の中に含まれてい

たのですが、科目がちょっと違うということで、こ



― 37 ―

とし借上料のほうに計上させていただいておりま

す。 

 これは４カ月、１歳半、３歳と、富良野協会病院

の小児科の先生にお願いしている健診を、タクシー

で送迎お願いしている料金になります。夏が３,６

００円の２４回で、冬は４,１００円の１２回とい

うことで借り上げを行っています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 健康増進という形の今回

も引き続き、かみふらの２１の計画に基づいて進め

られるのかなというふうに思いますが、そこでお伺

いいたしますのは、今回、その計画に基づいて従来

の健康診断、あるいは基づいて新たに今回また取り

組まれる部分、あるいは従前ここを充実される部分

というような内容のものの取り組みというのは、今

回のこの予算等の中にはあるのか、確認しておきた

いというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

委員の健康推進にかかわる健診項目の精査について

ですが、先ほど副町長のほうからもお伝えしました

ように、健康づくり宣言の後、データヘルス計画に

基づいて町独自で、尿アルブミン微量検査をさせて

いただいています。 

 これは国民健康保険にかかわらず、かみんで受け

ていただいた方、全てに対して健診項目を追加して

います。去年から、高齢者に対しての心電図検査、

貧血検査も追加検査させていただいています。 

 上富良野町の健診項目は、もう人間ドック学会で

決めている検査項目よりも非常に充実しておりま

す。これ以上、何をするというぐらい健診項目が充

実している中で、２９年度の予算も引き続きさせて

いただいています。その中で、特に国保の医療費、

道の一本化に向けて努力者支援制度で、特にポイン

トが高く位置づけられています糖尿病性腎症の重症

化予防、ここの取り組みに関しては、町がデータヘ

ルス計画で分析しておりました糖尿病性腎症と一致

しておりますことから、先手を打って充実させてい

ただいた健診の中で、今後は対象者を確実に絞るこ

とと医療機関との連携を充実させていたくというこ

とで、重症化予防に取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 最後に１点お伺いいたし

ますが、不妊治療の関係で国あるいは道等におい

て、いろいろ補助対策等がとられるという動きが

あったかというふうに思いますが、町のほうでは従

前と変わらないという状況の中で進められるのか、

新たな取り組みとして、こういった部分に対する補

助額をいろいろ活用した中で、新たな取り組みがさ

れようとしているのか、確認しておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） 道で行って

いる不妊治療の助成の対象の範囲が、近年、少し男

性に対してもふえてきている状況です。町では、独

自で不妊治療の助成をする考えは持ち合わせており

ません。 

 ただ、２９年度から子育て世代包括支援センター

という、かみんに設置する事業の中で具体的に妊娠

期からの相談を充実させる中で、もう少し細やかに

不妊にお悩みの方たちの相談にも応えていけるので

はないかというふうには考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） その中で、十分対応でき

るという形なのかなというふうに思いますが、しか

し、対応しきれない部分というのは、必ず世の中で

すからあるというふうに思いますが、この点はどう

でしょうか。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

委員の御質問にお答えします。 

 不妊治療の助成に関しましては、年齢だとか所得

制限が入っております。実際、上富良野町がその相

談を受けて、交付決定するという仕組みにはなって

おりませんので、どのぐらいの方たちが実際にお悩

みなのかということは、妊娠届での、実際、妊娠を

された方たちの情報としてしか今は入ってこない。 

 また、結果としては、助成の人数に関しては富良

野保健所が把握しておりますので、随時、その情報

は聞いております。管内含めて、徐々に不妊治療の

助成をする市町村もふえてきている中で、上富良野

町が本当の子育て支援の必要性に関しては、トータ

ルした中で検討していく必要があると思います。今

後についても研究していきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、４款衛生費の

質疑を終了します。 
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 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

午後 ２時２２分 散会  
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（村上和子君） おはようございます。御

出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第２日

目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １日目に引き続き、議案

第１号平成２９年度上富良野町一般会計予算の歳入

歳出予算事項別明細書の歳出、５款労働費の１３０

ページから７款商工費の１５９ページまでの質疑に

入ります。 

 御質疑ございませんか。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） ページ数でいきますと、

１３５ページです。農業後継者の対策費ということ

で、アグリパートナーの推進員を置いていただく、

ＪＡとの両方で折半して費用を持っていただくとい

うことでありますけれども、非常に私ども農家の者

といたしましては、このような形で推進員を置いて

いただくことは非常にありがたいことだと思ってお

ります。 

 推進員を選任していただく段階で、一つだけ確認

をしておきたいことがありますが、いわゆる推進員

というのは昔で言う仲人さんの役目をするわけであ

りますけれども、お互いの家庭に入っていろいろな

情報、いろいろな個人情報とかプライバシーのこと

とか、いろいろなことがほかに漏れではいけないと

いうことが必ず出てくると思いますので、人選に当

たりましては、そういった個人情報をきちっと守っ

ていただけるような人を人選していただきたい、そ

ういうふうに私は思っておりますので、これからの

人選に当たりましては、その辺のところもきちっと

精査しながら人選をしていただきたいと思っており

ますので、今の段階での推進員の状況ということを

わかれば教えていただきたいです。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番中瀬委員の御

質問にお答えいたします。 

 全くそのとおりだというふうに認識しております

ので、さらにやはりそれぞれの家庭の事情にも触れ

るわけでございますので、そういう認識をしっかり

持った方、しっかりと家庭に入り込んでもそういう

お話を進められるような、そういう経験をある程度

有した方の選定ということで進めてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 関連でお聞きさせていただ

きます。 

 このアグリパートナーの推進員は、何年契約と

か、例えば年齢の上限とかあれば、今のイメージで

結構です。お教え願えますか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ９番荒生委員のただ

いまの御質問にお答えさせていただきます。 

 町の嘱託職員としての雇用ということになります

ので、あくまでも契約は１年、１年というような形

で雇用契約を結んでいきたいというふうに思います

し、あと、年齢的には先ほど中瀬委員の御質問にも

お答えさせていただきましたが、やはり豊かな経験

を有する方ということで、ある意味選考の基準にな

るというふうに思っておりますので、一般的にはそ

れなりに年齢を重ねた方なり、しっかりと農業のこ

とを一定程度理解されている方、そういうようなこ

とを軸に選考を進めていきたいというふうに考えて

います。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 私も関連で伺いたいと思い

ますけれども、富良野地方のアグリパートナー協議

会、前年までは４９万５,０００円だったのですけ

れども、ことしはちょっと下がっていますけれど

も、それだとか、町のアグリパートナー協議会がご

ざいますよね。それはそのままの状態で予算に上

がってきていますけれども、これとの関連ではどう

いうふうに持っていくのか、今回のアグリパート

ナー推進員の関係を伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番佐川委員のただ

いまの御質問にお答えさせていただきます。 

 アグリパートナー協議会、富良野管内の協議会も

町の協議会につきましても、基本的には今まで行政

側が主管する協議会の運営でございます。また、そ

れとは別に農協は農協で、そういう相談員を配置し

てやっていたわけでございますけれども、今回、中

瀬委員もおっしゃっていたとおり、農協と行政と合

わせてやるということで、行政が主管でやっていた

アグリパートナー協議会も、もちろん今までどおり



― 43 ―

それにかかわって、活動の中にかかわっていただき

ますし、今まで農協でやっていたものにもかかわっ

ていただくということで、今回のアグリパートナー

推進員の配置によりまして、双方、活動に参加して

いただくということにもなりますし、委員、御質問

のアグリパートナー協議会の活動については、これ

までどおり運営する中で、アグリパートナー推進員

がかかわっていくということになるというふうに理

解してございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） そうしますと、嘱託職員と

いうことですので、町としての予算が出ているので

すけれども、これについての活動日数というのです

か、そういうもの、実働というのはどういうふうに

考えているのかということと、関連でそれこそ今後

の目標値とかそういうのというのは、達成度という

のですか、そこら辺はどういうふうに、町の予算で

すからちょっと伺いたいと思います。どういうふう

に考えているのか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番佐川委員のただ

いまの御質問にお答えさせていただきます。 

 稼働につきましては、町の嘱託職員の制度に準じ

ますので、一応、４分の３勤務といいますか、そう

いう形で今考えて想定していますのは、普通に８時

半から５時１５分までの勤務で、週４日勤務という

ことで考えてございます。あと、このアグリパート

ナー推進員の配置によります望む効果という部分で

は、一応、内部的には年間一組の成功ということで

掲げておりますけれども、さらに二組、三組という

ことでいきたいなというふうに思いますが、とりあ

えず効果としては成婚ということになりますので、

そちらのほうを目標として努めていきたいというふ

うに考えています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 伺いいたします。今のと

ころ、恐らく従来の取り組みは従来の延長線の取り

組みかなと思うのですが、新たに人員配置するとい

うことであれば、また、こういったところをちょっ

と力を強めたいというのがあれば、なければいいの

ですが、お伺いしたいというふうに思います。 

 あと、富良野農協においては、大体アグリパート

ナー推進員の職員というのは、職員というか、何人

いらっしゃるのか、あわせて同時にお伺いしておき

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきますが、農協もそれぞ

れ農協独自で配置をしているわけでございますけれ

ども、各支所に１人ずつしっかり配置されているわ

けでもございません。それは地元の自治体との絡み

もあるかというふうに思いますけれども、本町にお

きましては今回いろいろ今後の地域農業の情勢等勘

案しまして、共同でしっかりと農協も行政も一緒に

その問題に対して取り組もうということで、配置し

ようということで双方が理解の上、合意に至ったと

いう経過もありますので、それぞれの町で違うとい

うふうには思いますけれども、当町としては大きな

課題であるというふうに認識した上での推進員の配

置ということで御理解をいただきたいというふうに

思います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） １３７ページ、中山間地

域直接支払並びに１４３ページの多面的機能支払交

付金事業について、関連でお伺いいたしたいと思い

ます。 

 まず、中山間地域で各地区における農地、水路、

農道等の維持管理活動経費、それと資料によります

と、多面的機能支払交付金事業、同じような事業と

しますよね。それは請け負いでやっていただいてい

るのか、それとも農業者や地区の人たちが個々に

やっていただいているのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番長谷川委員の中

山間並びに多面的事業の御質問にお答えをさせてい

ただきますが、いろいろそういう農地保全でありま

すとか、農業施設維持管理など地区で行っているわ

けですけれども、規模によっては外注というケース

もありますし、あと本当に手作業でできる部分につ

いては、地区の方が直接そういう維持管理活動と

か、そういうことに携わっているということでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 簡易なほど素人がやるか

ら、事故が多いのですよね。それに対して補償とい

うか、保険の加入とかというのは、どのようになっ

ているかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番長谷川委員のた

だいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 総合保険的なものに入って、その作業中でありま

すとか、活動中に事故があったときには、そういう

保険が適用されるということで、多面的のほうは皆
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さん入っておられるということで確認しているので

すけれども、中山間については地区ごとで入った

り、入っていないというのが実態でございます。 

 ただ、今回、委員も御承知かと思いますけれど

も、痛ましい事故があったということで、多面的に

つきましては、その活動に限っては専門、専用の保

険制度ができたということもございますので、そち

らのほうに加入するように、全地区の方が役員さん

方集まった機会とか通じまして、そういう保険には

入るようにということで指導・助言をさせていただ

いているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） １５３ページの千望峠の件

ですけれども、千望峠、道が管理して、町が委託さ

れてそれを管理しているわけでございますけれど

も、階段があって、展望台だとか、グミ木だとか洋

ナシだとかだとか植えてあるちょっと高いところあ

りますよね。階段を登っていくところの左側に、２

年か３年前まで大きな看板がありましたよね、朽ち

て、今は取り外されているのですが、御存じでしょ

うか。 

 町が管理されているのは、どこまでかちょっとあ

れですけれども、町があれをまた修復する義務がな

ければ道に申し上げて、またつくり直さなければい

けないと思うのですけれども、そこら辺の計画につ

いてお伺いしたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 公園担当主幹、答弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） ５番今村委員の質

問にお答えいたします。 

 千望峠は駐車場から山側、西側が北海道、駐車場

から下側が町の管理です。そして上の管理は北海道

から委託をいただいて、町で一緒に管理していま

す。先ほどの看板ですが、一昨年、風で倒れてしま

いました。北海道のほうにも、直してくださいとい

うことで要望はしていますが、予算がつき次第とい

うことでお答えをもらっております。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 掌握しているということ

で、道にもそういったことを申し上げているという

ことであります。私もこの上富に来て、あの看板を

見て、要図というのですか、大体、町の概要把握で

きたなという記憶がありますので、なるべく早いほ

うが観光客にとってもいいのかなというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 委員長、質問変えてよろしいですか。（「はい」

と発言する者あり） 

 １５５ページの四季彩まつりの件、町長には前年

お伺いしている件でございますけれども、仮設の駐

車場から仮設の道路をつくっていくというのは、毎

年非常に金額がかかっております。公共の駐車場を

買えば、おつりがくるのではないかというぐらいか

かっておりますけれども、これらの金を駐車場購入

するのに投入すると、永久的に町のものになります

ので、長期的にこのままいくのか、あるいは第６次

総合計画等でこうするプランを持っておられると

か、そういった長期的な計画をお伺いできればなと

思っております。ひとつそこら辺の考え方をよろし

くお聞きしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村委員の御質問に、私の

ほうからお答えさせていただきますが、以前から私

は、町で所有して駐車場を設けたいという思いは

いっときも変わったことはございません。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ページ戻りまして、１３３

ページ、農業委員会費一般管理費、こちらの農地台

帳システム保守という科目ですが、昨年の８１万円

に対して本年度５４万円増額していますが、その理

由のほうお聞かせ願います。 

○委員長（村上和子君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） ９番荒生委

員の農地台帳のシステム関係の質問でございます

が、農地台帳につきましては、国のホームページで

日本全国の農地の情報が見られるようになってござ

います。そのシステムの関係で、昨年からことしに

なって、そのシステムの改修の関係で経費等が上

がったということでございます。上富良野の農地の

情報につきましても、全国農業会議所のホームペー

ジから全部の農地の情報が、今、見られる、上富良

野のみならず日本国じゅうの農地が今見られるとい

うようなシステムになっておりますし、町の今、農

地台帳としてシステム的に管理している情報は、全

て国のほうに、国というか、全国農業会議所の国が

つくっているシステムに全部データも吸い上げられ

ているような状況で、そこで日常的な管理も行うよ

うなことに今後なっていくような状況でございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） では、その増額経費は本年

度だけが対象で、今後は持続的に額面が上がること

はそうないと。 

○委員長（村上和子君） 農業委員会事務局長、答
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弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） この農地台

帳システムの保守につきましては、システム経費と

システムの関係もございますので、今年度につきま

しては１３５万円でございますけれども、また、国

のシステムが変わる可能性もございますので、ま

た、そのときには経費が上がることも考えられると

いうところでございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） １３７ページですが、中

山間の先ほどの話とはまた別なのですが、こちらは

いわゆる猟友会の関係の事業についてちょっとお伺

いをしたいと思います。 

 上富良野町におきましては、農家にとりましては

一番被害があるのが鹿対策ということでありますけ

れども、上富良野町におけるいわゆる有害鳥獣の被

害の金額というのは幾らぐらいなのかということ

と、それから猟友会のほうには定額でありますけれ

ども、２００万円の助成をしておりますけれども、

この中身についての説明をお願いをしたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（菊地 敏君） １２番中瀬委員

の御質問にお答えいたします。 

 農作物の被害でございますが、２８年度分のデー

タをちょっと今のところまとまっていない状況であ

りますが、２７年度の農作物被害におきましては、

上富良野町におきまして３,４００万円ほどの被害

額となっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） 中瀬委員の２点目の

御質問にお答えさせていただきますが、一応、予算

的に中山間事業を活用いたしまして、猟友会のほう

に２００万円ほどの助成という予算になってござい

ますが、このうち猟友会の運営そのものに対する助

成ということでは約４０万円、あとは有害獣の駆除

に応じた形で積算いたしまして、助成といいます

か、報酬をお支払いしているところでございますけ

れども、実は昨年からアライグマが発生というか、

被害が急激に伸びたというような状況でございまし

て、それまでは先ほど言いました４０万円の運営

費、６０万円については鹿とかカラスとかキツネと

か、そういう従来の有害獣に対する捕獲頭数に応じ

てその報酬をお支払いしていたのですけれども、昨

年からアライグマを特別にということで加えまし

て、上限で２００万円ということで御理解をいただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 有害鳥獣のいわゆる捕獲

の実績についてちょっと確認させていただきたいと

思いますが、大きなものについては、一番被害があ

る部分の鹿について、それから今、説明がありまし

たアライグマ、そのほかの鳥獣の関係はどのように

なっているかを確認させていただきたい。 

○委員長（村上和子君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（菊地 敏君） 有害鳥獣の捕獲

頭数でありますが、これも２７年度のデータになり

ますが、アライグマ９７頭、キツネ４８頭、ハシブ

トカラスになるかなと思うのですけれども、２３

羽、ホソブトカラスが４０羽、キジ・ハトで２２

羽、あと鹿のほうなのですが、２７年度で１２６頭

となっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） そのことなのですけれど

も、今の有害駆除なのですけれども、これ実際に１

度ここでも話をしたことがあるのですけれども、ア

ライグマについては本当にふえているのですね。今

まで出没していなかった東中の作物をつくっていな

いところなんかでも、今は頻繁に見られるような状

況になって、相当、上富じゅうと言っていいほど広

がっていると思います。それらについて対応してい

くために、そしてこれ外来種なものですから、まし

て皆さんに公表されてはまだいないのかもしれない

のですけれども、潜在的に持っている病気という

か、そういうのもあるということが確認されている

ようなこともあるので、ここで上富から、これが１

頭もいなくなるぐらいのところまでやらないと、メ

ロンとかの被害も今のところまだ局部的なのですけ

れども、全般に広がるおそれがあると。 

 自分のところの話をして何なのですけれども、秋

口ちょっと姿見えていて、それで姿見えないなと

思ったのですけれども、この間、やっぱりサイレー

ジのところへ来て食害があるというようなこともあ

るので、ぜひこの辺についてはしっかり有害駆除に

努めてもらうということを念頭にお願いしたいとい

うふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ただいま１０番髙松

委員の御発言でございますが、同じ危機感を持って

ございますので、昨年から先ほども説明いたしまし

たが、特別にアライグマ対策として猟友会さんにお
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願いしている部分もございますので、今後も一層、

力を入れてアライグマ対策については進めていきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １５１ページの商業振興費

の持続化補助金にかかわるところでお伺いいたしま

すが、昨年、国の事業にかぶさる形で町独自の予算

がついて、非常に応募数も多く途中で増加するとい

うことで、大変、商工業者にとって恵まれた環境で

あったというふうに聞いております。 

 今年度、国のほうでこの持続化については、今、

国のほうとしてはやらないというような情報が入っ

ておりまして、引き続き町の商工業者の利用が伸び

ることが予測されますが、今年度についても例えば

最初の当初予算、これがオーバーするような状況に

なってきたときの対応というのは、どのように考え

ているのか教えてください。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員の持続

化補助金の御質問にお答えさせていただきますが、

町のほうでは委員御承知のとおり、昨年から、２８

年から３０年までを計画期間として商業振興計画を

策定いたしました。それに基づきまして、今回の事

業もあるわけでございますので、その計画期間まで

は町の独自の事業として事業をしっかりと活用いた

だくように、こちらのほうでも準備をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

 予算超えてももちろん、昨年の予算委員会でもお

答えさせていただきましたけれども、そういう場合

にも対応させていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ぜひ、たくさん声が上がる

ように商工活性化も期待するところであります。 

 あわせて、今、国のほうで進めています伴走型の

発展系として、いわゆる新規に設備投資等にかかわ

ることをしたときに、固定資産税に関して免除があ

るという制度が、新たに２９年度から商工振興の中

小企業の法案のほうで制定されたというふうに聞い

ておりますが、その利子補塡というか、大きいとこ

ろの部分はやっておりますし、その前のページにも

ありますように新規事業、それから特産品事業のほ

うでも予算はついておりますが、なかなか今、上富

良野で現状、大きな投資というか、そちらのほうの

投資は伸び悩んではいますが、それらを後押しする

ような何か得策というのは、もしそういった手挙げ

がされてきたときに、町としてどのように対応を考

えているか。大きいところの、大きいところと言っ

たらちょっと語弊がありますね、企業振興条例で

なっているところの部分は十分網羅されております

が、小さいところ、本当に零細企業にかかわるとこ

ろの設備投資にかかわるところの後押しというとこ

ろは、どういうふうに考えられているか教えてくだ

さい。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員のただ

いま御質問にお答えいたします。 

 企業振興措置条例の中に、大規模な部分について

は、例えば固定資産税の免除でありますとか、２分

の１に相当する分の助成ですとか、そういう制度が

ございます。 

 また、小規模のそういう投資につきましても企業

振興措置条例の中で、一定の支援制度はある状況に

ありますけれども、多分、委員がおっしゃっている

ようなことに対応できるかどうかについては、個別

の事案でないとわかりませんので、それは何とも言

えないのですけれども、例えばそういう有効的な事

業があれば、さらにその効果が上がるように、そう

いうようなことが期待できるというようなことにな

れば、そういう個別の事業としてまた検討してもい

いのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 本当にちょっとした機械の

更新だったりとか、動産の投資にかかわるところと

いうのは意外に細かいところあるのですけれども、

非常にその分、今までそういったものに対する保護

というか、補助というのがなかなかなかったですけ

れども、今、国としても中小企業、中小企業という

か中小零細企業ですね、そういうところについても

なるべく新たに設備のほうに投資ができるようにと

いう国の流れもありますので、ぜひその辺、商工会

と連携を図りながら小規模事業者にとって、さまざ

まな活力が戻るような政策というのをとっていただ

きたいと思いますので、その点、最後にお伺いしま

す。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員のただ

いまの御質問でございますけれども、商業振興計画

の中にも多分、合致するようなことでないかという

ふうに思っていますので、商工会とそちらのほうと

いろいろ情報交換しながら、その事業のあり方につ

いては一緒に検討させていただきたいというふうに

思いますし、そういう御提案があれば、行政側のほ

うでもいろいろな支援策について、いろいろと考え

ていくようなことで臨みたいというふうに考えてい
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ます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） １５７ページの十勝岳温泉

地区振興対策費、こちらの積立金、十勝岳地区振興

基金積み立てというところを確認なのですが、現

在、予算説明資料の１１ページで十勝岳地区振興基

金、積立額が３,０００万円少々ありますが、この

基金についての目的、本年度はジオパーク認定に向

けて申請の大切な年であり、今後、観光においても

十勝岳地区の振興は欠かせないものと考えておりま

すが、実際、この３,０００万円使い道、ないし基

金自体の目的というのを、内容を確認させていただ

ければと思います。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ９番荒生委員のただ

いまの十勝岳地区の振興基金に関する御質問にお答

えさせていただきます。 

 この基金につきましては、十勝岳地区の観光振興

でありますとか、基盤整備でありますとか、環境保

全、これらにその事業があったときに、その財源と

して使うことなり、この基金の運用益を利用して、

十勝岳の振興のために使う基金ということでつくら

れた基金ということでございます。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 私もまだ議員になりまして

日が浅いのですが、この積み立てている基金、近

年、使用実績というのはないのですけれども、将来

的な展望、また、近々に何か事業計画等々があれば

確認させていただきます。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ただいま９番荒生委

員の御質問ですけれども、最近、町が所有していま

す白銀荘の屋根とか、そういう大規模な改修に伴っ

てこちらの基金のお金を充当いたしまして、そうい

う事業も行われております。 

 今後、今、基金を財源として何か行う事業という

のは、現在のところは、今の時点では想定していな

いところでございます。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 関連なのですけれども、当

然、３,０００万円という金額、これからも大事に

積み立てていきながら、そこの振興を図るべきだと

思いますが、現在、喫緊の課題として今、浮き彫り

になっているのは、あそこの水のインフラ整備だと

思うのですよね。現に雪解け、融雪時においては地

域においてもパイプラインが切れてしまうこと

等々、また、常に水がれがする状況になっておりま

して、実際問題として営業時間の短縮であったりと

か、当然、来られた観光客の利便性が損なわれると

いう現状もございます。 

 国立公園内ということで、大規模な工事というの

は難しいことも当然理解はしておりますが、今、町

としてもジオパーク構想で十勝岳だけではないです

けれども、上富良野町の宝でもあるあのエリアとい

うのを大きく伸ばしております。まず、そういった

ライフラインでもあります水のインフラ整備部分と

いうのは、やはりこれは町のほうでしっかり責任を

持ってやっていくべきだと思うので、計画的なこと

をそろそろ準備していく必要があると思いますが、

この点はいかがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員のただ

いまの御質問でございます。 

 具体的に個別の事業というのは、現在のところは

ちょっと持ち合わせていないところでございます

が、やはり季節的に水が不足するというようなこと

は、十勝岳地区の温泉旅館のほうからの情報として

は仕入れているところでございまして、それは一つ

の課題だというふうに思っております。 

 しかも毎年、比較的、恒常的にそういう状況が生

じているというのも認識しているところでございま

すので、それについては今後、個別の何か効果的な

事業があるのかないのか、温泉地区の皆さんとも情

報交換しながら、そういう組み立てが必要というふ

うに判断したときには、何らかの形の事業化という

のも必要かなというふうに思っていますので、今

後、そういうところではいろいろと協議をさせてい

ただきたいなというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ぜひ、町長にお願い、お願

いではないですね、そういった現状が担当レベル、

そして現場レベルで非常に起きている。当然、その

ことを町長部局も御承知とは存じ上げております

し、また、昨年も私、同じ質問させていただいた中

で、町長みずからがそういった十勝岳エリアの特に

ライフラインの水に関するところというのは、思い

をともにしているというお答えもいただいておりま

すので、こういったものを何というのでしょうか

ね、不便な、不評が流れてからではもったいないの

で、あれだけすばらしい環境もあって、御承知のと

おり、外国人観光客が今、非常にあのエリアにふえ

ております。 

 何とかこういったものを一日も早く、安定的な供

給ができるようなものを恒久的に整備をしていただ

きたいというふうにも考えておりますが、いかがで

しょうか。 
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 あわせて、非常にジオと関連もするとは思うので

すけれども、遊歩道の整備なんかも温泉エリアの方

と一部山岳会の人たちなどが手弁当で、草刈りや遊

歩道整備などもされておる現状でございますので、

ぜひあの辺の自然の魅力であったりとか、景観のす

ばらしさを今後とも継続できるようなことのほうに

回すことが望ましいと考えますが、いかがでしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の十勝岳の

水源の確保についての御質問に、私のほうからお答

えをさせていただきたいと思います。 

 まず、特に飲料水の確保がなかなか厳しくなって

いる季節的に枯渇する時期がどうしてもあると、あ

と古い給水管を老朽化していることで、よく水が来

ないというような実態も把握をしております。た

だ、基本の考えですが、水道法に基づく給水エリア

からも外れていることもあって、町が全部ホテル・

旅館の水を全て確保することはなかなか難しいかと

いうふうに思いますが、ただ、何年か前に凌雲閣の

駐車場のトイレ、あそこも水が来なかったことも

あって、あそこは北海道が管理をしていますが、町

と北海道と協調して受水槽を確保するなり、そうい

う中で町としても水を確保するというのが大きな課

題であります。 

 そういった意味では、そういう基本的な水の確保

策を町がする中で、それぞれの各旅館さんがそれを

利用できるようなそういうことができないのか、ま

た、その水源がどこにあるのか、そういうことも含

め課題は十分認識をしてございますので、そういう

研究をさらに進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） １５７ページなのですけ

れども、今の質問や何かにも関連していくのかなと

いうふうに思いますけれども、十勝岳地区の委託料

ということの中に、登山コース及び冬期コースの整

備というのがあるのですけれども、この登山コー

ス、誰にどのような形でお願いしているのか。ま

た、冬期間のスキーコースの整備についてもどのよ

うな形で行われているのか、時期などについてもお

知らせをお願いしたいというふうに思うのと、この

間も言われたのですけれども、今冬というか、本当

に十勝岳にスキーやボード、スノーシューによる登

山者がたくさんいると。まして、それが外国からの

人たちが多いと、それに対しての適応というか、そ

れが十分にできているのかどうかということを懸念

する声があったのです。 

 それと注意喚起、自分があった中では、両脇の除

雪した雪の上をスキーで下ってくるというような場

面に出くわしまして、びっくりしたのですけれど

も、そういうことなんかに対しての懸念、観光はい

いのですけれども、それで事故が起きてしまうと大

変だということが見て取れるので、それらについて

もどのように対応していくつもりなのか。近々にこ

れやらなければならないことなのではないかと思う

ので、質問したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） ただいまの髙松

委員の御質問にお答えいたします。 

 十勝岳コース及び冬期スキーコース整備でござい

ますけれども、委託のほうは山の経験値が必要なも

のですから、上富良野十勝岳山岳会というところ

に、山の知識を持っている団体のほうに委託をして

いる現状でございます。 

 登山コースにつきましては笹刈り整備、クマザサ

の草刈りということで、６月から８月の間に現況を

把握してローテーションでやっていると。あと、ス

キーコースにつきましては、１２月から２月の間に

大きなスロープ、あと三段山スロープ等々で雑木

等、スロープのところで細かい枝のところを切った

り、枝払いというような作業でございます。 

 もう一つは、インバウンド対応なのですけれど

も、昨今、バックカントリーを含め夏山につきまし

ても外国人の方が若干見えているという状況を、国

立公園を管理している環境省のほうでも問題を課題

としておりまして、インバウンド対応の統一的な看

板の整備ができないかという協議を各いろいろな会

議で起こして、ここだけではなく大雪山国立公園エ

リア全体としてどうしていくかというような検討を

しているところでございます。 

 あと、バックカントリーの除雪の雪山になってい

る上を走ったり、道路に間違っておりてくるという

ことなのですけれども、上富良野のエリアにつきま

しては、登山コースの登り口が凌雲閣前の駐車場、

あと富良野思惟林の駐車場、白銀荘という３点に絞

られておりますので、そこに英語表記の注記喚起を

する看板を設置して啓蒙しているところでございま

す。 

 また、地元の交番、警察のほうとも協議して、パ

トロールというものも逐次お願いして、事故の起こ

らないように対応しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それで地元の人たちが事

故の発生者にならないようなことも含めて、やはり

そういうことを喚起するようなことをぜひ今からで
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もいいですから、防災なんかで少し流してもらえた

らどうなのだろうなと思ったりもします。そういう

ことでよろしくお願いしたいと思います。 

 国のやることを待っていたら、この地域としては

やはりちょっとおくれをとってしまうような形にも

なるかも、禍根を残すようなことになるかもしれま

せんので、ぜひ予算とかそういう措置が必要なのか

と思いますから、よろしくお願いしたいと思うの

と、できれば何かの形で増額してでも看板をふやし

てもらえたらというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） 答弁要りませんか。

（「お願いします」と発言する者あり） 

 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １０番髙松委員のた

だいまの御発言に関する答弁をさせていただきます

が、現状、現場のそういう把握をしっかり努めまし

て、必要な対応を図っていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 同じページの同じところの

温泉地区の振興対策費で、委託料の今の質問の上の

二つ、施設維持管理と公衆トイレの管理ということ

で、年間を通じてやっているわけで、たしか冬期は

やっていないですよね。いつからいつまでなのか、

そしてどういう場所なのか、どういう仕事内容とい

うか、任務なのか。その任務というのは、例えば軽

易な警備みたいのが入っているのか、トラブルだと

か、看板、私物というのですか、設置しているそう

いう看板も抜かれているというような話もあります

ので、そこら辺を一括してお聞きしたいなというふ

うに思います。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） ただいまの今村

委員の御質問にお答えします。 

 十勝岳温泉地区施設維持管理業務の内容でござい

ますけれども、十勝岳温泉園地トイレの整備という

ことで、凌雲閣前の駐車場の簡易水洗のトイレの清

掃整備と周辺の清掃をしているところでございま

す。 

 もう一つが、吹上温泉エリアの整備ということ

で、ともにトイレにつきましては、４月のゴールデ

ンウィーク前後から１０月３１日という期間で、凌

雲閣前のトイレ及び吹上温泉の簡易トイレの清掃・

整備をやっていると。吹上温泉広場につきまして

は、周辺のごみ拾いと冬期の除雪等を中心として

やっているところでございます。 

 以上、十勝岳温泉維持管理の委託業務の整備でご

ざいます。 

 あともう一つ、トイレ管理ということで４１万

８,０００円につきましては浄化槽、簡易浄化槽を

持っていますので、それの保守点検の整備というこ

とで計上させていただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 吹上温泉に町の住民の方が

看板を設置しますよね、それが抜かれるとか、ある

いは町外の方だと思うのですけれども、トラブルが

あると。軽易ないざこざだとか、そういったことも

しっかり管理していかないとならないのかなという

ふうな感じがするのですけれども、今、年間を通じ

てでなくて、ゴールデンウィークから秋口までとい

うことで、冬もあそこも車がよく来ていますよね。

そういったところもやっぱりもう一つの盲点になっ

ているのかなと思うのですけれども、今後もそう

いった冬に対する対策とか、そういったものを考え

ておられないのか、今後は考える余地があるのか、

私は、やっぱり冬もやっていかなければいけないの

かなと。トイレとかの管理は、冬は要らないと思い

ますけれども、そこについてお聞きしたいなという

ふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 吹上地区のこと

だと思うのですけれども、駐車場につきましては、

委託先の振興公社のほうで重機を持っておりますの

で、できる限りの除雪をしているということと、あ

と、駐車場から温泉の浴槽までにつきましても除雪

をしております。また、あそこには結構、好んで来

られる有志の方もおりますので、そういったボラン

ティア作業もしているということでございます。 

 ただ、エリアがあくまでも山岳地域なものですか

ら、市街地のように除雪したからあしたの朝までい

いということではなくて、除雪した後、風ですぐ埋

まってしまうという状況があるので、それらの状況

に応じて適宜対応しているということで、こちらの

ほうも指示しておりますし、現場のほうでも気象条

件を把握しながら、冬の管理をしているということ

で御理解いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） １４９ページ、企業振興補

助費についてお伺いをしたいと思います。 

 まず、企業振興補助、約倍額以上になっていると

いうことは、企業が進出して来ているというような

ことかと思います。好ましい状況だと思いますが、
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そこで何点かお聞きしたと思いますが、補助の固定

資産補助ありますが、今まであった施設を次の経営

者がかわって引き継ぐと。そこに前にも固定資産補

助をしていたのかいなかったのか、ちょっと確認で

きませんが、そういうようなときの事例として、経

営者がかわった場合、固定資産補助の取り扱いにつ

いては、どのようになっているかをまずお尋ねをし

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １番中澤委員のただ

いまの固定資産、企業振興措置の関係の固定資産の

分に係る御質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

 所有者なり経営者がかわった段階で、町のほうの

対応といたしましては、要するに仕切り直しという

ことではないですけれども、新たな事案として取り

扱わさせていただいているというふうな運用をして

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） それではちょっと、企業名

言うのはあれなのですが、観音様の近くにあった企

業、そこにはいただいた資料では、固定資産補助や

何かは出されていないのですが、そことの差という

のはどのようなことなのかを。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 今の工場等の指

定企業につきましては、計画段階では等価固定資産

というものがあったのですけれども、実際には機械

が大きな固定資産だったのですけれども、レンタル

ということで固定資産台帳に載っていなかったもの

ですから、計画とは違って固定資産補助の該当にな

らなかったということで、今回、予算計上していな

いところで御理解願いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） よくわからなかったのです

が、わかりました。 

 それで、次の雇用補助についてちょっとお聞きを

したいと思いますが、雇用補助の条件というのはど

のようになっているかをまず確認したいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） ２９年度の補助

金全体の雇用の計画ということでお答えさせても

らって（発言する者あり）わかりました。 

 雇用補助の対象につきまして、中澤委員の御質問

にお答えします。 

 雇用補助の対応なのですけれども、操業を１年開

始して、そして補助申請時にさらに１年を経過した

常時雇用者を、さらに町内居住者の方を補助の対象

としているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） わかりました。 

 それで認識としては、常勤であるということがま

ず条件であった、それもあったような気がします

が、そうなってくると、例えば回転しているという

か、そのときが夏季間だけとか、そういうのは常勤

扱いにはならないという認識でよろしいのでしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 中澤委員の御質

問にお答えします。 

 期間限定のパートにつきましては、常勤という扱

いにはなりません。町としましては、雇用の被保険

者証の写しをもって、１年、常時雇用されていると

いうような確認をもって補助しているところで、御

理解願いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） ということは、今、資料い

ただきましたけれども、平成２９年度についての雇

用補助については、あくまでも想定というようなこ

とで、実績を見て、そこに補助が出されるという認

識でよろしいでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 今年度、予算計

上しているのは、あくまで事業計画に基づいた想定

ということ、事業費に基づいた予算措置をしており

まして、申請時に全て確定してから補助を交付する

という形でございます。ですから、そのときに１年

の常時雇用が確認できない場合は、当然、補助の対

象外ということになります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １３７ページの新たな農

業担い手育成支援補助という形に計上されておりま

す。恐らくこれは、営農開始して５年までという限

度がついているのかなというふうに思いますが、こ

れは２件ということで、実際どういうような就農状

況になっているのか。例えば、御夫婦２人で就農し

た場合、それぞれ１人に対して支給されるのか、そ

の基準等も含めて今年度はどのようになっているの

か、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員のた
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だいまの御質問にお答えをさせていただきたいと思

いますが、この新たな農業担い手育成支援補助につ

きましては、新規就農を予定されている方を受け入

れる指導農家さんへの助成でありますとか、新規就

農するために研修される方の家賃の助成ですとか、

そういう経費になってございまして、多分、今、委

員おっしゃった部分については、国の１５０万円と

いうのがあるのですけれども、そちらのほうを言わ

れているのかなというふうにちょっと思っているの

ですけれども、それらについては委員おっしゃるよ

うに、夫婦で例えば就農する場合に、条件によって

はお二方とも対象になるということになってきま

す。 

 今、御質問ありました新たな農業担い手育成支援

補助につきましても、御夫婦でどうのこうのという

よりも条件に合致すれば、事業の対象になればなる

ということになりますが、多分、御夫婦でというこ

とになると、次のページの農業次世代人材投資事

業、こちらのほうを重複とは言いませんけれども、

御夫婦でも就農するまでの研修期間でありますと

か、そういう部分に対して国の制度として活用され

る、該当する場合は、場合によってはございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次世代の投資事業交付金

でありますけれども、これは見ましたら、準備型と

経営開始型があるというふうに書かれていたかとい

うふうに思いますけれども、これは対象になるとい

うことであれば、これはどちらのほうが該当になる

のか、ちょっと制度としてよくわからないものです

から、お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員のた

だいまの御質問にお答えをさせていただきますが、

就農準備の研修については、こちらのほうについて

は夫婦で申請した場合には、両方該当になります。 

 また、新規就農につきましても、例えば経営がそ

れぞれ別とか、そういうことは普通あり得ないので

すけれども、そういうような違う形態になればそれ

ぞれに就農給付金が、あと年齢要件等もございます

けれども、合致すれば交付されるというふうになり

ますけれども、私どものほうで今回計上しておりま

す３００万円につきましては、旧青年就農給付金で

すが、こちらは町のほうの予算になりますけれど

も、準備型の部分について、北海道農業公社のほう

から直接の給付金になりますので、本町の予算の中

には計上されない、そういう仕組みになってござい

ます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） １４９ページ、企業振興対

策費のうちの新規開業・特産品開発事業補助につい

てお伺いします。 

 そのうちの後ろのほうの特産品開発事業なのです

けれども、確認という形なのですけれども、従来の

実績、補助金を使った新たな開発商品それらのつく

り上げたというか、そういう実績をちょっと教えて

いただければと思うのです。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番竹山委員のただ

いまの御質問にお答えをさせていただきます。 

 この特産品開発事業補助につきましては、平成２

８年度から発足した補助制度でございまして、２８

年度においては、こちらのほうを適用した事業とい

うのはございません。ただ、過去において、この事

業の該当条件といたしましては、地元の農畜産物を

原料とした加工品なり商品、それを開発したときに

従来の新規開業、新規開店事業に上乗せして支援を

するというものでございますので、過去にはそうい

う地元の原材料を使ったものがあったのですけれど

も、残念ながら２８年度から発足させた事業なので

すけれども、２８年については該当がなかったとい

うことで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） 今回も２回目の予算計上と

いうことになりますけれども、現在、その辺の情報

というのはつかんでいるのはあるのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ただいまの８番竹山

委員の御質問にお答えいたしますが、今のところ、

そういう見込みというのはないのですけれども、い

ろいろと年度途中にでも、そういうものが出てきた

場合にも対応できるような体制を整えたいというこ

とで、予算計上させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） この事業について、以前、

地元で農家の方がいろいろ自分で収穫した物を加

工、製品にして店頭に並べて販売されていますけれ

ども、これらについてはサービス業、主に飲食業に

なるのですけれども、そういう中のメニュー開発と

か何かにも該当させることはできるのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番竹山委員のただ

いまの御質問にお答えさせていただきますが、一

応、この事業の想定としては、お試しとか実験とか

検証とかというところには、この制度は該当はしな
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いのですけれども、やはり製品化なり商品化これが

顛末として、結果として残ると、そういう事業を対

象にしているということでございますので、試験的

な事業には該当はしないということで御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） 今、言われた試験的にはと

いう中でいきますと、あくまでも完成品として表に

出してＰＲをして、認知をいただく物でなければ該

当にならないということですか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番竹山委員の御質

問にお答えいたします。 

 結果的に製品化・商品化なりの結果を事業として

は求めているところで、ただ、その過程の中におい

て試験的な経費、ソフト的な経費については対象経

費としているところでございますけれども、最終的

には先ほど言いましたように商品化・製品化、それ

がしっかり経済行為につながるということが、必ず

クリアしなければならない条件ということでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） １３９ページです。確認

ですが、収益向上作物の生産振興事業ということで

ありますけれども、この振興作物というのは以前、

私も聞いたことがあるのですが、ポップ、シソ、ブ

ドウ、それから薬草、そういう関係のような気がし

ておりますが、そのほかにふえた作物があるのかど

うかということと、それからそれらの作物の品目別

の面積、それから継続している方もおられると思い

ますが、その方は何軒ぐらいいらっしゃるのかとい

うことを確認をさせていただきたい。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番中瀬委員の御

質問にお答えをさせていただきますが、作物につい

ては事業発足から、特に増加ということは現在のと

ころございません。今回の予算措置の中でも、従来

どおりの指定作物という範囲で予算計上をさせてい

ただいています。 

 あと、作物の面積とかは、今、資料を持ち合わせ

てございませんので、後ほど、対象作物の町内の作

付面積ということでよろしいのですか。そちらのほ

う、ちょっと至急用意をさせていただきたいという

ふうに思いますので、御容赦いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） 今回、平成２８年の

実績でよろしいでしょうか。平成２８年の実績とい

たしましては、全部で１０件の事業採択がございま

して、更新事業として対象としたものにつきまして

は１件ということになってございまして、その対象

作物についてはハウスメロンということになってご

ざいます。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 今、答弁いただきました

けれども、この作物は、この収益向上作物を取り入

れる段階から変わっていないということであります

けれども、今後、この作物以外の物を取り入れる考

えはないのかということと、今、先ほどから言って

おります、ホップ、シソ、ブドウ、それから薬品関

係なのですが、これらというのは非常につくる段階

では、取り組みづらい部分のものがあるというよう

な気がしておりますけれども、例えば、農家からの

希望というか、需要があれば、作物を別に検討する

考えはあるのかということをお伺いします。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番中瀬委員のた

だいまの御質問にお答えさせていただきますが、も

ちろん作物によって農業所得が効率的に上がると

か、そういうような作物であれば、その辺は個別に

検討しながら指定作物に加えていくことは、やぶさ

かではないというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １５３ページの観光振興

計画推進事業という形で予算が計上されておりま

す。恐らく２７年度には、観光ガイドの育成等々だ

とかモニターツアーだとか、実施されていたかとい

うふうに思いますが、今年度のこの内容等はどのよ

うな事業内容になるのか、この点についてお伺いし

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 米沢委員の今の

御質問にお答えいたします。 

 観光振興計画推進事業の本年度の事業内容ですけ

れども、今年度に引き続き閑散期対策のメニュー化

に向けたワーキングというもので、この町独自の閑

散期対策のメニューを創設するというようなことを

ことを目途として考えております。 

 その中に閑散期、ことしはインバウンドで閑散期

ということだったのですけれども、ことしやった中
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では閑散期に含めて必要に応じてインバウンドも含

めて対策をするという中身で、ワーキングでこの町

のメニューをつくっていきたいと考えているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、当然、外

国客の誘致も含めた対策になるのかなというふうに

思いますと、あわせて、これは一般の観光客も対象

になる事業の範囲に入っているのかなというふうに

思いますけれども、その関連性等はどうなるのかな

というふうに思います。この点お伺いします。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 米沢議員の御質

問にお答えします。 

 あくまでも閑散期対策ということで、基本は日本

人でありますけれども、閑散期の、やっぱり日本

は、春・夏・秋までが大体動きでありますので、ど

うしても閑散期対策となると、ターゲットが外国人

になりますので、それも含めて。基本は日本人向け

ですけれども、同じようなメニューを、インバウン

ドのお客さんにも対応できるというメニューづくり

を協議していきたいと考えています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 非常に今、インバウンド

対という形の事業が取り入れられておりますし、上

富良野町においても去年、そして今年度という形の

中で、さらに事業内容が発展させられるということ

で、非常に喜ばしいことだというふうに思っており

ます。町民の方も、また、事業者の方もこういった

部分にもっと目を届けてほしいというような声が聞

かれているかというふうに思います。 

 それでお伺いしたいのは、あわせてお伺いしたい

のですが、この間、いろいろとインバウンドと言っ

ても地域を案内できる人だとか、そういうようない

わゆる人材アカデミーという形で育成もされてきて

おりますが、そういう人たちの観光ボランティアと

いう形にはなるかどうかわかりませんけれども、そ

の育成の状況というのは現在どのようになっている

のか、あわせてお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 観光に関する人材の育成ということで、今、委員

おっしゃったとおり、人材育成アカデミー等も通じ

て、観光をテーマにしたそういう研修も行ってまい

りました。 

 さらに、観光振興計画に基づきます推進事業の中

でも、そういう人材育成事業を行ってきておりまし

て、本年から人材育成アカデミーの事業を継続する

形で、観光振興計画の推進事業ともリンクしなが

ら、いろいろそういう観光の人材については育成を

進めているところでございまして、ことしも具体的

に業として、観光のツアーガイド等々を行えるよう

なそういう業として成り立つような、それに結びつ

くような研修も現在進めているところでございまし

て、今後におきましてもそういう業にしっかりとつ

ながるような、そういう実のある研修なりそういう

事業、活動というものを進めていきたいというふう

に考えております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） あわせてお伺いしたいの

は、いわゆる観光事業計画の中で前期と後期という

形で、ハード面とソフト面のという形の整備がされ

ております。 

 そういう意味では、人材育成という点ではソフト

面なのかなというふうに思いますが、今回、観光計

画に基づいた、今、一部御紹介もされましたけれど

も、ハード面・ソフト面で言えば今年度、昨年度は

確かに道路の整備もあったのかなと思いますけれど

も、地域の見晴らし景観のいいところについては、

駐車帯も一定整備しなければならないというような

計画もありますので、この点についてお伺いいたし

ます。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 全く計画どおりに進める気持ちは重々持ってござ

いますので、今後、しっかりと計画に近づけるとい

うよりも、計画に沿った形でいろいろ事業を展開し

ていきたいというふうに考えてございますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １５７ページの吹上温泉

のいわゆる白銀荘ですね、非常に観光客の方も来

て、あの地域で足湯など結構盛んにやられていると

いうような環境もありまして、自然環境、いわゆる

保全地区でなかなか許可というのは厳しいのかなと

いうふうに思いますけれども、一定、観光客があそ

こに来れば、足湯につかれるというような運びもい

いのかなというふうに考えますが、その点はどうで

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問にお答えしますが、やっぱり誘客のための一つ

の仕掛けとして、委員おっしゃるとおり足湯等もご
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ざいます。あると思いますけれども、いろいろそれ

も含めまして、お客さんが来ていただいて、快適に

過ごせる施設になるように努力はしていきたいとい

うふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） 観光振興計画推進事業に

係る委託の内訳ということで資料にもらっているの

ですけれども、これらに参加する範囲というか、人

たち、どれぐらいの実績を見越しているかお聞きし

たいと思うのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 補足の要求資料

の説明なのですけれども、ワーキングにつきまして

は、観光振興部局、町と観光協会両輪で走ると。そ

の間に商工会とか、あと住民会とか旅館協会とか構

成団体がありますので、その組織から推薦をいただ

いた中でワーキングを進めていきたいと考えており

ます。それに伴って有識者とか、あといろいろ助言

受けなければいけないものですから、そういった経

費ということで、この内訳資料を提出させていただ

いているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それで、ここで人数が主

任研究員１５人日ということで、延べで１５日間来

てくれるということなのだろうと思うのですけれど

も、これらに対してやはりどのような会社をどうい

うふうに頼むかということもあるのかなと思うので

すけれども、目新しいところという言い方をしたら

語弊があるかもしれませんけれども、その辺を見越

しているのかどうかもお伺いしたいと思うのですけ

れども。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １０番髙松のただい

まの御質問でございますが、こちらの委託事業者に

つきましては、観光振興計画にかかわっていただい

た事業者と随意契約でずっと進めているところでご

ざいまして、計画との連動なり関連性も含めまし

て、そういう有利性があるということで随意契約を

して、同じ事業者にお世話になって進めているとい

うことで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、５款労働費か

ら７款商工費までの質疑を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は、１０時４０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時１９分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

 次に、８款土木費の１６０ページから１７７ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） １６１ページの土木総務費

一般管理費の中の印刷製本費これは何で、例えば単

価がお幾らで、製造してできたものはどのように配

られているかというのがわかりませんので、確認さ

せてください。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ９番荒生委員の印

刷製本費についての御質問でございますが、まず、

この部分につきましては道路網図というのがござい

ます。この道路網図には、種類が市街地と郊外とい

うのに二つに分かれています。これが相当古くなっ

てきておりますので、市街地についてのみ今回印刷

で地図をつくるような形としております。 

 それと金額については、見積もりを取って計上さ

せていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） １７５ページの建設総務

費の中の委託料というところで、公共施設の石綿分

析浮遊調査というのが入っているのですけれども、

これは何カ所の調査を行うのか。また、どのような

方法で行うのか、その結果、どういうふうにしてい

くのかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １０番髙松委員の

石綿の調査についての御質問でございますが、ま

ず、調査実施施設につきましては２施設ございま

す。石綿含有調査でございます。特別養護老人ホー

ム、町立病院でございます。 

 それと、次に、粉じん浮遊量調査でございます

が、９施設、測定箇所が５０カ所ございます。補足

説明資料にも出ておりますけれども、そのように

なっております。次に、煙突の閉塞の工事でござい

ますけれども、これにつきましては５施設の７カ所

を予定しております。 

 調査しまして、大気汚染防止法の施行規則により

まして、大気中の石綿濃度が１リットル当たり１０

本以上でありますと、やはりこういう部分につきま
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しては措置をしていかなければ、石綿の除去等もし

ていかなければいけないというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） 数年前にもやられている

かと思うのですね。各施設の中で確実に石綿を使っ

たというか、いうようなところをやっていると思う

のですけれども、その後、新しくまたやらなければ

ならないような状況になっているのは、法の改正と

か何かが絡んでこういうことになっているのかお伺

いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １０番髙松委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 石綿障害予防規則が、平成２６年６月に改正され

ましたことから、その中で新たに煙突用の断熱材も

加えられましたことから、今回、調査に入るという

ことになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） １７５ページの町営住宅の

管理費の工事請負費の中の宮町団地集合煙突の修理

というのは、どういう内容なのですか、教えてくだ

さい。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ７番北條委員の

御質問にお答えします。 

 宮町団地集合煙突改修につきましては、宮町団地

１棟につき２本ずつ集合煙突が立ってございます。

材質としましては、セラミックブロック造になって

おりまして、６２年、６３年に建設したことから経

年劣化、目地の部分から経年劣化があり、そこから

雨水が漏れているような状況になってございます。 

 何年か前からモルタル、コーキング等で修繕をし

ていきましたが、なかなか水がとまらないというこ

とで、本年度、板金で加工して修理をするというよ

うな工事を計上してございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） １６９ページの公園費一般

管理費、この工事請負費の中の桜つづみ植栽及び剪

定、この事業に関しては昨年もありまして、昨年度

の８２万円に対して金額が増額しておりますが、そ

の内容等々の御説明お願いします。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ９番荒生委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 本年度におきましては、桜つづみにつきまして

は、例年、大体４５本ぐらい植えておりますが、今

回、開基１２０年ということでありまして、ニトリ

さんの御理解をいただきまして１２０本ということ

で、島津公園に植える予定をしおります。島津公園

を桜の名所にしたいなというふうにも考えておりま

すことから、重点的に島津公園に植えるようにして

おります。 

 また、１２０本ですから１２０人か、もしくは１

２０組で植えてもらおうかなというふうに、今度、

記念植樹ということで考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 記念植樹の日程は、実際に

もう決められているのですか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ９番荒生委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 記念植樹の日程でございますけれども、今のとこ

ろまだ決まった日程はしておりませんけれども、５

月の中ぐらいに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １６５ページの橋梁改良

費で、目視点検というところの予算がついておりま

す。この点で言えば、３６橋の１,９００万円とい

う形になっておりますが、これは人件費等の内容に

なっているのかということと、あわせて総体的に去

年もずっと継続的な事業としてされておりますが、

町の橋梁部分で言えば、大体何割ぐらいこれで終了

するようになるのか、目視点検がですね、お伺いい

たします。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 橋梁の点検でございますが、近接目視ということ

で、上富良野町には橋梁が１２０橋ございます。こ

れにつきましては、道路法の改正に伴いまして、法

で定められた部分でございますので、この部分につ

きまして、平成２８年度につきましては４４橋、新

年度につきましては３６橋、３０年につきましては

４０橋を３年間で点検を行うというふうに考えてお

るところでございます。 

 済みません。追加ですけれども、橋梁長寿命化の
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近接目視につきましては人件費、それから高所作業

車等を専門の機械が要りますので、そういう部分が

全部ふくまさっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次にお伺いいたします。

１７０ページの島津公園の公園管理費で、工事請負

費の施設の補修という形でのっておりますけれど

も、この部分というのはどういう内容なのか、

ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 公園担当主幹、答弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） １１番米沢委員の

質問にお答えいたします。 

 島津公園の工事の補修の関係ですが、古いほうと

いうか駐車場の近くのトイレ、壁がかなり、タイル

張りはがれてきていますので、その辺の補修と、あ

とベンチとかテーブルが古くなってきてかなり腐っ

てきていますので、その辺の補修と、あと小さい新

しいほうのトイレの近く水飲み台、コンクリートが

劣化してきていますので、その辺の補修を考えてお

ります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、前から

言っておりましたけれども、トイレのドアの開閉の

部分というのは、今回この予算の中にはのっていな

いのかどうなのか、確認いたします。 

○委員長（村上和子君） 公園担当主幹、答弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） １１番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 ドアの自動ドアが現在もうつくられていなくて、

部品がないということで、あのドアを昨年外して、

朝にシャッターをあけて夜閉めますので、ドアは要

らないということで、ドアを撤去して終わらす形に

しましたので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかに。 

 ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） どこで質問するかなと悩ん

でいたのですけれども、１６１ページの土木総務一

般管理費ということで、負担金・交付金、ここら辺

で質問できるかなと思っています。 

 質問内容は、十勝岳が噴火して泥流が流れた場

合、大正末期、昭和初期に流れてきたマップがあり

ますよね、今までのマキシムのやつ。美瑛町のほう

のほうは国が担当していると、上富良野町は道が担

当しているということで、進捗状況にも差があると

聞いておるのですけれども、上富良野町の泥流を阻

止するダムというのですか、計画に基づいて何％完

成しているのか、今後の予定はどうなのか、わかる

範囲で教えてほしいなというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番今村委員の砂

防工事の進捗状況についての御質問にお答えさせて

いただきますが、ちょっと今ここで北海道の部分の

資料を持参していませんので、申しわけございませ

んが、後からでよろしいでしょうか。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 急な話だと思うのですけれ

ども、間もなく、いつ噴火してもわからない周期が

近づいてきていると思うので、町民も非常に関心が

あるところだと思うので、ひとつよろしくお願いし

ます。 

○委員長（村上和子君） 後ほどよろしくお願いし

ます。 

 ほかにございませんか。 

 ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） １６９ページの委託料、中

央コミュニティー広場と駅前駐輪場の管理の関係な

のですけれども、金額の内訳をまず教えていただき

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 公園担当主幹、答弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） ８番竹山委員の質

問にお答えをさせていただきます。 

 委託料の関係ですが、まず、コミュニティー広場

の横の駐輪場の掃除と駅前のプランターに飾ってい

る花の維持管理とセントラルプラザの横の駐車場、

テント張ってあるあそこの草刈り、あと駅裏という

のか、渡って裏側の跨線橋ありますね、あそこの掃

除、それと裏の木の枝払いと芝生の芝刈りというこ

とになっております。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） わかりました。 

 それで駅前の駐輪場ございますね、あれの屋上と

いうか、屋根というか、あそこ渡るところからドア

ついて入れるように、施設と言っていいのか、なっ

ているのですけれども、あそこの活用を有料か何か

でできるのでしょうか。今までの事例、何かあった

ら教えていただきたいと思います。そして活用がで

きたときには、料金の設定ですか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ８番竹山委員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 駐輪場の屋上につきましては、そこにドアがつい

ていますけれども、これにつきましては管理用のた

めのドアでございますので、通常はいつも施錠して

おるところでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） 駅おりての場所的にも、あ

いているスペースというふうにとらえていたのです

けれども、そういう申し出があれば利用させていた

だけるというのは、考えられることになるでしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ８番竹山委員の御

質問でございますけれども、管理用のために防水し

ていますので、管理用のためにドアついているので

すけれども、今後の活用ですけれども、やはり危険

な部分もございますし、その辺は確認をして使える

どうかというのはちょっと、私としては使えないと

いうふうに考えておりますけれども、再度、使える

かどうかというのは確認したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） 今、言われた危険というの

を起こさないようにという形であれば、それを防ぐ

ような形で対策を講じながらであれば可能性は出て

きますか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ８番竹山委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 駅前でございますので、例えばビアガーデンとか

やったとしても、やり方はどういうようなものをや

るかわからないですけれども、想定される部分で言

いますと、やはり駅前でにぎやかに騒ぐようなこと

が本当にいいのかどうかという部分もありますの

で、地域の皆さんの部分も、苦情等も出てくる可能

性もありますので、その辺も含めて検討はしていか

ないといけないと思いますが、駅のセントラルプラ

ザの横に大型テントができますので、そこを有効に

活用するというのが、やはりいいのではないかなと

いうふうに私のほうは思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） 今、特産というか、推進し

ているビールということで言われましたけれども、

物販コーナーとして、と言いますのは観光協会のボ

ランティアで、あの駅の中で案内していますと、お

土産、どこで買えますかという問い合わせが結構あ

るのですよ。それに対応するというものでちょっと

今、想定していたのですけれども、ビールパー

ティーというわけではございません。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ８番竹山委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 やはり物販コーナーとかそういうものをもし設け

るとしても、やはり雨・風とかいろいろあります

し、ちょっと合わないのではないかなというふうに

思っているところでございますけれども、検討は今

後考えてはいきますけれども、ちょっと厳しいので

はないかなというふうに私は思います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） １７１ページなのですけれ

ども、下段ですね、公園緑地等の維持管理交付金に

ついてなのですけれども、この中でいろいろ住民会

などでやっておりますけれども、この制度に取り組

まれてからもう何年になるのでしたでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ８番竹山委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 この交付金事業につきましては、平成２２年から

実施しております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） 私どもの住民会、本町でも

有志を募って作業に当たっているのですけれども、

今、言われた平成２２年からですと、もう５年経過

しているような形になろうかと思います。その中で

草刈りの機械、その関係が通常ですと使い方にもよ

るのですけれども、３年ぐらいが償却期間という形

で扱っておられると思うのですけれども、この予算

づけ９４万５,０００円の中に、当初は補助で設置

していただいたのですけれども、修理代からいろい

ろもろもろかかってくるのですよ。 

 それで住民会のほうからも年々、持ち出しが多く

なっているという現状になってきているのですけれ

ども、これはほかのところも一斉に始まって機械を

使われているのであれば、耐用年数経過という中で

新たな機械の助成については、この中には入ってい

るのか、何台分か入っているのかどうか、まずお聞

きしたいです。 

○委員長（村上和子君） 公園担当主幹、答弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） ８番竹山委員の質

問にお答えします。 

 平成２２年から実質、住民会の皆さんにお願いし

て、当初、刈り払い機とか等々機械を購入していた

だいて使用しているのですが、地区の公園によって

草がたくさんあるところとか、面積とか、火山灰と

か、場所場所によって管理の仕方が違いますので、

実際、その辺がはっきり見えてきています。 

 実際、壊れる地区は早いうちから壊れたり、それ
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だけ使用頻度、多いと思います。まして使っていな

いところは余り壊れてなくて、まだまだ使えるぞと

いう地区の形が変わってきていますので、その辺、

そこの地区に合わせた形で管理費も、機械も考えな

ければいけない時期になってきているかと思いま

す。 

 また、公園だけのお金でなく、自治推進班のほう

でも各住民会への補助制度も今つくっております

し、その辺をちょっと考えながら、今後、公園担当

も進めていきたいと思いますので、実際、機械が古

くなってきているのを確認していますので、そうい

うふうに考えていきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） そうすれば、町民生活課の

関係の住民会に対する助成金等と公園管理のほうの

予算の関係との兼ね合いを見ながら申請をしなけれ

ばならないという形ですか。 

○委員長（村上和子君） 公園担当主幹、答弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） ８番竹山委員の質

問にお答えします。 

 実質まだ煮詰めた打ち合わせはしていませんが、

始まりは公園担当のほうで全てセットして、機械を

購入していただいたものなので、実際、使っていく

公園それぞれの機械の壊れる頻度がわかってきてい

ますので、まずは一旦、公園のほうで考えさせてい

ただいて、あと自治推進班とは、その後ちょっと検

討させてもらうということで、現在は公園の担当の

ほうで動きたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） 私どもの住民会で言います

と、当初、設置したのが５台でやっていて、１台が

昨年だめになり４台、そして個人の持ち物を持ち

寄っていただいているのが５台なのです。そういう

中で、個人の人の持ち込みも使って１０人で作業し

ているのが９人になってしまうとか、そういう形で

の効率も悪くなってしまい、時間がかかるというよ

うなこともあるものですから、そういう中ではそう

いう予算づけというか、要望というか、報告です

ね、続けていきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 答弁、要りませんか。

（発言する者あり）わかりました。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １６９ページで、跨線橋

の維持についてお伺いしたいのですが、というのは

維持というか、直接かかわるかどうかわかりません

けれども、冬場、あるいは雨が降るとなると、結構

劣化したりだとかしてきまして、あそこに覆いは上

のほうはかかっているのですが、かかっていない部

分あるのですね。それをかけてほしいという要望が

ありまして、そこら辺はＪＲとの関係でいろいろあ

るのかな、お金もないというＪＲ、という大変な状

況もあるのですが、その改善ということになると、

どういう形になりますか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 ちょうど階段の部分、両側階段の部分については

上にかかっておりますけれども、線路の部分につい

てはかかっておりません。これにつきましては、Ｊ

Ｒがかけてはいけないというふうに、多分、言われ

ているからそういうふうになっていると思うので、

設計当時ですね、建設当時、そういうふうになって

いると思いますので、今後についても要望はしてい

きますけれども、認められないのではないかなとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 中富良野はどういう関係

なのか、ずっと全部覆いがありまして、そことの関

係でぜひ見ていただいて、ちょっと現場対応も含め

て相当厳しい状況になるのかなというふうには見え

ますが、ちょっと考えていただく余地があれば、ぜ

ひ対応していただければというふうに思っていま

す。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 確認をしまして、あと、ほかの市町村のほうも確

認しまして、上富良野でもできないかどうかという

部分も検討してまいります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。１１番

米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １７５ページの公営住宅

の修繕環境についてお伺いしたいのですが、東町の

公営住宅等でお風呂のいわゆる調整ができないとい

うことの話がありまして、あそこは、両方で、熱い

のとお湯を調整しなければならないということに

なっています。それを一まとめにして調整できるよ

うな仕組みがあるのですが、相当そういう形にする

と、結構あそこもお年寄りの高齢の方も住んでい

て、そういった改善の部分が必要なところもあるの

かなというふうに思いますが、全部ではないと思う

のですけれども、将来的なことも含めて環境という

点で改善の考え方も必要なのかと思いますので、こ

の点についてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 
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○生活環境班主幹（狩野寿志君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 当初は、ユニットバスにつきものの既製品であり

ますが、混合水栓、レバー式ではなく可搬式のタイ

プだったと思います。あの団地、ただ、全てがそう

いうふうになっていまして、おっしゃるとおり、高

齢者だとかいますので、混合型のレバー式の取りか

えにつきましては、今後、検討をさせていただきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １７５ページで、町営住

宅の建設実施設計等が、解体請負工事等が１７７

ページで入っております。それで、もう既に建設さ

れて入居もしておりますけれども、あそこで雨水が

通路に流れるだとか、いろいろ改善すべき点がある

と思うのですが、今回、この建設に当たってそう

いった改善できる部分というのが、わずかでもあれ

ばいいのかなというふうに思いますが、それを踏ま

えた改善というのは、今日この建設に当たって行わ

れるのかどうなのか、お伺いしておきたいというふ

うに思います。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいま１１番

米沢委員の御質問にお答えします。 

 １号棟、２号棟の雁木部分については、囲っては

いるのですけれども、開口部がないとなかなかその

部分が、消防法の設備により必要なものがふえてき

ますので、今、開放した状態になっているところで

ございます。 

 委員おっしゃるように、そこから雨水とか雪とか

が入っていって、凍ってしまうというそういうよう

な苦情も受けまして、現在、３号棟の建設のほう、

これから始まるのですけれども、そのときに合わせ

まして開口部について、別途それなりの方法を考え

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、８款土木費の

質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、９款教育費の１７

８ページから２２５ページまでの質疑に入ります。 

 御質疑ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １８５ページですけれど

も、今年度から西小学校のプールですね、老朽化し

て使わなくなるということで、それでＢ＆Ｇのほう

に来るという形なっていたかというふうに思います

が、それでかかわる予算もないのかなというふうに

思いますが、それでＰＴＡ、どういう現状でそうい

うふうになったのかというのと、あわせてＰＴＡと

の理解が十分されているとは思いますが、この点に

ついてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

上富良野西小学校プールにかかわる御質問でありま

すが、西小のプールの閉鎖につきましては、今、委

員おっしゃったとおり、老朽化によりましてプール

周りの平板ブロックですとかがでこぼことかという

状態で、子供たちが素足で歩くものですから、けが

の原因にもなるということで、このまま使用続ける

ということも修理をすることもなかなか困難なとこ

ろもありまして、今回、閉鎖をするという経過と

なっております。保護者のほうに対しましては、教

育委員会名で、それぞれ閉鎖に至った経緯等につい

て周知を図っているところでございます。 

 利用に当たっては、今、言ったようにＢ＆Ｇプー

ルを、海洋センターを使うということで、その授業

等についてはバス等の送迎等で、授業等には支障の

ないように対応したいと考えているところでござい

ます。 

 失礼いたしました。ちょっと答弁漏れがありまし

た。あと、地域住民会関係のほうにはお知らせし

て、閉鎖について、当然、一般利用等がありますの

で、その部分については周知を図っているところで

ございます。 

 失礼しました。何回も、申しわけありません。保

護者のほうに周知する前に、ＰＴＡとの協議は先に

済ませた上で、お知らせをさせていただいていると

いう内容でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １９０ページに教育振興

費の就学援助、１９１ページなのですが、この点に

ついて昨年度、就学援助にかかわって早期に支給で

きないかというような質問もさせていただきました

が、今後、十分内容を精査しながらという段階の答

弁だったかというふうに思いますが、この点で、今

年度、こういった速やかな支給、あるいはどのよう

に検討されているのか、あわせてお伺いしておきた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の
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就学援助にかかわる御質問にお答えしたいと思いま

す。 

 昨年も今言ったとおり、支給時期の問題、学用品

費等とそれの１回目の支給、それから新入学児童・

生徒の支給時期ということで、早く支給することが

できないかということがありましたが、認定の時期

等の関係がありまして、どうしても所得の確定する

ことによって、算定して認定等をやっているもので

すから、年度前にやることはなかなか困難でありま

すし、予算の執行も年度前は難しいということで、

４月中に確定申告終わったところで、ある程度そう

いう所得調査も可能になりますので、４月の早いう

ちに認定できるように作業を進めまして、今まで６

月の支給という予定でありましたが、それを５月に

支給することで１カ月早めるということで、できる

ように今対応を、要項改正等を進めたところでござ

います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 他の自治体でも、道内で

も結構、既に３月ぐらいで支給をされているという

自治体が聞いております。それで町のほうとしても

恐らく所得の関係で、それぞれの自治体もいろいろ

とやりくりが大変だという話も聞いておりますけれ

ども、確かに６月から５月ということで前進ではあ

りますけれども、もしも可能であれば早目のという

ことも含めて、十分今後、実施されている自治体の

内容も聞いて、改善がさらにできるのであれば進め

ていただきたいと思いますが、この点はどうでしょ

うか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

就学援助の支給時期、他の自治体の実施状況から見

て、当町における対応でありますが、他の自治体で

行っている事例も確認をしているところでございま

す。その中でも、制度をちょっと研究しなければな

らない点は多々あるのですが、例えば在学児童・生

徒について、認定期間を７月から翌年の６月という

ふうな認定期間でやっているという方法をとってい

るとかいうのも確認しましたが、ただ、それでは新

入学児童については支給時期を早めるという対応が

できないという、特に新入学にお金がかかるという

ところで、対応が難しいという。やはりそこが一番

厚くしなければならないのではないかなという考え

もありますので、それがいい方法かどうかというの

も、そこが解消しないとなかなか難しいのかなとい

うこともありますので、なお、その状況を調査・研

究をしていきたいなということであります。 

 町としては、今、言ったように少しでも早い時期

ということで、事務作業を進めてまいりますので、

御理解いただきたいなと思います。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ２１１ページにかかわると

ころのいわゆる分館の委託料というところで、今年

度、東中の分館の屋根のふきかえ等、それと合わせ

まして各部屋に暖房機器を更新して、一括集中から

部屋ごとにということになって、非常に使い勝手が

よくなるなというふうに思っていますが、それで同

じページで多世代交流センターということで、東中

のほうにもう一つ別な施設があるというふうに聞い

ています。 

 今までは使用の用途いうのが人数であったりと

か、規模であったりすることによって使い分けてい

たりして、それぞれの目的で使っていたというふう

に考えておりますが、今後、分館を直すことによっ

てきめ細かく大型のイベントに使ったり、また、小

さな会議等々に使用することが可能になるのです

が、一地区にそのような似た集会施設があって、維

持管理についてダブるところがあるのですが、これ

はどのように今後進めていくかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） ６番金子委員の東

中会館並びに東中の多世代交流センターにかかわる

御質問でありますが、ことし、今、委員言ったとお

り、暖房器の改修、屋根の改修を東中会館させても

らって、住民会とこれまでも協議してきた中で整備

した暁には、今、言ったように大きなイベント、小

さなイベント、集会等でやる場合に、多世代交流セ

ンターと会館の使い分けしていたところですが、も

う個別暖房にするということで、小さな集会、イベ

ント等にも当然、会館が使えるということで、完成

したときには多世代交流センターにつきましては閉

鎖して、地域住民は東中会館を使っていただくとい

うことで、その部分につきましては住民会とも十分

に話し合いを、協議終えているところでございま

す。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） そうしますと、この多世代

交流センターは、当然、築年数がまだ新しいわけで

すから、その後の後利用というか、有効利用、活用

ということについて、町はどのように考えているの

かお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） ６番金子委員の多

世代交流センターの関係、東中多世代交流センター

のほうについては、今、言ったように町のほうの行

政財産の普通財産のほうにして、今後の利用方法に

ついては、財産管理当局との協議になると思います

けれども、教育委員会のほうとしては多世代交流セ
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ンターの位置づけを廃止して、普通財産のほうに移

行していこうという考え方でございます。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） それでは一般財産に移った

後は、町としてはどのような運営という計画はある

のかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の御質問

に、私のほうからお答えさせていただきます。 

 実は多世代交流センターと東中分館、どういう活

用を地元で望むのか、ずっと時間をかけて地元の御

意見も聞きながら調整をし、ようやく実は東中分館

を活用しようと、地元ではですね、分館として。そ

ういう結論がつい最近、出てまいりましたので、そ

れからこの多世代交流センターを普通財産にという

そういう現実でございまして、今、現時点で普通財

産としての多世代交流センターをどのように活用す

るかの方針は、まだ立てていないのが現実でござい

ます。 

 先日の学校の活用も含め、町の遊休財産として

しっかりあの地域の活性化に役立つような、そうい

う活用ができればというふうに考えているところで

ございます。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） １８１ページの上富良野高

等学校振興対策費、これに関してお伺いさせていた

だきます。 

 先般、教育長の教育執行方針の後にも同様の質問

をさせていただきましたが、このたび新年度の事業

として介護職員初任者研修資格取得助成ということ

で、１年生、２年生を対象に２０名ぐらいの生徒さ

んを集めて、学校に講師を招き、夏休み等にその資

格取得に向けて勉強いただくということで、すごい

いい施策だとも思いますし、沿線では旭川の鷹栖高

校が過去にも始めていて、その始めた当初は入学希

望者生徒さんも定員を１.６倍まで伸ばしたという

ことで、当面上富良野高校の存続に対して、生徒さ

んの確保等々にも大いに期待できる施策ではあると

感じております。 

 そんな中、将来の展望なのですけれども、このよ

うな形で生徒さんに資格助成の補助をした後、例え

ば将来、就職に直結するようなところまで学校側で

フォローアップをして、なるべく地元での雇用を促

進したいとかというような連動的なビジョンという

のは、どのようなお考えお持ちなのかお伺いさせて

いただきます。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番荒生委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 この資格を取ることによって、将来的なビジョン

ということなのですけれども、基本的にこのことを

やろうと思ったのは、まず、上富良野高校の現状と

して、女生徒の数が非常に多いというのが一つあり

ます。もう一つは、比較的就職する中で、それらの

介護施設、福祉関係のところにお勤めするお子さん

も非常に多いということであります。 

 この２点から学校と協議した中で、この資格を学

校、高校存続のため一つの政策・施策になるのでは

ないかというような協議が整って、今回、ここの部

分の参加しようというような運びになったところで

す。 

 その中で、地元に職場がどれぐらいあるかという

のが非常にあるのですけれども、資格を取ることに

よって、キャリア教育の一環としての資格取得がさ

れると。また、勉強することによって、福祉施設の

ほうに職を求めていくというようなことができれば

いいなと。なおかつ、地元にそういう雇用の場があ

ればいいなと、それによって高校存続という部分の

目的が、達成できるのではないかなというふうな考

え方であります。 

 ただし、これが上高存続の一つのツールにはなり

ますけれども、絶対的なものにはならないと。今、

考えているのは、やはり高校の魅力は何だろうとい

う部分が一番重要でして、高校みずから考えていた

だかなければならない部分です。高校のほうでは、

クラブ活動だとか、学校生活、そういう部分が魅力

あるものにしたいというようなお話は聞いておりま

すし、それに対してうちのほうはできる限り対応し

ていきたいなとは思っていますけれども、やはりお

金というものがつきまといますので、できるできな

いは協議していかなければなと思っております。 

 ここで高校生が一番思う高校生活、理想の高校生

活というのは、やはり１番にクラブ活動というの

が、高校を選択する一つの大きな選択肢になってい

るというのもありますので、高校ではそういう部分

に力を入れたいなというような意向も現在、若干示

されているところであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 来る２０２５年の高齢化社

会のピーク等々においても、その資格取得者が、職

場としては整うような状況にはなっているとは思う

のですけれども、やはりせっかく地元高校を希望さ

れ、入学され、沿線の子たちも含めてそうですけれ

ども、この資格を取得して、将来的に当町のかかわ

りのある施設に就職することが非常に好ましいとは

考えております。 

 また、それにより定住と申しますか、そういった
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形での持続性も考えられますので、将来的にもしこ

の新しい施策がうまくかみ合い、生徒さんがふえた

りとか、また希望者がふえた場合には、また引き続

き増額をしてでも、２０人の定員を２５人になるよ

うな形で、ぜひ取り組んでいただければと思いま

す。 

 最後に、もう一度、就職に関して、その連動性に

関して伺いたいのですが。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番荒生委員の御質問に

お答えをします。 

 理想としては、そのようにふえていただくことが

いいかなと思っていますし、受け皿としての就職場

所がしっかりと確保できることによって、高校の魅

力アップにもつながると思います。したがって、人

数がふえて、それらの対応することで予算の増額も

今後において、当然、検討していかなければならな

いなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 学校図書についてお伺い

いたします。 

 この予算見ていますと、大体、上小・西小・東中

小・上中、合わせると５８万円ぐらいなのかなとい

うふうに、ざっと大ざっぱで見ました。それで近

年、学校図書の位置づけというのは読書の推進とい

うことも含めて、町も計画も持って取り組まれてお

りますし、また、授業現場においてもこの図書を活

用した学校教育の推進ということをうたっておりま

す。２６年度の基準財政需要額でいけば、３７２万

円台くらい来ております。しかし、実際、要望がな

いのかもしれませんけれども、５８万円ということ

になれば、かなりあの需要額から見て相当低いのか

なというふうに思っているという状況です。 

 現場の話聞きましたら、図書館等も利用しながら

対応しているという話もありますが、そういった点

でなかなか充実した方向ということでは、見受けら

れない部分も一部あるのかなというふうに思います

が、この点、予算づけのあり方として、今後の対応

のあり方も含めてお伺いしておきたいというふうに

思います。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢委員の学校図

書に関する御質問にお答えをさせてさせていただき

ます。 

 私自身も学校図書、充実を図りたいなというふう

には思っております。交付税においても現在、予算

化している額よりは、非常に多い額の交付税が来て

いるということも現実であります。 

 その中で、今までのバランスというものを大きく

調整・維持の形の中でやれば、どこかを減らして、

どこかをふやすという限られた財源の中では、そう

いう現象が起きます。それで学校で授業に必要なも

のは学校図書として置いておくと、簡単に調べる辞

書が、辞典がなければならないのであれば、そうい

うものは率先してそろえておくと。 

 非常に町のサイズとしては、小さい町ではありま

す。図書館も近いわけです。そういう中で、学校に

必要な図書は最低限の今の予算の中で買い、図書館

を有効に活用する中で、それらの対応を図っていき

たいなと。ただ、必要であれば、そのときによって

は額が上がることも当然あるでしようし、学校と十

分情報の交流をしながら、図書の読書を推進する町

として、子供たちが読書の推進が進むような形で進

めていきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 教育長もおっしゃるよう

に、ぜひ現場も含めて、協議、対応していただきた

いというふうに考えておりますので、こういった部

分は非常に大事な部分でありますから、確かに身近

なところに図書館もあって、その活用の方法によっ

ては、いろいろと割く必要な経費もやりくりできる

のかもしれませんけれども、何よりも現場にそうい

う本があれば、全て全部が整うということにはなら

ないかもしれませんけれども、改善の必要がまだま

だあるなというふうに考えておりますので、その点

お願いいたします。 

 次に、１９１ページの消耗品で２７万円、これは

算数セットの予算かなというふうに思います。今回

は、一部だけだという形になっておりますが、こう

いう予算というのは一部でなくて、一遍に対応すべ

きではないかなというふうに思いますが、この点、

どういう予算の位置づけになっているのかお伺いい

たします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

算数セットの関係の質問かと思いますけれども、一

部というか、今、新１年生の入る入学部分の対応で

今年度購入を考えたいということで、学級に備えつ

けたいと。１年生、２年生で算数セットは利用しま

すので、２年生については昨年、それぞれ自分たち

で購入していただいておりますので、それはそのま

ま使っていただくと。来年度、新入学が入るとき、

また改めて買うということで、２カ年の事業という

ことで考えておりますので、御理解いただきたいと
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思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 非常に保護者の方も喜ん

でおりまして、前からこの要望が出されておりまし

て、ようやっと現実に至ったという状況があるかと

いうふうに思いますので、さらに充実していただけ

ればというふうに思っているところでございます。 

 次にお伺いしたいのは、２０５ページ、２０３

ページにかかりますが、放課後事業の指導員等の謝

礼等についてお伺いいたします。 

 近年、放課後プランという形の中で、運営補助基

準額の改定があったかというふうに思いますが、

ちょっとここら辺が正確でありませんので、一定部

分研修された方については、それ相当のいわゆる指

導員としての処遇があるというふうな内容だったか

と思います。勤続５年以上の支援員であれば、年額

２４万８,０００円という形の取り組みもなされた

かというような改善があるかというふうに思います

が、上富良野町はそこら辺どういうふうな制度に変

わっているのか、わかればわかる範囲でお伺いいた

します。 

○委員長（村上和子君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（谷口裕二君） １１番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 今現在、放課後児童健全育成事業ということで、

放課後クラブの運営を上富良野小学校のほうで行わ

させていただいております。それぞれ放課後クラブ

の運営には、支援員、また支援補助員ということで

配置をさせていただいておりまして、現在、町のほ

うではそれぞれ支援員、補助員の単価を定めまして

それぞれ支給をさせていただいているところでござ

いまして、今、委員が言われました運営費の改定等

の部分についてはありますけれども、町としては現

在、このクラブを平成２７年から今のスタイルで運

営をしておりまして、２７、２８、今年度も同じよ

うな内容で進めさせていただくことで予定をしてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 確かに、基準に基づいて

支給されているかというふうに思いますが、この人

数等によって指導員、上富良野小学校で３人と西小

学校で５人、あと賃金雇用という形でされている方

が実際いるということになっていますが、年額にし

たらどのぐらい、それぞれ違うと思うのですが、な

るのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（谷口裕二君） １１番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 委員、今の御質問は、上小・西小ということでご

ざいますので、放課後子ども教室事業の（「両方で

す」と発言する者あり）両方の御質問なのかと思い

ますけれども、放課後子ども教室ということで、今

現在、上富良野小学校と上富良野西小学校に放課後

スクールということで、放課後の預かりということ

でさせていただいております。 

 それで放課後スクールのほうでは、指導員という

ことで謝金で従事していただいている方々、コー

ディネーターという役割と活動サポーターというこ

とで配置をさせていただいておりまして、それぞれ

謝金ということで３,０００円、２,５００円という

単価で従事をしていただいております。 

 年間開催日数等に応じて支給をしておりますけれ

ども、ちょっと今、年額の部分については手持ち部

分がございません。資料がありませんので、１回当

たりの単価ということで御説明をさせていただきま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、放課後児

童支援員の経験に応じた処遇が改善されるという部

分については、これは情報としてあるのでしょう

か、もう一度確認いたします。 

○委員長（村上和子君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（谷口裕二君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 放課後児童健全育成事業、放課後クラブのほうの

指導員の部分につきましては、この補助金等の関係

は、保健福祉課の部分の事業ということの部分で、

保健福祉課のほうで国・道などから補助金を受けて

いるということもありまして、今現在、指導員の改

定についての情報、私もちょっと承知していない部

分ございますが、ただ、指導員は一定の研修を受け

ることで認定指導員という形の資格を取ることで、

放課後健全育成事業が今後５年程度の猶予期間の中

で事業を進めていくという形になってございますの

で、今現在、その指導員については認定を取ってい

ただくように研修を受けていただいて、順次、認定

指導員という形になっていただくように事業を進め

ているところでございます。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ２０９ページの分館管理に

かかわるところでちょっとお伺いしたいのですが、

ちょっと款戻ったら申しわけないのですけれども、

ここにある分館並びに分館主事謝金というのがある

のですが、発足当時の趣旨から多分違うのかと思う

のですけれども、教育委員会で管理している分館と

町民生活課のほうで管理している集会所等あるので

すね。それぞれ、今、協働のまちづくりということ
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で住民会での活動が非常にふえてきていて、内容的

には使われている目的というのが、今、ほとんど差

がないというふうに感じているのですが、何を言わ

んとしているかというと、教育委員会管理のほうの

分館については、こういう謝金制度があるのです

が、一方で総務のほうでの町民生活課の部分という

のは、そういったものが四つの施設について存在が

しないのですけれども、発足当時の経緯については

触れませんが、今、この現在の現況の使われ方とか

ものについて、整合性というのが今後どのようにし

ていくのかをお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員のいわゆる

集会施設等の管理の御質問に、私のほうからお答え

をさせていただきたいと思います。 

 まず、郡部を中心にいわゆる社会教育公民館活動

を行うために分館が郡部に置かれているというの

は、教育委員会サイド、教育施設となっておりま

す。あと、町内に４カ所、町民生活課が管理するい

わゆる集会施設というふうになっております。 

 また、二つありますけれども、構造改善センター

も一つ別に、同じようなコミュニティー施設として

使われていると、そういう実態も私たちつかんでお

りますが、多分、郡部においては車社会になりまし

たから、実際に中央公民館に公民館活動をすること

も可能な時代にもなってきておりますから、いわゆ

るコミュニティー施設としては町で大ざっぱに考え

ると３カ所、そういうものが、３分類でですね。あ

と、防災センターも入れると４分類になるかと思い

ますが、これは分館活動、これはコミュニティー活

動、これは地域活動、なかなか色が分類できない状

態も実はあります。 

 それぞれ補助を受けて、あの当時から整備をして

きた歴史もございますので、これからどういう補助

のあり方がいいのか、管理のあり方がいいのか、ぜ

ひ私どもも研究を重ねて、皆さんに理解ができるよ

うなそういうような議論も重ねてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 今、副町長のほうから御答

弁ありましたように、結局、発足当時の目的という

のは、建物の目的は全くそれぞれが違うことで進ん

でいましたが、この近年というか大分前からですよ

ね。やっていること自体は、全く変わっていない中

において、さらに言うと、児童館のような施設を複

合で使ったり、また住民会等によっては、エリアに

よっては既存の建物の一部を利用させてもらうこと

によって、いろいろなコミュニティー活動がされて

おりますが、それぞれの施設の管理のあり方という

のが、もともとの建設当時の目的が違ったことか

ら、管理人がいたり、もしくはこのような分館長を

置いて運営をされたり、あとは無人の集会所という

ことで、都度、使用のときにやるということでやっ

てきておりますが、今はどちらかというと平準化さ

れていますよね。地区の老人会であったりとか子ど

も会であったりとか、さまざまな自治活動等々にお

いて使われているということがありますので、やは

りこの辺は早急にバランスをきちっと考慮した上

で、それぞれの住民会等々に格差が生じないような

方法というものを講じていくことが望まれると思い

ますが、この点はいかがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 先ほど申し上げましたように、まず分館について

はあの当時から、今も分館活動は十分教育活動とし

て地域で、分館を中心にそれぞれ行われていること

は御理解をいただきたいというふうに思います。 

 ただ、地域のコミュニティー活動を行う中心的な

場所というふうに考えた場合に、会議や何かで地域

が行う会議や何かでイベントも含めですが、そこに

視点を当てると、防災センターでもやれているでは

ないか、構造改善センターでもできているではない

かと、矛盾ではありませんが、そういう課題も先ほ

ど私が申し上げたのは、そういうことであります。 

 もちろん補助も違いますし、管理の仕方も一部違

いますから、そういう課題を私どもも認識をしてい

ると。ただ、そのそれぞれ補助をもらって、例えば

農業改善センター２カ所ありますけれども、こっち

は当時、平成元年ごろの話になりますけれども、農

業サイドから補助金をもって農業構造改善センター

ができ上がっている。一方、防災センター２カ所

は、防災という総務省の補助をもらって建ててい

る、それぞれその目的が違っていますから、条例も

もちろん変わっております。 

 そういうことからすると、先ほど言った３種類、

４種類のそういう地域のコミュニティーに使ってい

たはずなのに、いるのにその制度が違うことで、そ

れぞれ管理の仕方も違ってきた、そういうことであ

ります。なかなかその看板をおろすということは、

国の補助金をもらっておりますので、なかなか難し

いこともございますが、例えば、あの施設を管理す

るそういうものを少し統一化できないかというの

は、以前から実は私ども内部で検討も重ねておりま

して、どういう形にするのが一番けりがつくのか、

そういうこともぜひ研究もさせていただきたいとい

うふうに考えております。 
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○委員長（村上和子君） ここで昼食休憩といたし

ます。 

 再開は、１３時にさせていただきます。 

────────────────── 

午前１１時５３分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） ページ数１８１ページ、特

別支援教育事業、去年より増額となっております。

それで説明資料を見させていただきますと、１人増

ということでふえております。今までは上小と西小

と上中に、それぞれ１名配置されていたと思います

が、これ１名、どこがふえるのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） ２番岡本委員の特

別支援教育事業にかかわります特別支援教育指導助

手の関係でありますが、昨年までは３名体制という

ことで、委員おっしゃるとおり、上富良野小学校・

上富良野西小学校・上富良野中学校に１名ずつ配置

しておりますが、２９年度に新入学児童で知的障が

いの方が入学しますが、かなり手間がかかるという

ことで、今回１名増員して、上富良野小学校に配置

したいと考えているところでございます。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） １人ふえるということです

が、基本は、前伺ったときは資格を持っていないと

だめだというようなことをおっしゃっていて、ない

場合は、それに準じるような資格でもいいみたいな

話をちょっとお伺いしたかとも思うのですが、資格

についてはどういう規定になっていますでしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ２番岡本委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 資格基準というのは、特にうちが理想的なものだ

と思っているのは、教員免許を持っている者、次に

幼稚園教諭または保育士、その後に何もない人とい

うような形で対応するように進めているところであ

ります。 

 やはり特別支援といいましてもいろいろな場面

で、助手といえどもいろいろな場面で子供と接しま

す。その知識がたくさんあるというのは、やはり教

員免許を持っている、次に子供の対応する部分で資

格者ということになると幼稚園教諭、そして保育

士、その後が一般の方。一般の方を募集するときは

単なる介助。例えば、肢体不自由児であれば、その

補助をする役割、こういう場合については一般の方

を募集する場合もありますけれども、今回、増員す

る部分につきましても、できる限り教員免許の持っ

ている人を確保していきたいなというふうに考えて

いるところであります。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） ここら辺難しくてちょっと

わからないところで教えていただきたい部分なので

すが、学校の先生方は道教委のほうから町立の学校

であっても教員は道職員だったりしたりして、学校

が成り立っていたりしますが、道教委のほうからそ

ういった先生に来ていただくということではなく、

今回は町の予算で手当てするといったところ、そこ

ら辺の加減がちょっとわからないのですけれども、

お伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ２番岡本委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 基本的には、特別支援の子供たちを見るために配

置基準、道の配置基準が決まっていますので、それ

に基づいて配置がされるというのが一般的な話であ

ります。ただ、指導助手につきましては、地方交付

税の中に単位費用がございまして、なかなか配置基

準だけではクリアできないと。多種多様にわたる障

がいがありますので、それらに対応するために一定

額が交付税において、指導助手の対応がされている

ところであります。今回については、それらの対応

が必要ということで対応を図るものでございます。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） あらあら大体お伺いしたい

のですが、今回は知的ということでの対応という部

分も含めてということだと思いますが、今、学校の

現場、助手が今後も必要になっていくのかどうかと

いうような見通しというのはお持ちでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ２番岡本委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 特別支援の数がふえていく場合は、増員を、指導

助手の増員をしなければならないというふうに考え

ています。これはケース・バイ・ケースで対応をし

ていかなければならないなと思っています。 

 また、特別支援の配置基準につきましては、現

在、国のほうで見直し作業が始まっております。１

０年計画で見直しをするということです。いわゆる

特別支援については、加配という表現のもとで配置

は行われています。加配になっている部分を標準の

ほう、一般配置基準にシフトしていこうということ

で、それが１０年かけてやるということで、現在、

２９年度から開始ということで聞いておりまして、
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現実にどのように、その詳細が来ていませんので、

何を優先してやっていかれるかというのはこれか

ら、２９年度に入ってからになるかなと思っており

ます。それらも含めて、指導助手の対応について

は、ケース・バイ・ケースで対応していきたいなと

いうことで考えています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ページ数で言うと１９７

ページに当たるのかどうか、ちょっとページ数が

はっきりはしませんけれども、実は先日、上富良野

中学校の卒業式がございました。そこで校長先生か

ら言われて気がついたことなのですけれども、学校

の校長室の施設環境整備という、勝手に自分でそう

いうふうに思っていたのですけれども、防衛施設局

のほうから補助をいただいている関係上、窓につき

ましては網戸が入れないという、そういうふうなこ

とを伺いました。あそこは、朝日からずっと夏の間

暑くて、カーテンは校長室なので、校長先生がおっ

しゃるには、閉鎖的になるのは絶対嫌だということ

で、カーテンは絶対使いたくないというような気持

ちもあるということを伺っておりました。 

 そうしますと、夏、暑くて西のほうに向かうとこ

ろも窓ガラスずっとなのですね、風が通り抜けると

ころが一切ない、そして網戸も使えないと、そうい

うような状況で大変御苦労なさっているというよう

な感覚を私は受けました。先生のほうから言われた

わけではありませんけれども、私は勝手にそういう

ふうに想像いたしました。 

 それで校長室というのは、私が子供のときにイ

メージしていた感覚を申し上げますと、やっぱりき

ちっと身が引き締まったり、いろいろなＰＴＡの方

やら同じ学校関係者も訪れる、そういうようなき

ちっとした場所だというふうに理解しております

し、子供たちが何かのときに校長先生に挨拶に行く

となると、相当緊張感を覚えたりそういう居場所だ

というふうに私は今まで理解しております。 

 そういうところで、暑くて大変で、校長が汗だく

でシャツ１枚にもなりたくなるようなそういう環境

の下、校長先生がずっとあそこにいらっしゃるとい

うのは、大変苦痛になるのではないかというような

私は想像をしております。それでそういった暑い環

境、これからどんどん気温も上がってまいります

し、地球温暖化ではございませんけれども、地熱利

用だとかいろいろなことをして、少しでも夏の暑い

間の環境を考えるというようなことも寒いことだけ

ではなくて、夏の暑さにも対応するということも大

変重要な観点があるというふうに思っていますの

で、そこら辺、教育長、どういうふうに考えている

のか伺いたいなというふうに思いますので、よろし

くお願いします。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番佐川委員からの校長

室の環境整備に関する御質問にお答えをしたいと思

います。 

 私は、その場所に卒業式でしたのでおりました。

あそこにはカーテンが窓辺に全部、用意はしている

ところであります。防衛省の防音機能の建物ですか

ら、基本的には網戸はつけれない建物になっている

ところです。 

 ただ、現実に学校においては教室もそうですけれ

ども、網戸はありませんけれども、暑い日はやはり

体温調整しないと倒れますので、そういうことのな

いように、窓をあけて対応をしているところであり

ます。これも暑さに対応するためには必要なことだ

というふうに思っています。 

 校長室でありますから、校長としての威厳を保つ

もの、対応も当然必要かなと思います。ただ、汗を

かきながら執務をしている校長の仕事に対する対応

の仕方、これを子供たちがまた見るのもひとつ教育

の一環でないかなと、そんなふうに考えているとこ

ろであります。 

 したがって、対応としては、できる限りの環境整

備というのはひとつ考えていかなければなりません

けれども、そういう意味で子供たちに対して、そう

いう前向きの姿勢を見せるのも、校長としての一つ

の役割があると思います。いずれにしても校長のほ

うから、やつれてしまって大変な状態だということ

は人権にかかわる問題ですから、それは当然検討も

していきますし、対応もしていかなければならない

なというふうに考えているところでございます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 私、座談の中で伺ったの

で、はっきりは覚えていないのですけれども、暑く

て体調をちょっと崩しかけたようなそういうお話も

伺っておりましたので、そういう発言、今回させて

いただいたものですから、子供に暑い姿を、耐えて

いる姿を見せるというのは、もちろんいい方向で考

えると、そういうこともあるかもしれませんが、や

はり今後、今、気温がこの程度だからいいとかそう

いうものではなくて、今後、将来においてもそんな

に簡単に設備を変えるとかということができないの

であれば、見通しとして。やっぱりある程度の対応

を、少しでもよくなるような環境をつくっていくと

いうのは、教育の現場としては重要なことだなとい

うふうに思っているのですね。 
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 それで、まちづくりの観点からも適正な維持管理

の推進をするというふうに、総合計画でも出ており

ますし、やっぱり今後の検討課題として少しでも適

応できやすい環境づくりということも考えていただ

いて、ほかの部分においても今回、総合体育館のト

イレ等も高齢社会に対して予算もつけるのだ、今後

やるのだというようなお考えも伺っておりましたけ

れども、少しずつそういうような対応策も考えてい

ただければなというふうに思っていますので、その

辺の今後に長期的な考えに基づいて、施設の管理整

備ということでちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番佐川委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 基本的に校長室というたとえでありますので、ま

ず、学校の管理者、トップはやはり我慢するべきも

のというふうに考えております。まず教室の関係な

どがその点で、暑いだとかそういう部分については

改善を図っていくというのは、これは当然でありま

す。私自身も西日に耐えながら執務をさせていただ

いています。そんなところの部分は、これはやむを

得ない部分だなと思います。 

 ただ、標準的な部分を超える部分は、それはもち

ろん体壊しても困りますから、当然、積極的に対応

をさせていただきたいなというふうに考えておりま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 学習指導要領の件につい

て、ページ数ちょっとあれなのですけれども、中学

校では武道とダンスを教えるのは必須科目になって

いますよね。もう四、五年たっていると思うのです

ね、第１次安倍内閣のときに国会通りまして、３年

ぐらいの猶予期間があって施行されていると。 

 上富良野中学校で、その武道を、空手を教えてい

るわけでございますけれども、武道を教えて何を身

につけさせようとしているのか、たしか１年と２年

次で教育するようになっていますよね。だから、カ

リキュラムが１年と２年では違うのか、そこを確認

したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番今村委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 前回の学習指導要領の中で、武道というものがカ

リキュラムの中に位置づけされました。基本的に礼

儀に厚く、礼儀という部分を大切にする中で、日本

の古来からの武道を身につけましょうというような

ことで、礼儀、精神、それら含めて対応していくと

いうのが、基本的な武道を入れたものだというふう

に認識しております。 

 カリキュラムは、１年生、２年生、当然違いま

す。今、空手やっていまして、体協の傘下である空

手の先生と協議しながら、学校の体育顧問と協議し

ながら、それら授業に取り組んでいるところでござ

います。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） わかりました。ダンスも今

やっていますけれども、武道にはいろいろございま

して、柔道だとか、ずっとあって最後に銃剣道なん

かも書いてありますので、銃剣道なんかは全国の中

学校で、今、採用されているところはゼロでござい

ます。ぜひ、この上富で採用するのかどうか、検討

してもいただきたいなと思っています。 

 ちょっと話題を変えます。同じ学習指導要領で、

先ほど卒業の話がありましたけれども、卒業式で国

歌君が代を歌っていますよね。これも学習指導要領

が変更になった部分で、教えなさいと、君が代をお

教えなさいというところが、歌えるように教えなさ

いというふうになりましたですよね。 

 ここ三、四年の間で小学校・中学校、教育長が見

た感じで、児童・生徒たちが歌えるようになってき

ていると思われるかどうか、そこをお聞きしたいと

いうふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番今村委員の国歌に対

する御質問にお答えしたいと思います。 

 私も出られるときは卒業式等に出る中で、現場の

ほうを見ておりますけれども、基本的にしっかりと

子供たちは歌唱、斉唱をしているなというふうに

思っております。 

 また、中学校では、卒業式であればブラスバンド

が校歌もそうですけれども、通して演奏する中で君

が代、国歌の斉唱が行われておりまして、さすが自

衛隊の町だけありまして、その部分はしっかりと歌

われているというふうに認識しております。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １９５ページの管理用備

品についてお伺いいたします。 

 学校校舎の改築と整備と合わせて、机など購入さ

れるかというふうに思いますが、当然、購入される

ものについては地元で購入、十分可能なものかどう

かということで、消費が落ち込む中での大切な話だ

と思いますのでお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 学校建設担当主幹、答

弁。 

○学校建設担当主幹（大谷隆樹君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 ２９年度において、上富良野中学校の特別教室等
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を新棟を新築いたしますが、そこに使用する理科室

の実験台、それから美術室の工作台、多目的室の

テーブル・椅子等を購入するわけですが、できるだ

け町内で取り扱っている業者において、入札のほう

を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 予算とは直接かかわりな

いのかもしれませんが、ただ、地域の特色ある学校

づくりとなっております。特色ある学校づくりとい

う形で、今、それぞれ進めております。 

 この間、西小学校の校長先生とお話ししました

ら、理科だとか算数だとかそういったところを特に

さらに充実するために計画を組みながら、組んだも

のをもとに道教委だとかに要請して、この間ずっと

行ってきたけれども、ただ、先生等の枠だとか予算

の枠が少なくて、なかなか競争が激しくて大変だと

いうような話が聞かれておりますけれども、実態と

してどういうふうになっているのか。西小以外でも

上富良野小学校等々も、そういったような取り組み

というのが実施されているのか、あわせてお伺いい

たします。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢委員の理科、

特色ある学校づくりについての御質問にお答えした

いと思います。 

 特色ある学校づくりの中で、今、お話があったの

が理科専科だとか数学専科と言われる取り扱いであ

りますけれども、特別に理科だとか算数、要するに

小学校で得意、不得意というのが先生方にございま

す。それらの部分も解消するのに、特に理科の部

分、科学の力が落ちているとかそういうことを一つ

ベースにした中で、理科専科というような制度があ

りまして、西小学校においては３年前から理科専科

という理科専門の先生を置いて、理科の授業を進め

ていたところであります。 

 基本的に、専科を置けるのが３年間ということで

言われていまして、制度ができたときに西小学校に

おいては、一番最初に手を挙げてつけてもらって３

年が経過しました。結果、この間、通知がありまし

て、残念ながら漏れてしまって、本当に残念だな

と、局に対しては４年目も何とかならないかという

ことを強く私のほうからも局の担当にもお願いした

のですけれども、やはり制度なので３年で終了させ

てもらいますというようなことで、今回、残念であ

りますけれども、加配が受けられませんでした。 

 そのほか加配という部分で言いますと、Ｔ・Ｔ

（ティー・ティー）、チーム・ティーチングという

制度もあります。チーム・ティーチングといって、

通常、学校には担任の先生、小学校であれば１人い

て、今はチーム・ティーチングといって、補助的に

もう１人先生が入る、こういうものを加配として当

たっているのですけれども、加配については西小学

校、上小、そして上中が加配は当たっています。当

たっていないのは東中だけです。 

 希望は、先ほど西小学校が理科、上富良野小が算

数の加配、そして上小は事務加配も希望しました。

あと、中学校のほうは加配の部分はありません。そ

んな形で要望は上げたのですけれども、残念ながら

Ｔ・Ｔ加配だけが残りまして、あとの部分について

は全部当たらなかったわけです。今後も当然希望し

て、それら特色ある学校づくりにつながるように加

配の要求をしていきたいなというふうに考えている

ところでございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２１３ページの今回の子

ども読書推進事業という形で予算が計上されており

ます。説明では子供さんの親子で読書を楽しめる、

そういった環境を促進するための財政措置であるか

というふうに伺っておりますが、改めて御確認いた

しますが、今回、そういう趣旨で進められるという

ふうなことで、大体予定人数等についてはどのよう

な設定になっているのかというと、あわせてプレゼ

ント等についてはどういうものが設定されているの

か、本と合わせてお伺いしておきたいというふうに

思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

子ども読書推進事業にかかわる質問ですが、２１３

ページの子ども読書推進事業の下のところにありま

す消耗品の中で、その部分は予算化をさせていただ

いているところでありまして、絵本のプレゼントと

いうことで、１人当たり２,０００円以内というこ

とで８０人を今、予算計上しているということで、

ことしの４月から始まります７カ月健診の折からを

対象としていますので、７カ月ですから、昨年の９

月産まれ以降のお子さんを対象に実施したいと考え

ているところでございます。 

 あと、プレゼントの内容でありますが、絵本のほ

か、合わせて親子で図書館に来てもらったときに写

真を撮りまして、それを記念品として差し上げたい

ということで計画しているところであります。 

 あわせて図書館の利用拡大ということで、図書館

利用の未登録者につきましても登録をしていただい

て、少しでも図書館を利用していただけるように努

めてまいりたいと考えているところでございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 
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 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） １８９ページのコミュニ

ティ・スクール準備委員会負担ということで、本年

度より新規事業として学校運営協議会の設置をし、

西小学校から最終的に平成３１年度までに全ての認

定を受けたいということで、せんだってお話を聞か

せていただきました。 

 その最初の着地点に、高校は多分入ってはいな

かったと思うのですけれども、今は全国で平成２８

年度の実績で、高校はまだ２５校ぐらいと聞いてお

りますが、今後、上富良野高校はコミュニティ・ス

クールの認定を受けようと考えているのかどうかお

聞かせください。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） ９番荒生委員のコ

ミュニティ・スクールにかかわる御質問で、上富良

野高等学校についてはどうなのだということなので

すが、学習指導要領というのは今回改定されて、コ

ミュニティ・スクール等の話も出ているのですが、

あくまでも我々が今、指定をしたいと考えているの

は町立の小中学校へ考えているところでありまし

て、高等学校については道立高等学校ということ

で、そちらのほうの指定になるかどうかはこれから

だと思いますけれども、その情報等もまだこちらの

ほうには伺っていませんので、御理解いただきたい

なと思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、９款教育費の

質疑を終了します。 

 暫時休憩します。 

────────────────── 

午後 １時２９分 休憩 

午後 １時３２分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 その前に、８款砂防の進捗状況につきまして、建

設水道課長から答弁をいたします。 

 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 済みません。午前

中、５番今村委員の御質問であります富良野川の砂

防工事の進捗率でありますが、旭川建設管理部のほ

うからの部分で３２.１％というふうになっており

ます。これにつきましては、泥流整備率ということ

で３２.１％ということであります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １０款公債費の２２６ページから地方債に関する

調書の２４０ページまでの質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 給与費のところでお伺い

いたします。 

 近年、人事評価という形で始まっておりまして、

職員等の力量等が判断されて、給与等に反映するよ

うな書き方というのが、国からも出されております

けれども、今回の、昨年でしょうか、人材育成基本

方針の中にもそういった評価をもとに、今後、給与

などの処遇なんかも検討されるべきではないかとい

うような書き出しがありますけれども、今年度につ

いてはそういうものというのは、具体的にはまだそ

ういった方向での査定というか何というか、そう

いったものは具体的にないですか、政策立案だとか

を含めてですね。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 人事評価制度につきましては、地方公務員法の規

定に基づきまして、義務的に行っていくものであり

ます。公務員法の中におきましては、この人事評価

をもちろん給与制度、それからその他分限等のさま

ざまなそういう制度に反映させることが、地方公務

員法の中で盛り込まれておりまして、そういう評価

をそういう給与の制度等に反映させるには、一定程

度評価の制度自体の熟度をしっかり高めていかなけ

れば、職員の中でしっかりと理解できるような制度

にならなければ、そういうものにしっかりと反映さ

せていくには、一定程度の時間がかかるだろうとい

うようなことで、まずは２８年度において管理職を

対象に評価制度を試行的に実施をさせていただきま

した。 

 これをまずいち早く全職員に評価制度を、全職員

がまずなれていくということも必要になってきます

ので、そういう過程を踏みながら、そういう給与等

に反映できる時期を見定めていきたいなというふう

に考えているところであります。 

 そのようなことから、２９年度の予算において反

映させていくようなものはございません。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ただいま２３４ページの正

誤表、新たに手にさせていただきました。それに伴

い質問しようと思ったのですけれども、その他の特

別職の数字が、誤・正ともに３１２ですが、この２

３４の資料は３１３ということで、この正誤表自体

に、もう誤りがあるのですが、本来、わかります、

場所。 

 今、誤・正、比較して誤りがあった点は、誤表の

ほうに赤字で数字等が表記されているのわかるので
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すが、それ以前に２３４ページに、職員数の欄の本

年度、その他の特別職３１３、前年が６９５という

ことですが、３１２に。ですから、また、これも論

議以前に誤りだと思われるのですが、御説明願いま

す。 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩します。 

────────────────── 

午後 １時３７分 休憩 

午後 ２時０７分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ただいまいただきました給

与費明細書の中で１点、確認させていただきます。 

 本年度、特別職の人数が３１３名ということで、

昨年に比べますと３８２人少ない人数において、報

酬が前年よりもふえているのですが、その中身につ

いて御確認させていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ９番荒生委員の御質問

にお答えをいたします。 

 その他の特別職につきまして、大きく人数が減っ

ているのは昨年度２回の選挙がございまして、それ

に伴って投票管理者、職務代理者、また投票立会人

や送致立会人、開票のそれぞれ立会人等があります

ので、これらの人数が大きく減っておりまして、こ

れら金額にしますと、約４００万円ほどのその分の

報酬が減っております。 

 逆に、金額としてふえた部分につきましては、２

９年度におきましては子どもセンターのほうの子育

て支援員が新たに２名、その他の特別職という嘱託

職員という配置になっておりますし、あと今年度か

らはアグリパートナーの推進員が新たに配置をする

予定となっている報酬、それから特別支援の指導助

手につきましても１名増ということになっておりま

す。 

 もう１点が、外国語指導助手につきましては、昨

年２学期から２名体制になっておりますが、今年度

におきましては通年通しての２名体制ということ

で、これらの報酬が大きく増になったことによる報

酬額の増ということでございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 確認なのですけれども、

これ文書、あるいは数字を点検する、あるいは担当

の方がこういった形で提出された場合、再点検だと

かそういったものはどのようになっているのか。そ

ういうふうに二重、三重のチェックがあれば、未然

防げるような内容のものだというふうに思います

が、この点はどのようになっているのか確認してお

きたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 それぞれ給与担当と財政担当のほうで集計をしな

がら、最終的にチェックをするのが私の責任という

ことでございますので、私がしっかりとチェックが

できなかったことが一番の要因というふうに思いま

す。 

 それぞれ給与担当のほうと財政担当のほうのそれ

ぞれの主幹もおりますので、私、含めて２名の主幹

職のチェックが行き届かなかったのが一番大きな要

因ということで、私に大きな責任があるものという

ことで、反省をしているところでございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） チェックという前に、ど

の部署がどういうチェックするのかということで、

それぞれの主幹、あるいは担当の方できっちりとや

り取りやれば、少なくとも未然に防げる部分だとい

うふうに思いますので、長々言いませんけれども、

きちっと再点検していただいて、単純に担当の課長

が見なかったとかということも含めてなのですが、

お願いしたいというふうに言っておきます。 

 それで人材育成基本方針の中に、職員が集中する

機会、多くは職場において職務を通じて、上司や先

輩から学ぶ中にありということで、職員個人の特性

に応じたきめ細やかな個別指導が可能であることを

という形の云々かんぬんというような詳細につい

て、こういったところに立派な文書があるのです

ね。 

 ところが、今、見ましたら人間なんていうのは間

違いはあると思うのですが、こういったものが立派

なものはつくったけれども、それが生かされている

のかということになれば、果たしてどうなのかなと

いうふうに感じるところがありますので、ぜひその

点、点検をお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

 そのことを述べて、次、２２７ページの利子のと

ころについてお伺いしたいのですが、これは長期利

息等々、一時借入利息等とありますが、これは利

率、大体何％が想定されてという形で計上されてい

るのか、お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） １１番米沢委員

からありました公債費の利率の関係でございます。 

 こちら予算に計上しているものの利率につきまし
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ては、これまで借り入れてきた分を実績ベースとし

て積み上げた利息でなっております。利息について

は、それぞれの起債ごとですが、今、多くの部分は

大体２％台で、最近、借りているものであれば０.

１、２ないしの利率ございますが、一応、個別結果

の積み上げということで御理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ５次総合計画書では、３

１年、１５.４％という形の中で、公債費の負担比

率等が上がりぎみだというふうに、今後、恐らく借

入分だとか償還部分が入って来る部分が見受けられ

るというふうに思いますが、この点も含めて、当

然、こういった数字というのは変わっていく、高く

なる部分も出てくるのかなというふうに思います

が、この点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） １１番米沢委員

のほうからありました将来的な起債の部分は、公債

費比率部分の御質問でございますが、実施計画のほ

うに記載させていただいております、３０年、３１

年につきましては、今、想定をされているものとい

うことで主要なものでいきますと、直近の公住の建

設等が継続をする、あるいはクリーンセンターです

とか、大規模な公共施設の維持・修繕等にも対応し

ていかなければならないということで、その部分を

見込んでおります。 

 ただ、今回、今、２９年度予算を審議していただ

いておりますので、実際の３０、３１につきまして

は、それに向けた予算の中で判断をしながら予算化

をしていきますので、今回お示しした数字から、ま

た随時変わっていくということで御理解いただきた

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） まず、確認からさせてくだ

さい。２３４ページの関連質問でもないのですけれ

ども、真ん中からちょっと下の一般職の備考欄に括

弧内は、再任用職員について外書きしていると読む

のですか、この外書きの意味からまず聞きたいなと

いうふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ５番今村委員の御質問

にお答えいたします。 

 特に、意味というものはないのですけれども、再

任用職員については、ちょうど一般職であれば本年

度、職員数であれば１１０人でありますけれども、

それのほかにもう１名、再任用職員が２９年度予定

していますということで、括弧書きもそれぞれ給

与・手当等につきましても、括弧書きの部分は再任

用職員の部分の予算ということでありまして、給与

費の中に合算して、それぞれが予算化されていると

いうことでございます。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） それで非常にちょっと心苦

しいのですけれども、先ほど特別職の正規の、まず

資料２をもらいましたですね。資料２を見ながら、

私も予算書を全部特別会計と企業会計から振ったそ

れぞれの特別会計等から給料をもらっている人出し

てみたのですけれども、まず、資料２の余白にでも

書いてもらいたいですね、職員数のところ。町民生

活課は国民健康保険で４名いますね、保健福祉課は

介護で７名、後ろのほうに書いてありますから、建

設水道課は下水が３名と上水３名全部で６名、特別

会計いますね。ラベンダーハイツは、ここは１４と

書いてありますけれども、１３と書いてあります

ね、だからラベンダーハイツのところは誤字だろう

と思っています。ラベンダーハイツのところ、後で

見てください。それと、町立病院は４６、外書きが

２人いますね、ラベンダーハイツも外書きが１人い

ます。この特別会計と企業会計の方々を合わせると

７６名になるのです。１８３から７６を引いたら１

１０にならないですよね。ここをちょっと説明して

ほしいなと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ５番今村委員の御質問

にお答えいたしますが、要求資料のナンバー２のこ

とだと思いますが、要求いただいた資料につきまし

ては２８年度の職員の配置の状況について要求がご

ざいましたので、３月１日現在の職員の配置数を資

料として提供させていただきました。（発言する者

あり）２９年度は、新たにこの３月３１日付をもっ

て退職をする職員や、新たに４月１日に採用する職

員等がいますので、１８３という数字は変わるもの

でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、１０款公債費

から地方債に関する調書までの質疑を終了します。 

 これをもって、議案第１号平成２９年度上富良野

町一般会計予算の質疑を終了します。 

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

午後 ２時２０分 散会  

 

 



― 72 ―

  

 

 

   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成２９年３月１７日 

 

 

   予算特別委員長    村 上 和 子 

 



― 73 ―

平成２９年上富良野町予算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２９年３月２１日（火曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２９年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２９年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２９年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２９年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２９年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２９年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２９年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２９年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２９年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       村 上 和 子 君   副 委 員 長       中 澤 良 隆 君 

   委 員       岡 本 康 裕 君   委 員       佐 川 典 子 君 

   委 員       長谷川 徳 行 君   委 員       今 村 辰 義 君 
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─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君 
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 総 務 課 長         石 田 昭 彦 君     産業振興課長         辻     剛 君 
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 農業委員会事務局長  北 越 克 彦 君     教育振興課長         北 川 和 宏 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 
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 局 長         林   敬 永 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君          

 主 事         菅 原 千 晶 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（村上和子君） おはようございます。御

出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第３日

目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りしました日程で進めていた

だきますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） これより、議案第２号平

成２９年度上富良野町国民健康保険特別会計予算を

議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 以上で、補足説明を終わ

ります。 

 これより、歳入歳出を一括して、７ページから９

ページ及び２４３ページから２８６ページまでの予

算全般の質疑に入ります。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２４７ページ、２４６

ページ、一般会計からの繰り入れの点で、２４７

ページの財政安定支援事業繰入金５００万円、なっ

ておりますが、この繰り入れの内容、基準という

か、どういった名目で一般会計からの繰り入れに

なっているのか、交付税措置という形で算入されて

いるのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主査、答弁。 

○総合窓口班主査（三好正浩君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 財政安定化支援事業の内容でございますが、これ

は保険者の責に期することができない特別の事情に

基づいた要因について、応能割保険税負担能力が特

に負担しているということ、あと病床数が多いこと

及び高齢者が特に多いことを着目して、限定的に繰

り出しが認められている法定内の繰り入れの支援事

業でございます。 

 これは地方交付税に、国保分として措置されてい

るものでありまして、その地方交付税から、一般会

計から国保会計に入れていいというような交付税の

内容となっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） お伺いしたいのですが、

国は最近、財政のいわゆる軽減世帯層がふえている

という形で、この部分の財源等支援という形の措置

なのか、その点お伺いいたします。 

 上富良野町の場合は、１,２００億円か１,７００

万円ぐらい来ているかなというふうに、道の資料等

で見たら、ちょっと私の見ている資料と違うのかも

しれませんけれども、この点についてどうなのか、

ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主査、答弁。 

○総合窓口班主査（三好正浩君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 国の財政措置１,７００億円の内容といたしまし

ては、今、言った財政安定化支援事業と別物でござ

います。そのうち１,７００億円のうち、平成３０

年度から始まります国保制度改革に伴うものとし

て、平成２８年度に前倒し分として一部交付される

ということになっておりますが、１,７００億円の

うちの１,７００万円の金額までは、今のところ内

示額としては来ておりません。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 国民健康保険税そのもの

が、毎回、この問題で言っているのですが、高い。

軽減措置等はあります。しかし、それでも上富良野

町の実態見ますと、家族構成と収入の状況を見まし

たら、やはり負担感というのが非常に重いという状

況になっております。単純に３００万円ぐらいの収

入だとしても、１割ぐらいの２７万円から、家族構

成によっても違いますけれども、そういう形のふう

になっておりまして、前から言っておりますけれど

も、こういった部分での一般会計からの繰り入れを

行って、やはり負担軽減の方向に努める余地がある

のではないかなというふうに思っているところであ

ります。 

 国のほうにおいても財政支援という形の中で、そ

ういった部分に対する軽減負担をできるような財政

措置が来ているかというふうに思いますが、いずれ

にいたしましても実態に即した国民健康保険税の引

き下げを一般会計から行うということは、ぜひ実行

すべきだと思いますが、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

国民健康保険税の軽減に対する御質問にお答えいた

します。 

 米沢委員御質問のとおり、現在、国民健康保険に

つきましては、全国で各負担割合に応じた運営を

行っているところでございます。上富良野町におき
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ましても、平成２６年度に国民健康保険税につきま

しては見直しをさせていただいておりまして、現

在、３年目を迎えているところでございます。２６

年、２７年と財政運営については、かなり厳しい状

況等も報告させていただきましたが、約３年を経過

し、現在、安定した運営に着手したと担当では考え

ております。 

 国民健康保険税につきましては、負担の割合が

国、道、あと保険者、あと一部負担による割合が決

定されまして、負担割合が決まっておりまして、米

沢委員おっしゃるとおり、国から上富良野町に国民

健康保険会計にかかわる支援策につきましては、全

額国保の特別会計にこのような繰り入れをさせてい

ただきまして、保険税の軽減に充てさせていただい

ております。 

 ただ、町独自での繰り入れという考え方は、現在

のところ考えてはございません。３０年度から、道

に国民健康保険運営が移管することもありますの

で、これに合わせて町としても今後の見通しを十分

精査し、町民の皆様に負担が大きくならないよう保

険者としても、その辺の努力については精査し、皆

様のほうにも御審議を賜っていただきたいというふ

うに今後考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 一般会計からの繰り入れ

は行わないということでありますけれども、財源と

して財政調整基金等を活用すれば、１人１万円の引

き下げを、加入者のですね、十分可能な財源もある

わけですから、こういった部分に対して軽減策を、

負担の軽減を今の経済事情に即した実態の中で、一

般会計からの繰り入れを行うべきだというふうに考

えますが、町長の見解を求めます。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の国保税

の引き下げに伴う町の考え方について、私のほうか

らお答えをさせていただきたいと思います。 

 国保についても今、２,８００人余り被保険者お

られますが、上富良野町民の約２５％程度になろう

かというふうに思いますが、国保の被保険者に特化

して一般会計を負担すること、これを他の保険者、

保険に入っておられる被保険者の皆さんとの公平性

等考えますと、国保保険税の軽減に一般会計を負担

するのはいかがかなというふうに考えています。 

 ただ、先日も議論いたしましたが、健康づくりと

いう部分で言いますと、国保の被保険者に特化し

て、健診の項目を国の項目より大きく充実をするこ

とで、そこにも一般会計を負担していること。ま

た、保健師を６名配置をして、特に国保の被保険者

に対する濃密な保健指導、これらについては特に日

本の中でも先進的な取り組みをしているという評価

もいただいておりますので、そういう部分において

は国保の被保険者の健康づくり、こういう観点で町

の財源を集中的に投入している実態にあります。そ

のことで国保の負担軽減に結果としてつながってい

ると、そういうことも含めて御理解をいただきたい

というふうに思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 別物であります。政策的

に健康を維持する、あるいは医療費の軽減のために

健康の維持をするということと、実際の経済的な負

担を軽減するということというのは、何ぼか軽減が

あったとしてもその実態としては、そういう形が

あったとしても実感として負担軽減が重いという状

況があるわけですから、そこに対してやはり特化す

るというのは、公平の原則に反するということを

おっしゃっていますが、しかし、これにかかわらず

いろいろな特別会計やあるいは財政的な補助政策を

支援しているということの一つ一つ見れば、それは

どれも財政的にその人、あるいはその団体に特化し

ているということになるはずだというふうに私は思

います。そのことを考えれば、何ら矛盾なく町のや

はり１人でも負担軽減ができる対策をとるというこ

とであれば、それは住民も町民も納得できる公平感

がそこで私は生まれるというふうに思いますが、こ

の点確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

にお答えさせていただきます。（録音機器不良のた

め録音されていない約２分１０秒） 

○委員長（村上和子君） 暫時、休憩させていただ

きます。 

────────────────── 

午前 ９時１５分 休憩 

午前 ９時１８分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 再開させていただきま

す。 

 ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） ２９年４月１日から、債権

管理条例が施行されますけれども、２９年度の保険

税ですね、税の負担の公平性から第８条の延滞金と

いうのができたと思うのですけれども、２９年度の

収入の予算で延滞金をどれぐらい見込んでいるの

か、そこを教えてください。 

○委員長（村上和子君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） ５番今村委員の御質

問にお答えいたします。 
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 延滞金については、１,０００円を歳入で計上さ

せてもらっています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） いろいろその１,０００円

というのは考えられるのですけれども、なかなか全

体像が捉えられないからとりあえずというのか、あ

るいは今までの実績からそうなのか、１,０００円

という理由を教えていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） ５番今村委員の御質

問にお答えいたします。 

 ２９年度から開始ということで、全体像が捉えき

れない、前年の実績から多分大きく変わるのではな

いかということで、歳入の科目だけは設けまして、

そこに１,０００円を計上させていただいておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ２７０ページにかかわると

ころで、健康づくり推進費が今年度、廃目というこ

とでなっております。昨年度、たしか生命の体操何

だか事業というところでついていたと思いますが、

さきの一般質問の中の４款の中でも健康づくり推進

のまちを宣言しておきながら、何らきちっとした事

業を継続していないという同僚委員からも質問もあ

りましたし、私もそのとおりだと思っております。 

 担当課長のほうから、予防に携わることをたくさ

んやっておるというところでございますが、やはり

協会けんぽもありますし、町民の皆さんのすべから

く健康づくりに対する意識を高揚するという目的で

あれば、やはりここは一般財源を投入してでもこう

いった事業は非常にいい事業だと思いますので、国

からや道の事業に乗っかることなく独自で進めるべ

きで、科目はやっぱり廃目しないで続けるべきと、

私は考えます。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主幹、答弁。 

○総合窓口班主幹（星野耕司君） ６番金子委員の

御質問にお答えします。 

 科目につきましては、廃止しました。その理由に

つきましては、生命の貯蓄体操の負担金６,０００

円しかない事業でありましたので、こちらの事業に

ついては廃止はしておりませんので、一般管理費の

ほうですね、総務費のですね。こちらの負担金のほ

うで計上させていただきまして、継続して健康づく

りの推進の事業については、行っていく考えでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） では、生命の貯蓄体操とい

う事業は、別項目で残るということですね、改めて

健康づくり推進費というところを拡充するというこ

とはされないのですか。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主幹、答弁。 

○総合窓口班主幹（星野耕司君） ６番金子委員の

御質問にお答えします。 

 事業につきましては、６,０００円しか計上して

いませんので廃止いたしました。新たにそこで事業

をつくって推進するという考えは、現在、ございま

せん。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ６番金子委員の健

康づくりに対する国民健康保険会計での予算の計上

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 今、担当主幹のほうから御説明しましたように、

国保会計の中での科目については、そのような事業

項目の見直しをさせていただきましたが、町の健康

づくりにつきましては保健福祉課を中心とし、私ど

も所管とする国民健康保険事業の中でもそれについ

ては連携し、特定健診に合わせましても予算を計上

させていただいているところでございます。 

 特に、この健康体操につきましては、国民健康保

険特別会計の中では、特に生命の貯蓄体操を主眼と

し、これは国民健康保険連合会のほうからの指示で

の事業運営を行ってきたことから、うちの会計の中

で費用負担を見ておりますが、町としての考え方は

国民健康保険が全てを担うのではなくて、町の保険

事業の中で町の住民の健康づくりを担っていくこと

から、その中の一助として国民健康保険の中では、

そのような科目を設けていたことからの見直しで

あって、決して後退するものではないと考えており

ますし、今後とも町の健康づくりについては、連携

して進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 国民健康保険加入者の中

で、今回、町で医療費の無料化枠拡大しましたが、

実際、該当者数というのは大体何人ぐらい、子ども

さんですかね、いらっしゃるのか。その点、わかれ

ばお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主幹、答弁。 

○総合窓口班主幹（星野耕司君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 今回、子どもの医療費の拡充に伴いました人数に

つきましては、６２名が該当するということで見込

んでおります。 

 以上です。 
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○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 在籍する子どもさんの割

合としたら、何割ぐらいになりますか。わかればで

いいです。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主幹、答弁。 

○総合窓口班主幹（星野耕司君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 中学生まで、児童・生徒数についてはちょっと概

数なのですけれども、大体１,４００人ぐらいだと

思われますので、そのうちの６２人程度となります

ので、割合については５％前後だということで見込

んでおります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） このように該当者が、本

当にわずか５％ぐらいということですから、やはり

そういった意味でもいろいろと住民健診等々で、子

育て等の制度が充実しているということをおっしゃ

いますが、しかし、そういうものも含めてやっぱり

多くの人が、その恩恵に授からないというような実

態がリアルに浮かんでおります。今後、やっぱりこ

ういったところにこそ、また財政支援を行って軽減

策を進めるべきだと、ほかの制度と合わせてお伺い

いたします。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に、私からお答えをさせていただきたいというふう

に思います。 

 このたび御承知のとおり、今、社会問題化してい

る子どもの貧困、６人に１人、あるいは５人に１人

ではないかというふうな報道もありますが、そこに

特化して中学生までの医療費の無料化の拡大をこの

たび、議案として上程をさせていただいたところで

ございます。 

 ほかの事業をすべきだという御意見あるのも承知

をしております。ただ、これまで子どもの健康を守

るという観点で言いますと、予防接種等についても

無料化しておりますし、また、御存じのように子ど

も健診ですね、５年生、中学校２年生であります

が、いわゆる子どもが病気にならない体をつくり上

げていくというそういう部分に特化して、町がさら

に応援をしているという経過にもございます。 

 また、２９年度、新年度新規事業として乳幼児の

健康づくり支援ということで助産師さんを新たに配

置したり、子育て包括支援センターの充実を図った

り、そういう分野において町も経費をしっかり持ち

ながら、直接的な支援をさせていただいている経過

にございます。 

 したがいまして、医療費の無料化に特化したそう

いう政策は、今のところ少し拡大をしましたけれど

も、全員にということでは、いま少し検討・研究が

必要かなというふうに考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ改善求めておきたい

というふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、２０７ページの特定健診

診査事業費という形で、予算が計上されておりま

す。なかなか大腸がんだとか胃がんだとか、この中

で受診率の向上を求められているかというふうに思

います。しかし、求められているというよりは、既

に十分対策もとられておりますので、比較的低い部

分もあるのかなというふうに思いますので、この計

画の中でもそういった部分の底上げはどうしても必

要だというような計画も書かれております。 

 今年度においては、こういった部分の比較的低い

ところについてはどのような、今までとは変わらな

いとは思うのですが、対策をとられようとしている

のかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

委員の各種検診の受診率についての御質問にお答え

します。 

 高齢者の医療確保法に基づいて実施しています特

定健診、健康増進法に基づいて行っているがん検

診、どちらも検診に関しては全道でも有数の受診率

を誇っております。上富良野町だけの推進で見てい

きますと、がん検診はやはり特定健診に比較し低い

状況はあります。そのために、がん検診推進基本計

画の中で、例年、数値目標を立てて、がん検診の受

診率に取り組んでいるところです。 

 ２９年度の新規にも、２８年度から継続しており

ます胃のカメラ、内視鏡カメラの継続、町独自で広

範囲に対象を無料クーポンを配る事業だとかという

のを広めているところです。おかげさまで２８年の

実績で、非常に高い精検率と発見がんもありました

ので、こういう内容を精査しながら受けていただけ

ることをＰＲしながら、検診の受診率につなげてい

きたいと思います。 

 国のほうでは、がん検診は３割を目標にというこ

とで数値を出しているところですが、平均の５大が

んの上富良野町は３３％ということで、目標値は達

成しているところであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、
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若年者の受診という形で、これも２７年度の決算で

は、前年度２３人に対して２０８人という形になっ

ております。非常に若年層からの健診をしっかり受

けてもらって、保険外も含めてこういったところに

対する意識も高めてもらえれば、それなりに国保、

あるいは医療費全体の負担の軽減につながるかとい

うふうに思いますが、今年度に至っても若年層等、

あるいは国保外の対象者等における対策というの

は、取り組まれるかというふうに思いますが、この

点、昨年度より若干予算も上回っている部分あるか

と思いますが、そういうものも含めてどういう方向

で今回対応されようとしているのかお伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

委員の若年者健診に向けての取り組みですが、２８

年度と同様に２９年度考えております。対象の人数

も健診の受診率を上げるということで、少しずつ対

象をふやしていければなというふうに考えておりま

す。 

 内容につきましては、ほとんど健診項目もう十分

に整備されている中で、２９年度におきましては３

０年度にデータヘルス計画、保健事業計画が改正に

なりますので、実績を見ながら内容、対象をふやし

ていけたらというふうに思っています。 

 ２８年度は、小児生活習慣病健診の受診率が６割

を超えまして、実際、やはりお母様・お父様も一緒

に受けてくれているような内容が効果的だというふ

うに判断していますので、トータルした中で健診が

位置づいていければというふうに、学校教育とも連

携しながら続けていきたいというふうに思っていま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにありませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 以前に、町立病院のほうで

禁煙外来を進めてはどうかということで、受動喫煙

の関係で一般質問させていただいた経過がありまし

たけれども、今、東京オリンピック等もあります

し、２０２０年に向けて国レベルでも禁煙について

のそういう話し合いだとか、協議会だとか立ち上げ

ているところたくさんございます。受動喫煙に対す

る町の２９年度の予算はどのように考えていらっ

しゃるのか、その辺を伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） ３番佐川委

員の受動喫煙についての対策です。 

 ２８年度と同様に２９年も特定健診の場面で、国

保保険者以外の社保の保険者に対しても肺機能検査

を実施し、その折に喫煙の体内への害についての啓

発・啓蒙活動をする予定でおります。 

 喫煙率の数値を把握できるのは、特定健診の問診

の受診者数で、上富良野町は全道同規模市町村保険

者数の数値よりも、やや高い状況は継続している段

階です。上富良野町全体における受動喫煙含めて禁

煙対策については、道保健所が主導を持っておりま

して、町内の施設に関して、きれいな空気、おいし

い空気の施設というような認定を受けますと、シー

ルが張られるようなのを道で推進しておりまして、

そういうような施設に対しての啓発・啓蒙活動は、

広報も通じながら続けていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 以前には、議会の議員の中

にも喫煙されている方が結構いらっしゃいました。

現在、皆さん個々で努力をされて、禁煙に向けて頑

張っていらっしゃる方がたくさんふえてまいりまし

た。ぜひ町としても継続して、もう少し予算もつけ

ながら禁煙に向けて、受動喫煙者を守るという観点

から、そういうのを予算として今後も継続してつけ

ていただければというふうに思っていますので、そ

こら辺について伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） ３番佐川委

員の禁煙対策についての予算の計上についてです

が、一般会計の健康増進費の中で生活習慣病予防対

策費の中にＣＯＰＤ対策ということで、喫煙が原因

の慢性の肺疾患の予防対策というふうに織り込んで

おります。２９年も合わせて、全上富良野町民に対

して禁煙の対策が講じられるように、継続した予算

配置にしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ２６１ページの葬祭費につ

いて伺いたいというふうに思います。 

 これの内訳をどのようになっているのか、まず、

そこから伺いたいなというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主幹、答弁。 

○総合窓口班主幹（星野耕司君） ３番佐川委員の

御質問にお答えいたします。 

 葬祭費につきましては、人数につきましては２５

人ということで、葬祭の費用については１万円と

なっております。 
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 以上です。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） これについては、要するに

引き取り手がないだとか、そういうような人に対す

るものなのでしょうか。１人１万円というのは、ど

ういう１万円を計算していらっしゃるのか、伺いた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主幹、答弁。 

○総合窓口班主幹（星野耕司君） ３番佐川委員の

葬祭費についての御質問にお答えいたします。 

 この負担金で計上しております葬祭費につきまし

ては、亡くなられた遺族に対して葬祭費用というこ

とで１万円をお渡しするものとなっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） そうしますと、ちょっと私

が思うのは、今、高齢化社会でおひとり暮らしの高

齢者で、誰にも知られず亡くなってしまったり、身

内がいないというそういう孤立死が、社会現象とし

てふえてきていると思うのですよね。そこら辺につ

いての予算というのは、一切ないのでしょうかね、

どこを見て考えて。それは町として、ある程度の経

費がかかると思うのですよね、そこら辺については

どういうふうに考えていったらいいのか、ちょっと

伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ３番佐川委員の葬

祭費にかかわる御質問でございますが、今、佐川委

員が御質問いただきました孤独死で亡くなった方の

対応については、どのような形が事務手続されてい

るのかという御質問だったと思うのですが、実は、

そのような場合のケースにつきましては、国保会計

での予算計上ではございません。町の保健福祉課に

よる扶助費の中で、そのような対策については対応

するような事務ということで、所管がなっておりま

すことを御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第２号の

質疑を終了します。 

 次に、議案第３号平成２９年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計予算を議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１０ページから１３ページ及び

２８９ページから２９９ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今年度からでしたでしょ

うか、高齢者特例等が廃止されて、段階的な権限が

引き上げられるという状況になっておりますが、そ

れに当たって上富良野町では、それぞれ該当する方

どのぐらいいらっしゃるのか。また、今後、引き上

げられるということであれば、町独自でもその負担

軽減策ですね、引き上げられた段階においてそう

いった対策というのは、現段階では考えていらっ

しゃらないのかどうなのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

後期高齢者医療保険料の特例軽減の関係する御質問

にお答えさせていただきます。 

 ２９年度から後期高齢者の保険料につきまして

は、これまで約８年にわたり軽減されてきました制

度が見直しされ、２９年度から所得割の軽減が見直

しされております。所得割の軽減につきましては、

上富良野町の今現在の実数で見込みを立てさせてい

ただいておりますのは、約１６８名の方が所得割の

軽減を５割軽減から２割軽減になるというふうに見

込んでございます。。 

 また、被用者保険の被扶養者だった方が受けてい

た軽減割合が、現在９割軽減だったものが、２９年

度から７割軽減となることが見直しされておりま

す。これにつきましては、約１７３名の方が対象と

なるであろうというふうに見込んでございます。こ

の数字につきましては、あくまでも２９年１月末現

在ということで御理解いただきたいと思います。 

 なお、米沢委員のほうから、この軽減が見直され

ることによって町独自の政策を持ち合わせているか

という御質問につきましては、町のほうとしては

今、国の制度がこの見直しをするということで、道

の広域連合のほうからも情報を受けておりますが、

現時点では道のほうも財政支援のほうの予定はない

こと、あと、他の市町村でもまだ各自治体において

の軽減の予定はないというふうな情報を受けており

ますので、上富良野町においても独自の軽減策は、

２９年度予算には計上はしていないところでござい

ます。 

 ただ、今後、国、道、他の自治体の情報について

は、進んで情報収集はしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第３号の

質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ
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さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、議案第４号平成２

９年度上富良野町介護保険特別会計予算を議題とし

ます。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１２ページから１４ページ及び

３０３ページから３３０ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今年度から介護制度、上

富良野町で言えば変わります。訪問介護、生活支援

等通所介護、生きがいデイサービス、お元気会等々

がいわゆる地域支援事業という形で、町の基準で独

自の裁量のもとでできるというふうになっておりま

す。 

 そこでお伺いしたいのですが、制度そのものは

ちょっと非常に難しくて理解できない部分あります

が、例えば３１５ページの中で、訪問介護サービス

は、従来型の訪問サービス事業という形になってお

ります。生活支援等サービスについては、緩和型の

Ａ型訪問サービス事業というふうになっておりま

す。この点、従来型といわゆる緩和型というのはど

のように、どこが支援、変わったのかというところ

を教えていただきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１１番米

沢委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 ここで記載されている従来型と緩和型の違いとい

うことなのですけれども、従来型については現行介

護保険事業所がやっているサービスをそのままスラ

イドしたという形で理解していただきたいと思いま

す。緩和型につきましては、介護保険事業所が実施

するのですけれども、それと合わせまして有資格を

持っていない方、その方についても一定の研修を受

けた中で人員配置できるということで、その部分で

緩和型というようなことで理解をいただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、従来型は

当然、従前の事業所が担うという形になるというこ

とでありますが、緩和型になれば委託している事業

者等、あるいは直接、町がかかわってもいいとはい

うふうに思いますが、こういった部分に専門的な職

種の方がかかわるのではなくて、一定民間の方、あ

るいはそういった講習を受けられた方、こういった

方がこういった事業にかかわることができるという

形の解釈でよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま米沢委員

の御質問なのですけれども、とりあえず委託するの

は従来お願いしている介護保険事業所になっており

ます。その中で専門的な部分については、専門的な

資格を持った方がやっていただいて、それ以外の主

に生活支援の部分ですか、そこら辺につきましては

一定程度、研修を受けた方がやっていただくという

ことで、そこら辺については訪問サービスで言え

ば、身体介護の部分は簡単に言いますと専門職、そ

れ以外の生活支援については、一定程度研修を受け

た方という形で考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 従来から問題になってい

る点、何点か、ちょっと疑問な点があるのでお伺い

いたします。 

 そうしますと、生活支援部分については専門職、

あるいはそういった一定の研修を受けた方でも十分

可能だということでありますが、しかし、生活支援

分といってもその置かれている方、利用されている

方というのは、恐らく当然高齢の方であったり、何

らかの身体に多少なりとも不安を持っている方、要

支援等々含めてですが、そういう方かというふうに

思います。 

 そうしますと、私は従来型のサービスにおいて、

そういった訪問介護と合わせて専門的な職種の方が

かかわって、米沢なら米沢が、非常にきょうは体調

がいいが、あしたになるとどうなるかわからないと

いうような方がいると思います。その中で生活がし

づらいということになれば、当然、やっぱり一定の

専門職がかかわったほうが、私はいいと思います。

そういう意味で、この部分については国のほうも地

方自治体の裁量において、どちらを選ぶかどうかと

いうのは裁量の範囲だということでありますから、

私は従来のサービス設定を行って、こういう人たち

を支援するということが必要だというふうに思いま

すが、この点どうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 ただいま御質問がありました緩和型サービスにお

いても、専門的な職種を配置してというような部分

かと思いますが、その点について、現在、町で予定

しておりますのは従来型は先ほど申したとおり、そ

のまま現行の通所型または訪問型のサービスが移行
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して、緩和型サービスについても現状では町で現行

サービスを行っている事業所に委託をする中で、緩

和型サービスを提供する予定をしております。 

 対応する職員は、専門的な介護職員等が対応する

ことになり、その中で緩和型、簡略化できる内容に

ついて精査をしてもらいながら、事業を進めていく

というような状況でありますので、大きく質の低下

はないと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 当面、振り分ける段階

で、様子を見ながらということですが、しかし、最

終的に緩和型ということを設定すれば、その方向に

行かざるを得ないというふうに私は思うのです。い

わゆる一定の講習を受けた方が、事業所でふるい分

けして、この方は講習を受けた方に対応しても十分

ですよということになるというふうに思うのです。 

 私は言っているのはそうではなく、きっちりと緩

和型を選ぶのでなくて従来型のサービスを、どなた

にも等しくきちっとサービスを提供するということ

を町は選ぶべきだというふうに思うのですが、この

点は裁量ということでありますから、当然、そう

いった見解に立たなかったのか、どうして緩和型と

いうことも含めたサービスの提供というふうに踏み

込んだのか、この点をお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 町といたしましてもメニューとして従来型のサー

ビス、あわせて緩和型のサービスというのを設定さ

せていただきました。その中で対象者が、従来の要

支援者等に加えまして２次予防対象者ということ

で、対象者もある程度、幅があるような状況でござ

います。その中で、これらのサービスを受けるに当

たって、ケアマネジメントというものがありまし

て、そこで十分その方の状態、介護の状態等々を判

断した中で、家族・利用者とも協議した中で従来型

がいいのか、あるいは緩和型がいいのかというよう

な選択になると思います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） どちらを選ぶかではなく

て、利用者も含めてなのですが、そうではなくてや

はり従来のサービス提供で、安心して受けられるよ

うな環境を整えたほうがいいのではないかというこ

とだというふうに私は言っているのですが。もう一

つお伺いしたいのですが、この緩和型ということに

なれば、恐らくサービス単価等の設定等が問題に

なってくるかというふうに思います。 

 従来型でいけば、それも上限ありますから、上限

を超えて単価設定するということは、恐らく出てこ

ないのかなというふうに思いますが、これから社会

保障費が削減されるということに既になっておりま

すから、報酬単価、これは緩和型と従前型というこ

とになれば、当面は変わりないのか、既に今回の新

年度予算の中で、そういう設定がされているのかど

うなのか、その点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） ただいま御質

問がありました介護報酬の設定についての御質問で

すが、現在、考えております内容につきましては、

現行、従来型の介護報酬の設定と緩和型につきまし

ては、基本的な考え方は変わらないのですけれど

も、緩和型Ａにつきましては要支援１程度を上限に

ということになっておりますので、その内容で考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、上限とい

うことですから、そのまま維持される、あるいは将

来的には単価も引き下がるということも見えてくる

のかなというふうに思います。今の現状では、何と

も言えないのかもしれませんが、しかし、事業所等

がこういったものを受託した場合、実質やはり運営

できないということになったら困ります。 

 そうすると実質単価、いわゆる経済事情に合った

単価、あるいはプラス事業所が運営できるような単

価設定というのが、そこで求められてくるというふ

うに思いますが、そういうものも含めて今後、こう

いったものに対する単価設定のあり方というのは、

十分協議されているでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 この関係につきましては、昨年の春より複数回、

各関係する事業所と打ち合わせをしまして、事業所

における不安に思っている状況ですとか、課題です

とか、そういうことを確認しながら町のほうの考え

を提案するという、お互いに状況をつけ合わせしな

がら、現状では決めた介護報酬の単価になっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 現状では、そういう単価

報酬ですけれども、将来的なことを言って大変申し
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わけありませんが、何らかの事情によって単価報酬

の見直しもあり得るということですね、そのライン

からいけばですね。上限があって、下限はどこでも

いいわけですから、上限は当然その分出せば、自治

体の持ち出しで国からの負担・補助というのはあり

ませんから、そこはどうでしょうか。下限設定とい

うのが出てくると思いますが。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 今、言われたように、国のほうでは上限設定とい

う形で、一定程度の報酬額を設定されておりまし

て、従来型等々につきましては、その上限に設定し

ている状態でございます。 

 あわせまして、下限設定というお話もあったので

すけれども、基本的には事業所と町との単価の関係

で、事業所が受託できるかどうかというのを一つの

判断にいたしまして、そこら辺の設定を今後、もし

見直しがあるとすれば、していきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ、こういった担う事

業所等々、あるいはいろいろな形で起こり得るかと

いうふうに思いますが、やはり運営できる単価設定

というのが何よりも大切だというふうに思いますの

で、その点含めて、また十分事業所とも話し合いな

がら進めていただきたいというふうに思います。 

 また、今回の緩和型ということになれば、ボラン

ティア、あるいはそういった一定の講習を受けた人

が担えるという形になっておりますが、上富良野町

では担えるそういった団体、あるいはＮＰＯ、ある

いは等々というのは現存しているのか、あるいは既

にそういったところ等の話し合い等々というのは、

もう実施されているかというふうに思いますが、こ

の点は今後どうなっていくのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま米沢委員

の御質問なのですけれども、この緩和型Ａの担い手

というようなことだと思いますけれども、今現在

は、すぐ訪問介護事業所である社会福祉協議会で

あったり、あるいは一部、やまびこもやっているの

ですけれども、そこにそういう方が登録していると

いうような実態はございません。 

 したがって、４月すぐに緩和型Ａが実施できるよ

うな今では態勢にはなっていないのですけれども、

今後におきましては各事業所において、例えばボラ

ンティアであったり、他のそういうような以前その

職に携わっていた方等々の人材確保していただい

て、研修等をいただいて事業を進めていただいたら

ということで、現在、そういうふうな方向で協議を

進めております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 私、誤解のないように

言っておきますが、ボランティア等は否定しており

ませんが、基本はいわゆる従前型のサービスにつけ

加えて、そういった方々をその枠の中にやはりき

ちっと利用できると言ったら失礼ですけれども、運

用できるのであれば、そういうボランティアの方も

運用しながら、従前のサービスが提供できる環境を

何よりも大切だというふうに思っていますので、こ

の点、お伝えおきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） それでは、今の同僚委員の

質疑でも、ちょっと確認したいことや何かあるので

すよ。それはまた、ちょっと後にということで考え

たいと思います。 

 それで、今回の改正や何かでも認知症対策という

のは、非常に大きな課題になっているのかなという

ふうに思います。３１５ページに、認知症普及啓発

活動交付金、新規で１８万円上がっているわけです

が、これはどういう相手に交付し、どこが受けるよ

うになって、内容等についてはどのようになってい

るかをお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １番中澤委員

の御質問にお答えします。 

 こちらに記載しております認知症普及啓発活動交

付金ですが、現在、町のほうでは認知症に対する普

及啓発をオレンジプラン、認知症施策推進総合戦略

に基づいて進めておりますが、その中で認知症カ

フェという認知症を持つ方やその御家族の方、あと

認知症を理解したいという住民の方々が集うような

カフェ、集まる場というのをつくるということもそ

の中で推奨されておりまして、そういうことをさま

ざまな団体、事業所にお声をかけさせてもらってい

るところなのですけれども、そういうような活動を

進めるに当たって活動費、場所を借りたりとか、あ

と、その活動を周知することですとか、そういうこ

とに対して一定程度の経費がかかるという状況です

ので、そういう活動を実施するところについて、活

動の交付金を考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） かみんに行ったら、社会福

祉協議会の前に認知症カフェや何かの開催の案内が
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ありますが、それがこの事業という認識でよろしい

でしょうか。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） 今、社会福祉

協議会と直接その交付金の配分についての話はして

はおりませんが、社会福祉協議会が今されている認

知症カフェも含めて、ほかの事業所もそのような活

動をするに当たって、活動費が必要だという場合に

おいて交付金というようなことで考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） それでは３１３ページにな

りますでしょうか、地域密着型サービス費に関連し

てお聞きをしたいと思います。 

 第６期の介護保険事業計画では、認知症対応型の

グループホーム、平成２９年度まで２から３ユニッ

ト、１８から２７床を整備するという計画がありま

す。今、どのようになっているかをまずお尋ねした

いと思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１番中澤

委員の御質問にお答えいたします。 

 地域密着型にかかわりまして認知症対応型共同生

活介護、いわゆるグループホームの整備計画の状況

ですけれども、今、委員言われたように６期計画、

平成２９年度までなのですけれども、２から３ユ

ニット、１８から２７床の整備を今、計画している

ところです。 

 それを受けまして、町におきましても昨年の８月

だったと思いますが、１次募集という形でさせてい

ただきました。結果、募集がありませんでしたの

で、さらにその後２次募集という形で今募集してい

ただいて、それについてもちょっとたまたま問い合

わせがなかったもので、今回、新たに継続して３次

募集という形で、４月２８日、４月いっぱいを限度

に３次募集をしているところです。 

 状況といたしましては、まだ正式申請という形で

はないのですけれども、２件ほど問い合わせがあり

まして、１件についてはちょっと前向きの方向でと

いうようなことで聞いております。そのような状況

でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 今のところ、まだ進んでい

ないということで受け承りましたが、それでは平成

２９年度の介護保険会計のそこのグループホーム等

の反映や何かはどのような予算化になっているか、

お聞かせいただきたいと思うのです。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま中澤委員

の地域密着型の今お話ししたところの含めた予算措

置というようなことなのですけれども、２９年度予

算につきましては、ちょっと今、まだ募集中という

ことですので、２９年度内の開設はちょっと無理だ

というような判断から、今２９年度予算については

新たなグループホームというような形の上乗せの給

付費は算定しないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） それで２８年度と２９年度

を比べてみたら約４３０万円ぐらい、この部分伸び

ているのですが、うちの町への入所ではなくて、ど

こかの違った町への入所が約４３０万円の伸びが見

込まれるだろうということで、予算化されたという

ことで認識してよろしいでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま中澤委員

の給付費の２８年度見込みと予算の関係で、おおむ

ね４３０万円ぐらいふえているというような御質問

なのですけれども、これにつきましては実はうちの

町に１施設あるグループホームにおきまして、行政

処分を受けまして、２８年度におきまして、たまた

ま新規受け入れ停止というようなことで、人数が一

定程度ふえてなかったというか、逆に減っていった

ような状態で給付費が、２８年度においては少な

かったというような状況です。２９年度において

は、今は満床になっていますので、そこら辺を反映

しての給付費の算定となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 先日、広報かみふらのの４

月号を見させていただきました。非常にわかりやす

く書かれているのですが、ここで最後のほうに地域

介護予防活動支援事業ということを進めますという

文言があります。この地域介護予防活動支援事業の

内容、対象、また予算等についてはどのようになっ

ているかをお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １番中澤委員

の御質問にお答えします。 

 こちらの活動支援事業ですが、今、考えておりま

すのは、現在、上富良野の中で自主的に介護予防活

動をされているグループが７団体と、あと、ふま

ねっと運動等で積極的に介護予防活動を実施されて

いる団体があるのですけれども、そういった方たち

が継続して活動をされているのですけれども、御自
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分たちの課題になるような身体状況を確認したり、

また、その運動をすることでどこがどのくらい改善

したかということを確認する機会がない中で、意欲

を持って継続されている状況なのですが、今後も引

き続き積極的に介護予防活動を進めていっていただ

きたいということから、身体機能の評価を専門職、

今、考えておりますのは健康運動指導士なのですけ

れども、そちらの方に事業を委託しまして、運動機

能の評価をしまして、約１年間運動を実施した後、

どういうふうにそれが変化したかというようなこと

を確認していくような事業を計画しております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。ほか

に。 

 ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） ちょっと確認なのですけれ

ども、簡単なジャブで。何というのですか、延滞

金、２９年度が新規に出て１,０００円になってい

ますよね、３０６ページですかね、その延滞金を

１,０００円にした理由をちょっとお聞かせくださ

い。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま今村委員

の延滞金の計上の方法なのですけれども、これにつ

きましては、発生するかしないかも含めまして金額

が確定していませんので、科目計上という形で１,

０００円を置かしていただいたところでございま

す。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 介護の申請というのは従

来と変わりますか、今回の総合事業等々にかかわっ

てなのですが。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） ただいま１１

番米沢委員からの御質問にお答えします。 

 介護認定の申請自体は変わることはありません

が、先ほどから話題になっておりました総合事業対

象の方ですね、今までですと要支援というような認

定を受けて、サービスを利用する方につきまして

は、その事業を希望する方については、認定を受け

なくてもチェックリストというものを使って状態像

を確認しまして、それに該当する総合事業の対象に

なるという項目に該当しましたら、認定を受けなく

てもサービスを使えるという状況にはなります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、本人が総

合事業のほうではなくて介護事業のほうで受けたい

ということになった場合、これは現行では、それは

それとして尊重されて介護事業という形で、当然、

認定作業等もありますから、そういう形で望む方の

意思が反映されるということになりますか。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 総合事業でチェックリストのみでサービスを使え

る方というのは、訪問型サービス、通所型サービス

に限られておりますので、その他の予防給付を希望

された方は、もちろん介護認定が必要ですし、

チェックリストでサービスを使うようになっても、

そういった予防給付の含まれたサービスを希望され

た場合には、速やかに介護認定の手続ということを

お進めすることになりますし、状況に応じて御本人

が一番、御本人にとってメリットのある認定の進め

方をお伝えしていくようになると思います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、

不服申請の点でありますけれども、いわゆる納得で

きませんと、町のいわゆるチェックリストに基づい

て総合事業になりましたということになった場合、

本人は、それに対して納得できないという場合は、

不服申請というのはできるのでしょうか。介護、従

来でしたらそれに対して不服申請ができたのかなと

いうふうに思いますが、その点、お伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 不服申請になることのないように、どうしても申

請をしたいという御意思がありましたら、総合事業

のチェックリストだけで使えるサービスのみを希望

されていましても、介護認定の申請をお進めしたい

と考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひそこら辺は、今、担

当の方の話聞きましたら、機械的にチェックリスト

等によって振り分けないといういうな話だったのか

なというふうに思いますが、そこら辺も地域の町の

対応によっては、きちっと要望があれば当然、本人

が望めば別だとしてもやはり介護に、制度に結びつ

けるというような対策というのが必要だというふう

に思いますので、その点は本人の意思を尊重した中
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での介護申請のあり方というのをもう一度、現行の

いわゆる総合事業の枠組みにとらわれることなく対

応すべきだというふうに思いますが、もう一度、確

認をお願いいたします。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１１番米

沢委員の認定に係る御質問だと思いますが、基本的

にはチェックリストというようなことで今回出てき

たのですけれども、その趣旨といたしましては、訪

問事業、あるいは通所型事業のみを使う方に対して

事務の簡略化もありますが、サービスの迅速化とい

う形でチェックリストを利用することで、国のほう

は進めているところでございます。 

 繰り返しになりますが、先ほど主幹のほうも言い

ましたけれども、その方の家族の状況、あるいは本

人の意思の状況、あるいは今後のサービスの利用状

況を総合的に判断していただいて、チェックリスト

がいいのか、あるいは介護認定がいいのかというよ

うなことは、随時、臨機応変に対応していきたいと

考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにありませんか。 

 １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 新しいというか、介護予防

日常生活支援総合事業ということで、全体について

お伺いをしたいと思います。 

 ２９年度から始まりますが、その中で、この総合

事業というのは地域づくりでもあるし、地域住民の

参加、またはＮＰＯだとかボランティア等の活用だ

とか高齢者の活用などがうたわれていて、また地域

が抱える多様なニーズに対して地域の実情を反映し

た中で、この総合事業を進めるということになって

います。 

 そこでお伺いしたいのは、１点、生活支援コー

ディネーター地域支え合い推進員の配置について

は、今、どのような状況になっていて、考え方、ま

た、配置がされているのかされていないのか。 

 それともう１点は、協議会を早期に設置すること

になっております。ここら辺は、我が町の状況につ

いてはどのようになっているかをお聞かせいただき

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１番中澤

委員の生活支援体制整備に係る御質問だと思いま

す。 

 今現在、第１点目の御質問の生活支援コーディ

ネーターについては、配置されていないような状況

でございます。あわせて協議会につきましても、現

在までそれにかわる団体として、実は２カ月に１回

地域ケア会議というものがありまして、そこら辺を

含めた中で地域のニーズ等々を把握して現在に至っ

ているのですけれども、平成３０年度をめどにその

協議会につきましても設置するような方向で、今年

度については検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 先ほども言いましたが、地

域づくりということが、この裏にはあるかと思いま

す。そのような中でやはり生活支援コーディネー

ターというのは、非常に重要な役割を担う職種なの

かなと思っていますし、今、配置はされていないと

いうことですが、今後、どのようにしていく予定な

のか、また、配置はまるっきり考えないのかをお聞

かせいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま中澤委員

の御質問なのですけれども、生活支援コーディネー

ターにつきましては、その内容等については非常に

重要な位置づけだというふうに私ども理解しており

ます。それも含めまして、平成２９年度においてど

のような方法で配置するのがいいのか、行政に配置

するのがいいのか、それとも別の団体に配置するの

がいいのか、そこら辺を含めてちょっと検討してい

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、

今回の総合事業が導入されまして、また新たにケア

マネジメント作業というのがふえたかというふうに

思います。それで、これにかかわって事業所等のか

かわりも当然出てきますが、十分、人の配置、ある

いは必要量を現在の職員等で対応できるような環境

にあるのかどうなのか、この点お伺いしておきたい

というふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 今現在、ちょうど４月から移行するための準備を

取り進めているところですが、この介護予防ケアマ

ネジメントについては、地域包括支援センターが基

本的には担う業務となっております。現在、地域包

括支援センター、私も含めて３名プラスあと嘱託の

職員２名という体制でやっております。春からは増

員の予定をしておりますが、それ以外の包括的支援

事業も地域包括支援センターでは担うことになりま

すので、全てを職員で担うことは厳しい状況と考え
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ております。 

 また、介護予防支援につきましても、今まで一部

を居宅介護支援事業所のケアマネジャーに委託して

いた経過もありますので、介護予防ケアマネジメン

トについても同じように、一部の部分を居宅介護支

援事業所のケアマネジャーに委託をして、業務のほ

うを進めていく計画をしております。その状況で今

のところ、調整している居宅介護支援事業所から

は、対応できないという回答はもらっておりません

ので、４月に向けてはスタートできるのかなと思っ

て考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いろいろと対応が大変だ

というふうに思いますが、ぜひ前へ進めていただく

しかないのかなというふうに思います。 

 次、お伺いしたいのは、サービスの必要量の問題

でお伺いいたしますが、今年度から中富良野町では

特別養護老人ホームが増床されるという状況の話が

あります。上富良野町でも他の施設に入所をされて

いるという状況の中で、やはり一定部分この間の町

の答弁では、他の施設に入所をしているので、特別

それにかかわった施設の増床、特別養護老人ホーム

の増床は考えないということで、グループホーム等

は一定考える方向で募集等は進んでいるという話で

ありますが、この特別養護老人ホームの物の考え方

なのですけれども、現状５０床という形になってお

ります。経営体系でいけば、一般的に８０床から１

００床ぐらいあれば、これとて何の基準もないのだ

ろうというふうに思いますが、一定規模の採算がと

れるような増床のベッド数が必要だというふうな話

も聞いておりますが、町として特別養護老人ホーム

の増床というのは、今後、計画の中に位置づけされ

ようしているそういうものも含めて、考える予定等

があるのかどうなのかお伺いいたしたい。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきます。 

 特別養護老人ホームの経営を改善するための増床

というのは、基本的に考えてはございません。ま

ず、介護認定者のうち、いわゆる特養も含め施設介

護が必要な層の方、いわゆる要介護３以上になりま

すが、３、４、５、そういう認定者の数と合わせ、

その介護施設がどれくらい必要なことかというの

は、今、結論を出すわけではなくて、毎年それは

減っていくことはありませんので、そういった観点

で上富良野町の特養について、どういうベッド数が

いいのかというのは、これからも不断に研究を重ね

ていくと。 

 一方、要介護１から３ぐらいまでの方について

は、在宅のサービスを充実することと合わせグルー

プホームやサ高住のような、そういう入居系のサー

ビスをしっかり基盤を整備していくと。一方、要支

援を含めいわゆる介護度を重度化させない取り組

み、これらについては御承知かと思いますが、その

自立支援の通所介護も、ショートも、訪問介護も、

そういう部分でしっかり支えていくと。 

 さらに、要介護認定をされない方々のいわゆる介

護予防事業についても、しっかり町で支えていくさ

まざまな事業を展開をしていることは、御承知かと

いうふうに思います。いわゆる特養の部分に増床に

特化せずに、いわゆる高齢化社会をどのように支え

ていくか、そういう総合的な観点で、そのうちの一

つとして施設介護のあり方については、研究をさせ

ていただきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第４号の

質疑を終了します。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は、１０時５０分からでございます。よろし

くお願いいたします。 

────────────────── 

午前１０時３５分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 次に、議案第５号平成２９年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算を議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１５ページから１６ページ及び

３３３ページから３５５ページまでの会計全般の質

疑に入ります。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ３３５ページのサービス収

入の居宅介護系にかかわるところでちょっとお聞き

をしたいと思います。 

 歳出のほうにも絡んでまいりますので、歳出のほ

うでこの間、改善計画に基づいて居宅系のデイサー

ビスの職員の歳出のほうを非常に抑えた形で２９年

度組んでおります。 

 そこでお聞きしたいのは、やはりこのようなサー

ビスに基づいて、当然、施設が複数ありますので、

そこでサービスの低下というものが発生をしないよ
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うにしてほしいということがまず１点で、どのよう

にその対処をするか。少なくなった人員で、どのよ

うに回していくかということと、あともう一つ、や

はり何といってもこの安定化する会計の中において

は、歳入の部分で、このデイサービスの収入を上げ

ていかなくてはいけないというふうに、共通認識で

考えるところだと思うのです。 

 それで具体的にどのような政策を図って、居宅、

通所介護の収入の部分をしっかり確保していくかと

いう、その辺の計画がどういうふうにされているか

を伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ６番金子

委員の御質問にお答えします。 

 サービスの質の向上の部分でございますが、これ

につきましては、これまでも他のデイサービスセン

ターを訪問したり、あと実際、業務の中で会議を開

いたりして、実際のほうでやっている業務の中で不

都合だというか、不足する部分を検討しながら進め

てまいっております。新年度におきましても他の施

設を訪問したり、学べる点を取り入れましてスタッ

フの中で、また、改善できるものは改善していくよ

うな形をとりたいと思っております。 

 また、人員につきましても現在、火曜日が少ない

利用人員になってございます。それから、土曜日も

少ない人員になってございますので、その人員につ

きましては介護スタッフを減らしても対応できる状

況になっていることもありまして、現在、削減する

意味も含めて対応しているところでございます。 

 その中で、実際に業務の中で支障が生じないよ

う、私のほうも毎日デイのほうに通いながら、状況

を見きわめて判断をしてまいりたいと思っています

ので、そういうような対応の中で今後もサービス向

上に努めていきたいなというふうに考えておりま

す。 

 それから、デイサービスの収入の向上の関係でご

ざいますけれども、これにつきましては昨年からお

元気かい、私どもデイサービスで受託をしまして、

現在、それに取り組んでいるわけでございますが、

当然、健康を目的にやっている事業ではございま

す。ただ、利用している中の方におきましても、や

はりその中でも認知的な部分が出てきたりとか、そ

ういう症状がある方も出てまいりますので、その方

をデイサービスのほうに、うちのほうで受託してい

る関係で私も顔を出しまして、利用に結びつけたよ

うな形を出せれるようにしています。 

 それから、生きがいデイサービス、毎週木曜日実

施しておりますけれども、これにつきましても実際

に利用している中で、また、同じような症状で介護

サービスのほうに移行される方もございます。その

方におきましても、木曜日以外の日に利用していた

だけるように移行されている方もおりますので、そ

の中で利用者増につなげていく部分をやっていきた

いと思います。 

 また、ＰＲ不足という部分も多分あるのかなと思

いますので、広報等、それから社会福祉協議会、そ

れから地域包括支援センターのほうとも連携しまし

て、我々のやっているデイサービスの業務内容を見

に来てもらったりもしておりますが、同じように続

けてデイサービス、ラベンダーハイツ全体が取り組

んでいるのだということをもっと知っていただい

て、利用者がふえるように、これからも働きかけを

していきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） さまざまな改善計画のもと

で、本当に人員の見直し等々図って、その辺、非常

に高く評価をさせていただきたいと思いますし、

今、所長のほうでさまざまな、いわゆる削減のほう

にかかわる部分というのも非常に渇いた雑巾を絞る

ようなことを頑張っていらっしゃるのはわかるので

すけれども、最大は収入というわけですね、歳入で

入るほうをふやさないと、だめだと思うのですよ。 

 そこで、今、いろいろなＰＲだったりとかソフト

の部分を高めていくと伺いましたが、実際にハード

の部分になるのでしょうか。全体の器だったりとい

うところで、経年も非常に片方は平成１５年スター

トということと、もう片方は昭和のこれから４０年

ぐらいですね、たしかに経年、建ててから、あの建

物ですよ。部分的に直したスタートというのは、平

成１５年からのスタートになっているかと、ともに

同じスタートですけれども、全体的なハードの部分

で、受け入れる方の満足度というかを上がる部分

で、改善できるようなところというのはないので

しょうか、お伺いします。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ６番金子

委員の御質問にお答えいたします。 

 現在まで施設の整備につきましては、極力、そう

いう損耗をしないように状況を見きわめながら修繕

を重ねて、大きな改修につながらないようなことを

進めてまいりましたが、やはり屋根とか、それから

ボイラーの関係とか、結構故障もございまして、対

応してきている状況にあります。 

 ただ、全体の改修によって利用者の増を図るとい

う部分では、今回、中間浴が故障した部分ありまし
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て改修をしますが、今までよりも利用者にとっては

快適な状況が、これからはできると思いますので、

その点では今回の中間浴は、そういう観点での改修

の一つかなというふうには理解しておりますが、そ

れらの以外につきましては、実際に本当に改修をし

なければ、施設自体が維持できないというようなこ

との改修がきております。 

 また、平成２４年、２５年におきましては、洗面

とかトイレの改修がございまして、これにつきまし

ては車椅子で下に入るような形で、快適な状況にし

ておりますので、その二つが私の考えている中で

は、快適な状況ができたということで改修できるの

かなと思います。 

 あと、車の更新、これについては当然、古くなっ

て更新をしているわけですけれども、バスもありま

すが、ワゴン車の改修とそれから軽自動車の新たな

購入ということで、これら利用される方にとって

は、乗っている環境が変わっているということで、

その部分もあるのかなとは思いますが、一応、その

３点がそういう意味での利用者増につながる一つの

要因の改修になるのかなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ぜひいろいろなところを活

用していただきながら、何とか独立採算がとれるよ

うな方法で頑張っていっていただきたいというふう

に思いますし、また、そのソフト面についてはもち

ろん特別会計ですから、中でしっかりと努力を図っ

ていただきたいのですが、中だけではできない、い

かんともしがたい部分について、今年度も公債費の

部分で町のほうで繰り出しを見ておりますが、今、

ちょうど所長も答弁していましたが、片方は町場に

近いところにあります。どうしてもラベンダーハイ

ツ、距離的にも郊外の遠いところもあるので、やは

り移送の部分で施設を利用される方、通所型のデイ

サービスを使われる方のそのストレスがないよう

に、今、いろいろないい車も出ているように聞いて

おりますので、それらの早期導入のようなものとい

うのは、町として考えがないのかお伺いをします

が、よろしいですか。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 車の車両

の関係ですけれども、今現在、バスが老朽化してい

る部分がございまして、これについては改修の計画

にも載せてはございます。実施計画の中に載せてお

りますので、現在、エンジンの調子だとかそういう

部分で早急な改修というのは、しなくても大丈夫な

状況になっておりまして、平成３０年度に新たに更

新しようというふうには現在は考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３３４ページの施設介護

サービス収入のところでお伺いいたします。 

 国の制度が変わって、この収入設定の中でひとり

世帯で２８０万円、２人世帯で３４０何万円未満と

いうような方というのは、今回この収入の設定に当

たっては、そういう該当者というのはいらっしゃる

のかどうなのか、まずお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） １１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 収入の算定に当たりましては、そういう算定の仕

方をしておりませんで、実際に４月から１１月ぐら

いまでの実績に基づいて、利用者人員を割り返しを

として単価を出して利用人員に掛けているという状

況でありますので、その中身まで詳しく調べて算定

をしておりませんので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 状況をちょっと知りた

かったものですから、また、わかれば教えていただ

きたいというふうに思います。 

 今回の予算の中で、賃金等の予算が減額要素とい

う形になっております。例えば、ラベンダーハイツ

事業の中で、前年度から見て９０万円かそのぐらい

かなというふうに思いますが、施設介護に当たる賃

金等が減額になっておりますが、従前と今回こう

いった施設職員の人数というのは、どう変わったの

か、この部分でお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 人員につ

いては、１名退職した方がおりまして、臨時職が１

名、減になってございます。正職につきましては１

人退職で、また再任用されますので、退職された方

については人員は同じ状況にございます。 

 賃金の削減に関しましては、どちらかというと、

人を減らすということよりも全体の業務の中で改善

できる部分を探求しまして、その中でデイサービ

ス、それから特養のほう交互に行き来するとか、そ

ういうようなことも含めて検討していくことを考え
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ておりますので、人を削減して、人をやめさせて、

そういう形で削減するという形を考えておりません

ので、全体の中で状況を見ながら進めていくという

ことで、それこそ利用者に応じた職員の配置を考え

ながら、サービスのその中身も業務、それから事務

的なことも削減できるものを検討しながら、全体で

削減に努めてまいりたいという考え方で取り組みた

いと思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 考え方についてお伺いい

たします。 

 この間、ラベンダーハイツ、一般会計等において

繰上充用だとかされてきました。今回、町が昨年度

示した計画で、なかなか十分計画が進まなかったと

いう形の中で、今回、新たに一般会計からの繰り入

れをせざるを得ないという状況になっております

が、しかし、それという形にしたとしてもまだ不足

分が残るというふうに考えておりますが、今後、こ

ういったものに対する対応等については、引き続き

私はやはり全額補填して、速やかに新たな立場から

出発すべきだというふうに思いますが、引き続き穴

をあけてこういった事業については運営するという

考えなのかどうなのか、この点を確認しておきたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員のラベン

ダーハイツの経営にかかわります御質問、私からお

答えをさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、先日の２８年度のラベンダーハイツの補正

予算並びに２９年度の今、御審議をいただいており

ますラベンダーハイツ会計におきまして、まず、公

債費の負担相当分を一般会計で負担をすることで、

経営の改善と合わせて経営の安定化を図る仕組みを

整えたわけでございます。 

 また、一方３月８日、町長からも御答弁いただき

ましたけれども、まず一定程度の赤字が発生したこ

とを合わせ、介護保険サービスの事業所としてのい

わゆる経営上の責任、こういうことをしっかり持つ

べきだと、そういうことで繰上充用をそのままにし

て、これから改善を図っていくと、その両方を今、

御提案させていただいたところでございます。 

 また、町長からもありましたけれども、ここで一

定程度一般会計から応援をすることで、まず、経営

の改善がこれから先、回復がされるのか、あるいは

それがされないのか、もう少し様子を見ながら、ど

うしてもこれら改善が困難という判断の中では、さ

らに一般会計の負担のあり方についても今後考えて

いく必要があるかというふうに思いますが、少なく

とも今、前段申し上げましたように、まず自助努力

をしっかり重ねることを目的に、今、繰上充用も一

定程度、行いたいという考えでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 結果として、今後、施設

等が古くなって老朽化するという状況が現状でも起

きております。そういうことを考えますと、やはり

自前での努力は当然するべきだというふうに思いま

すが、それをしたとしても今後、施設が老朽化して

施設整備にかかわる財政的な手当てが、今の現状で

は到底できるとは考えられません。 

 そうしますと、おのずとやはり一般会計からの繰

り入れを行って、それを補う体制をつくらない限り

は、どうしても収支が合わなくなるということ明ら

かだというふうに思います。 

 副町長と町長がもってした計画でもなかなかそれ

を、穴を埋めることができなかったわけですから、

そういうことを考えれば、当然、私はみずからの努

力もすべきではありますけれども、さらに行政が

きっちりと財政の支援を全面的にバックアップする

こと、これが再建につながるものとだというふうに

思います。 

 今の話でしたら戒め的な感覚で、あなた、これを

改善しない限りは一般会計も繰り入れませんよと、

投入しませんよというようなニュアンスの話に聞こ

えました。そうではなくて、行政というのはどうし

ても不採算部門であったり、副町長も述べているよ

うに、この間の介護報酬等の改定があって、やはり

大きく収支がマイナス要素に開いたということです

から、そういった社会的な要因がこういった部分を

収支が合わない、一つの複合的な要因としてなって

いるわけですから、そういうようなことを考えた

ら、全面的に財政に赤字になった場合、負担すると

いうのは私は原則とすべきだと思いますが、確認い

たします。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に、再度、お答えをさせていただきます。 

 まず、誤解を解いておきたいと思いますが、ラベ

ンダーハイツの繰上充用を町で埋めない部分につい

ては、決して戒めをすることではございませんで、

先ほどと繰り返しになりますが、介護報酬を収入と

する他の事業所との公平感をしっかり担保する必要

もあるだろうというようなことから、まず、一定程

度の赤字からスタートをすると。また一方、町が設

置者として、町長の設置者として、この施設を適正

な維持・管理をしていく責務も同時に担っておりま

すことから、このたび過去に整備をした公債費等の
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償還金について町が負担をすると。 

 さらに、２８年度の補正予算でもありましたけれ

ども、中間浴の整備について、これまでラベンダー

会計の中で償還費を見てきたわけでありますが、こ

れから老朽化も進みますが、これからの大修繕等に

ついては、設置者の責務としてまずしっかり、それ

らについては一般会計から負担していこうと。そう

いうことでいくと、これまでラベンダー会計が負担

をしてきた施設投資部分について、町がしっかり支

えることで経営が今よりも間違いなく改善をしてい

くだろうという想定の中で、このたびの提案に至っ

たということでございますので、御理解も賜りたい

というふうに考えてございます。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ３４５ページの使用料及び

賃借料に携わることで、ちょっとお聞きしたいので

すけれども、体圧分散マットレスがこのたび昨年度

まで使用していたものから、若干、形状が変わって

いるように見られます。具体的にこういう名前が書

いてありまして、ソフィアというのとストレッチ

フィットとオレンジとストレッチグライドの青とい

うふうになっているのですね。前年度までは無重力

というのを使っていたというふうになっております

が、ちょっとお聞きしたいのですが、よそも若干で

ございますが、ふえているのですけれども、性能的

なものというのは多分向上していると思うのです

が、今、ラベンダーハイツの入所者の中での褥瘡の

発生状況というのは、どのようになっているのかお

伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ次長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 金子委員

の質問にお答えいたします。 

 褥瘡は、大体１割弱でございます。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） それで、ちょっと戻るので

すけれども、このマットレスを新しく更新されるこ

とによって、それらの改善というのはどの程度予定

していらっしゃるのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ次長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

 今回、特に３種類のマットレスがありますけれど

も、この中でストレッチグライドという物を１０台

借り上げするという予定にしております。それで、

このマットレスにつきましては、町立病院のほうの

兼古副院長が回診に来て、利用者の状況を診ていた

だいているのですけれども、副院長の判断で、この

人については程度のいいマットレスを使うことに

よって、褥瘡が予防、あるいは改善できるだろうと

いうことで、今回、特にこの部分を新たに借り上げ

をするということにしたものでございます。（「改

善されるということか」と呼ぶ者あり）はい、そう

です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 副町長の言うように、施

設等設置者の義務ですから、当然そうだというふう

で。そうするならば、今回の予算においてもきちっ

と対処すべきだというふうに思いますが、そこはど

うしてしないのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

でございますが、繰り返しになるかもしれません

が、先ほど申し上げました一定程度の一般会計の繰

り入れを増額することは、まず経営の改善が１年で

は無理かもしれませんが、これから先、回復が見ら

れるだろうという想定の中で、先ほど申し上げまし

たそれぞれの責務を果たしていきたいという観点か

ら、２年になるか３年になるかはわかりませんが、

もう少し見ていただいて、それでもどうしてもその

赤字部分がどうしても出るという、以前も言いまし

たけれども、介護認定者がふえてこないようなこと

が想定された場合には、別な方法でまたしっかり支

えるような方法を構築をしてまいりたいと。そのと

きには、当然、議会にしっかり御相談をしながら、

そういう方策も決して否定しているわけでございま

せんので、そのようなことで御理解をいただきたい

というふうに考えてございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 現在のこの赤字の状況の中

で当然、目標等々を設定し、何とかこの改善を図ら

なければならないという状況の中、そこの現場で働

いている職員の方の福利厚生面等で確認させていた

だきたいのですが、現状、職員の方の不満というの

は所長等に報告というのはないのか確認させてくだ

さい。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ９番荒生

委員の御質問にお答えいたします。 

 実際、デイサービスにつきましては、今回は利用

者の少ない火曜日とか土曜日につきまして、現場と

相談しながらこういうことの状況、経営の状況を話

をしまして理解を求めて、現在ずっとやってもらっ
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ております。 

 私も現場のほうに顔を出して、見守りが必要な時

間帯も生じますので、そういうときに極力、協力を

している中で進めておりますので、デイサービスに

おいてはそういうふうな不満はない、現在のところ

はないというふうに思っております。 

 ただ、特養につきましては、現在、何というか、

ショートの部分でかなりいろいろな利用者の方の多

種多様な状況がございますので、特養のほうで特例

入所で２人をふやして５２名にしています。そのプ

ラス、そういうようなショートの方の利用について

の部分も大きな部分占めるのもございまして、負担

をかけている部分が正直ございます。そこの中で、

現在やっている業務の内容、見直しを図る中で改善

できる点はないかということで、現在もスタッフの

中で努めている状況にございまして、そういうよう

なことが改善されるようになれば、不満のほうも解

消される部分もあるのではないかというふうに思っ

ておりまして、本当にスタッフというか、ラベン

ダーハイツ全体でそういうことが生じないように、

取り組んでいきたいというふうに考えておりますの

で御理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 当然、働いている職員に不

満がない状態で、その職員がサービスを提供する側

として、利用者の満足度を十分差し上げられる状況

になれるよう、もちろん所長を含めた処遇の改善、

また、福利厚生等に力を入れていただければと思い

ますが、その中でちょっとデイサービスの利用向上

というのが、今後の重要課題ということで認識して

おりますが、その利用者の地域別のデータは掌握さ

れていますか。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 地域別の

状況について、私が詳細までちょっと掌握はしてい

ないのですけれども、担当の者は掌握していて、実

際、その中で地区ごとの利用について、配車の関係

もございますので、把握している状況にございま

す。 

 また、それによりまして、地域ごとの地区におい

ての利用人員の増につながるように、担当のほうも

利用している中の人たちを通じて、拡大できるよう

に努めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） では、地域ごとの偏った状

況というのは、現在ないということでよろしいです

か。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 地域ごと

の偏っているという状況については、地区によって

は利用者のない地区もいると思います。例えば、東

中地区とか、それから日の出、江花、そういうよう

なところの利用者もございますが、例えば清富とか

そういうような遠いところは今現在おりませんの

で、全般的にそういう地区ごとに満遍なくというこ

とではないのですけれども、そういうような状況か

なというふうに理解をしているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） では、質問を変えさせてい

ただきます。 

 デイサービスを利用されている利用者、途中でお

やめになった方とかというのは過去にいらっしゃい

ますか。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 利用して

いる中で、そういう状況になっている方というの

は、私自身直接には聞いておりませんが、実際に利

用していて、利用が離れてしばらく来ないというよ

うなことの状況が起きましたら、担当のほうで実際

におうちに行きまして、本人とか家族と連絡をとっ

て、また利用してもらうような働きかけをしており

まして、そういうふうにまた利用してもらえるよう

な実態もございますので、そんな努力をしていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第５号の

質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、議案第６号平成２

９年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算を議題

とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１７ページから１９ページ及び

３５９ページから３６８ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第６号の

質疑を終了します。 

 次に、議案第７号平成２９年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算を議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、以上で、補足

説明を終わります。 

 これより、歳入歳出を一括して、２０ページから

２２ページ及び３７１ページから３９１ページまで

の予算全般の質疑に入ります。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３７９ページの委託料に

ついて、今回、昨年に引き続き業務が委託料として

のっておりますが、この事業内容等についてお伺い

いたします。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま１１番米

沢委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、委託料につきましては、浄化センターの維

持・管理費ということで、平成２８年度に委託契約

を結びまして、５カ年ということで今回の４,８６

０万円については、新年度の分でございます。 

 それと、浄化センターの水質検査、水質等の分析

でございますけれども、これは１０回を予定してお

ります。それから、汚泥堆肥場の管理ということ

で、堆肥場の除雪費、費用として５万円を計上させ

ていただいております。 

 次に、環境調査設計につきましては５カ所ござい

ます。それから、自家用の電気工作物の保安管理と

いうことで、委託２８万３,０００円計上させてい

ただいております。それから、雨水管路の点検につ

きまして６カ所を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この負担金補助金交付金

という形で４６１万円、昨年度４８０万円ぐらい

だったかというふうに思いますが、この交付金等の

内容等についてはどのような内容なのか、お伺いい

たします。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 負担金補助及び交付金でございますが、これにつ

きましては、農業残渣物の再生利用補助でございま

す。３地区ございます。富原地区汚泥利用組合につ

きましては、１８０トン汚泥をくむような予定をし

ております。それから、江幌堆肥生産組合につきま

しては３４９トン、それから四釜さんにつきまして

は３４７トン予定しております。 

 その部分につきまして、汚泥の部分と同じ量の麦

稈、それから稲わらも一緒にまぜますので、それの

補助ということで今回計上させていただいておりま

す。それと機械の更新ということで、その費用も計

上させていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３８８ページなのですけ

れども、給与費との関係で、前年度対比ということ

で前年度の給与費改定実施が、平成２８年１１月３

０日という形になっておりますが、これ改定のとき

さかのぼって遡及されているかというふうに思いま

すが、この点は、この会計上で言えば、昨年１１月

３０日から改定が行われて、遡及はされていないと

いう形で読んでよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 この給与明細書の給与の数字ですけれども、２８

年４月１日は、前年度予算の金額になりまして、遡

及はされていないということになっております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） これで言えば、平成２７

年度も給与改定があったのですね。そのときには４

月１日からというふうになっておりまして、本来、

給与改定があれば４月１日からという表示になるの

ではないかなというふうに思いますが。 

○委員長（村上和子君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 大変失礼いたしました。この前年度の給与改定時

期ということで、１１月３０日から差額分の２万

３,０００円が遡及されているということになりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 表示間違い、これでいい

ですか。 

○委員長（村上和子君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） 給与の改定実施

時期は４月１日、制度改正が行われて４月１日に遡

及いたしますが、給与改定の決定をいただきました

のが１１月ですので、３０日ということで日付を表

示しております。 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１１時３３分 休憩 
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午前１１時３４分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 給与明細の２８年１１月３０日につきましては、

給与改定時期は遡及されておりますので、２８年４

月１日ということで訂正させていただきます。 

 大変申しわけありませんでした。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） ３７９ページのマンホール

の補修で、安全管理上の話なのですけれども、夏場

であればマンホールが高いところがありますね。あ

るいは冬場になると雪が積もって、マンホールのと

ころだけ引っ込んで非常に危ない、どちらも安全管

理上危ないと思うのですけれども、この３７９ペー

ジの３２０万円何がしのこの予算には、そういった

ところの補修というのはどのように考えているの

か、お聞きしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） ５番今村委員の

御質問にお答えします。 

 マンホールの断熱の関係の御質問ですが、以前か

ら住民の方からもそういった苦情が寄せられている

現状でございまして、２６年からそういった箇所の

調査を開始しているところでございます。２６年に

ついては３２カ所、２７年については３９カ所、主

に交通量の多い主要な道路の対策を実施していると

ころでございます。２８年度につきましては、調査

は実施いたしましたが、実施のほうが１カ所にとど

まっております。今後、そういった箇所を発見次

第、対策をしてまいりたいと思っております。２８

年度の予算につきましては、おおよそ５５カ所ほど

の予算を計上しております。若干、ふえております

けれども、家庭用の汚水のマンホールと、あと雨の

雨水のマンホールというのがございまして、雨水の

マンホールのほうも実施するという予定でおります

ので、箇所数はふえているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） ３９カ所の、今年度５０何

カ所と言いましたよね、夏場の修理なのか冬場の修

理なのか、そこ全部合わせてそうだと思うのですけ

れども、そこをもうちょっと具体的に、それだけで

す。 

○委員長（村上和子君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） ５番今村委員の

御質問にお答えします。 

 その作業の時期なのですけれども、基本的には冬

期間になりますと、内部、外周も含めまして凍結し

ておりますので、なかなか作業ができない状況でご

ざいまして、主に夏に内部に入っております断熱材

の保守作業をしているところであります。 

 調査においても、基本的には夏の期間に実施する

予定になっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第７号の

質疑を終了します。 

 次に、議案第８号平成２９年度上富良野町水道事

業会計予算を議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、２３ページ、２４ページ及び３

９４ページから４１３ページまでの予算全般の質疑

に入ります。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 水が漏れて破裂したとかと

いうことで、昨年度もそういう指摘がありましたけ

れども、今回、給水を事業としてずっと継続してき

たために、古い管との見直しとかそういう部分はど

んなふうになるのでしょうか、まず、そこを伺いた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ３番佐川委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、水道管の更新事業でございますが、富町２

丁目、新町３丁目、北町北１条仲通、それから栄町

北通の４路線が老朽管の更新でございます。それと

あわせまして、東１条につきましては、耐震の部分

も考慮しまして布設かえ工事を行う予定をしており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 実は町民の方から言われた

のですけれども、断水したときに水を使うお仕事を

されていて、断水したときに、お客さんの予約が

入っていたというのですよね。それで町からのお知

らせが、うまくすぐ速やかでなかったせいもあっ

て、お客様が来てしまったというようなことがあっ

たので、今後、その周知というのですか、断水した

ときの。防災無線で多分したのかなというふうに私

は思っていたのですけれども、営業されている方が

そういうようなことで、ちょっと今後もこんなこと

あるのだろうかというような不安に思っていらっ
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しゃったので、そこら辺どのように断水したとき

に、特に一般家庭よりも先に営業されている方は予

約を入れている関係上、そこら辺どのようにされて

いるのか、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ３番佐川委員の断

水についての御質問でございますが、断水にもいろ

いろとあると思います。例えば、管が破裂して、い

きなり破裂したりしますと、やはりそこの区域、そ

の本線だけではなくて、そこから枝線とかいろいろ

あります。そうすると、途中途中のところで仕切り

弁で操作してとめます。ただ、その部分もどの範囲

になるかというのはちょっと時間がかかります。 

 それともう一つは、老朽管の更新でございますけ

れども、これは初めからとめるというのをわかって

いますので、これはとめる箇所で、影響する箇所に

はしっかりと説明をしていくような形をとっており

ますが、中には説明しきれなかった部分もあるかも

しれませんが、その部分については今後については

しっかりと説明して、情報を流すようにします。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第８号の

質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、議案第９号平成２

９年度上富良野町病院事業会計予算を議題としま

す。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） これより、歳入歳出を一

括して、２５ページ、２６ページ及び４１７ページ

から４４２ページまでの予算全般の質疑に入りま

す。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ４２９ページの給与費にか

かわるところで、直接ではないのですけれども、こ

の間も職員の方、また、技術、ＰＴ含めて退職され

ていくと思うのですけれども、薬剤師についてはこ

の間いろいろなさまざま努力を図った結果、複数体

制ということで今できておりますが、今後、退職を

されていく技術の方等々の補充について、どのよう

な計画を立てられているのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ６番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 御承知のとおり、有技術者、年代が相当固まって

おります。個人個人の対象者に確認したところ、今

の再任用制度で残りたいという意向がございます。

よって、退職即新規の職員の採用よりも病院の運営

で、再任用で運営ができるようであれば、再任用の

制度をとりながら病院を運営していくという内容

で、今、計画しているところです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 出張医のところでお伺い

いたします。 

 前年度より、若干の出張医等における費用がふえ

ているかというふうに思いますが、この部分という

のは人員の配置等がふえたのか、単価等ですか、契

約単価等があるかというふうに思いますが、わずか

だというふうに思いますが、その内容がわかればお

伺いしておきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 病院の出張医の単価は、まず変わっておりませ

ん。よって、旭川医大からの出張医の先生方の回数

がふえたということでの御理解をお願いしたいと思

います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 医師の確保という点で

は、相当、努力もされておりまして、ことしも引き

続き、この点では従前と変わらない形の中で確保で

きるのかどうなのか、確認しておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 ３月は、御承知のとおり、旭川医大も異動の時期

でございます。今現在、医大のほうで先生方を取り

まとめている先生が医局長先生というのですか、医

局長からの報告では、２８年度の先生方と２９年度

の先生方は一切変わらず、今までどおりという内容

がまず１点でございます。 

 もう１点、それでいながら先ほどの御質問でござ

いますけれども、人件費のほうがなぜ上がっている

かというと、ちょっと答弁漏れがございまして追加

させていただきますけれども、宿日直、特に宿直の

先生方の回数がふえております。日勤の先生方のメ

ンバーについては変わらず、回数も変わらずでござ
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いますけれども、宿直の先生方の回数がふえておる

関係上、先ほどの報酬の増額にもつながっていると

いうことで御理解願えればと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 看護師さんの確保の点な

のですが、これは見ますと、給与表の４３９ページ

では、２８年度で５人退職で、２９年度は３人、う

ち恐らく括弧ということで、再任用職員外してある

ということなのですが、十分、今の時点では看護師

さんの確保というのは、どういう状況になっている

のかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問でございますけれども、病院における看護

師の絶対数というのは、まず最初に、当直の人員の

関係でございます。外来に７名、老健に７名、また

一般病床に１４名、これらについては今、確保はで

きております。しかし、一般病床における入院患者

の増が図られてきますと、今度は患者数における看

護師の数というのが出てきますので、相当数がふえ

てくると、今の数では間に合わないという状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 最後にちょっと細かい話

で申しわけありませんが、給与改定のところで、引

き続き４３９ページなのですが、２８年の１１月３

０日という形でなっておりますが、これも恐らく設

定という点では、お間違いなのかなというふうに思

いますが、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 大変申しわけご

ざいません。御指摘のとおりでございます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ４３７ページの資本的収支

にかかわるところなのかなと思いますが、町立病

院、この間、昭和５０数年ですか、建て直してもう

経年かなりたっておりますし、町民の健康と生命を

守ってきた施設でございますが、高齢化に伴ってさ

まざまな医療ニーズと申しましょうか、こういった

介護病床も含めてなのですけれども、そういうふう

になってきておると思います。 

 そこで伺いたいのは、相当細かく小さく修繕等々

をされているとは思いますが、今後の医療ニーズ

等々に応えられる果たして建物であるのかどうか、

全面的建てかえともなると、さきの町長の執行方針

の中でも同僚議員、質問はしておりましたが、今

後、やっぱり上富良野のそういった高齢化、そして

健康、保健、介護、全体のトータルからバランスを

考えるときに、この建てかえというのは医療現場サ

イドから見てどのように思っているのか、ちょっと

お伺いさせていただきます。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） あくまでも現場

を管理している者としての現在の状況でございます

けれども、確かに御指摘のとおり、町立病院の老朽

化ということで、躯体の老朽化も含めてですけれど

も、それよりも増して医療ニーズということでいう

と、例えば外来における中待合制度とか、それから

診察室の声が廊下で待っている方に筒抜けだとか、

そういうような患者のプライバシーという個人情報

というようなものが、ほかの大きな病院に行かれる

と、明らかに違いがわかるであろうと思います。 

 また、入院におきましても、もともと町立病院と

いうのは８０床で一般病床を組んでおりましたが、

その間、昭和５４年、５５年のときには今のように

車椅子を使う方、それからおしめをするようなこと

というのを想定しておりませんでしたから、トイレ

なんかでも数いっぱい多く設置しております。 

 しかし、今、自分でトイレに行ける患者というの

はごくわずかです。そういう意味においても、また

トイレそのものも遠いですから、今の入院する方が

重度化しております。昔から見ても。それから、早

目に治すと言ったらおかしいのですけれども、治療

するということで動かしたり、リハビリとかという

のがあるものですから、どうしても今の病院の機能

においては、ほかの病院、あそこだけを見ていると

そう感じない場合もありますが、よその病院に行っ

たりしますと、例えば個室、４人部屋でもトイレが

ある、洗面台があるようなそういう施設の中、設備

の中で治療していくのが、今後の今、これから求め

られる医療だろうなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 非常にある意味、運営の中

において病床を転換していく上において、基準等々

が緩和されているというか、許容範囲の中で非常に

うまくタイトロープで渡れておりますが、やはり

今、事務長がおっしゃるように急性期ばかりうちの

病院取り入れているわけではなくて、特に慢性期

だったりするところの患者が多いわけですから、い

わゆる病院と介護とのはざまのようなところという

のは、非常に地方において病院の中で果たす役割と

いうのは大きくなっているというふうに私自身も認

識しておるところでございますが、その辺が今後、

病院の経営にも属することだと思いますが、そう
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いったところの転換という方向というのはできない

ものなのかお伺いしますが。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ６番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 確かに、病院というのは機能分担されているのが

今の医療の施設、例えば医大、日赤があって、その

次に協会病院があり、そして町立病院がある。２次

医療、３次医療というふうに組んでいくのですけれ

ども、その中において、うちの町においては急性期

を常にやっていくなんていうことは到底無理でござ

いますので、また高齢者向けの施設ということにな

まりますと、例えばラベンダーハイツもございま

しょうし、それから、ふくしん、それからグループ

ホームもあると思いますけれども、やはり医療機能

の整っている介護施設も、その中にはまた必要であ

るというふうに思います。 

 その時代背景なのですが、一般病床においては本

当に今、入院患者の数というのは大変厳しくなって

おりますけれども、老健については２８床が今、満

床でございますし、７人の待機者もおります。よっ

て、一つの時代の流れから見ていくと、大きな病気

は大きな病院で治して、そしてある程度になってく

ると町立病院だとか、それから介護のほうにフォ

ローしていくというような機能づくり、町全体の機

能づくりというのは必要であるというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） そこで、今、現場サイドか

らそのようなお話あったのですが、本当に医療・介

護・福祉のところ、さきの介護保険のほうにも重複

するかもしれないのですけれども、そのような中で

待機者が、今、ある程度の数が町内で出ているので

すが、そういった受け皿についてやはり病院も積極

的にこれから絡んでいくことを、町立の病院であり

ますから、先ほどのラベンダーハイツ、特養も設置

者の責任のもとにさまざまな整備をしていくいう御

回答があったように、町立病院についてもそういっ

たものは早急な計画というものは必要かと思います

が、その点はいかがでございましょうか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の町立病院

の整備等にかかわります御質問にお答えをさせてい

ただきたいというふうに思います。 

 まず、町立病院については、築３６年目を迎える

ことでありまして、老朽化が進んでいることと合わ

せ、今、事務長が答弁したように、機能的な部分に

ついてもなかなか使い勝手の悪い、そういう状況も

ございます。 

 また一方、３７年までの期限になりますが、病院

全てスプリンクラーを設置するそういう法改正も実

はございまして、今のままスプリンクラーの設置を

しますと１億数千万円ぐらい、スプリンクラーだけ

でもかかってくる、そういう実態の中で改築計画を

本当の素案の段階でございますが、今、着手をさせ

ていただいているところでございます。 

 もちろん悩みは、医者が本当に確保できるのか、

どの程度の人口規模になるのか、したがってどの程

度の病院の規模を確保すればいいのかそういった部

分、あと、富良野地方の医療構想がまさにスタート

を切ったばかりでありまして、急性期から今いわゆ

るかかりつけ医の高齢化社会に向けた慢性期の医療

のあり方というのも、実は議論をされているところ

であります。 

 したがいまして、どういう病院の構想を立ててい

くのが一番いいのか、そういったこともしっかり検

討をさせていただいている最中でございます。もち

ろん財源も、恐らく２０億から２５億円はかかるか

というふうに思います。その財源の確保の体制も

今、議論をしているところでございます。 

 したがいまして、問題・課題はしっかり受けとめ

てございますし、町もそういう考えでございます

が、今、もう少し時間をかけて、その姿については

違う場面で、また御相談をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第９号の

質疑を終了します。 

 以上で、本日の質疑を終了し、分科会による審査

意見書の作成を行いますので、一旦散会します。 

午後 ０時００分 散会  
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成２９年３月２１日 

 

 

   予算特別委員長    村 上 和 子 
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平成２９年上富良野町予算特別委員会会議録（第４号） 

 

平成２９年３月２２日（水曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２９年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２９年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２９年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２９年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２９年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２９年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２９年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２９年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２９年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       村 上 和 子 君   副 委 員 長       中 澤 良 隆 君 

   委 員       岡 本 康 裕 君   委 員       佐 川 典 子 君 
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   委 員       金 子 益 三 君   委 員       北 條 隆 男 君 

   委 員       竹 山 正 一 君   委 員       荒 生 博 一 君 
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   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 農業委員会会長  青 地   修 君     会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君 

 総 務 課 長         石 田 昭 彦 君     産業振興課長         辻     剛 君 

 保健福祉課長         北 川 徳 幸 君     健康づくり担当課長         杉 原 直 美 君 

 町民生活課長         鈴 木 真 弓 君     建設水道課長         佐 藤   清 君 

 農業委員会事務局長  北 越 克 彦 君     教育振興課長         北 川 和 宏 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君          

 主 事         菅 原 千 晶 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（村上和子君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第４日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程のとおり

進めてまいりますので、御了承賜りますようお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） これより、平成２９年度

上富良野町各会計予算を一括して意見調整を行いま

す。 

 予算特別委員会審査意見（案）を事務局長に朗読

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 予算特別委員会意見書

（平成２９年度予算）（案）。 

 一般会計。 

 歳出。 

 １、定住・移住について。 

 定住・移住に結びつくよう雇用情報の提供を充実

させること。 

 ２、ジオパーク推進について。 

 ジオパーク認定に向け、住民協力が得られるよう

周知と活動に努めること。 

 ３、ふるさと応援寄附モニター事業について。 

 地元事業者を主体として事業の実施を図ること。 

 ４、予約型乗り合いタクシーについて。 

 利用者アンケートを実施して現状課題を把握し、

利用者の利便性向上に努めること。 

 ５、健康づくり推進について。 

 「健康づくり推進のまち宣言」にふさわしい健康

増進を啓蒙すること。 

 ６、観光振興について。 

 十勝岳温泉地区の適切かつ恒久的な水利確保の実

現に努めること。 

 ７、商工業振興について。 

 商工業者持続化補助制度を見直し、より多くの商

工業者が活用できるよう対応すること。 

 介護保険特別会計。 

 １、新しい総合事業のスタートに当たり、体制

（生活支援コーディネーター、協議体など）を早急

に整えること。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計。 

 １、ラベンダーハイツの経営安定のために、特に

通所介護サービスの収入確保に努めること。 

 その他。 

 資料等提出に当たっては十分精査の上、正確な情

報提供をすること。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） これより、審査意見の調

整を行います。 

 項目が多数ありますので、一般会計予算から順に

意見調整を行います。 

 １番目、移住・定住について。これについて、い

かがでしょうか。御意見ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、次に２番目、

ジオパーク推進について、御意見ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、次、３番目、

ふるさと応援寄附モニター事業について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、４番目、予約

型乗り合いタクシーについて。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、５番目、健康

づくり推進について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、６番目、観光

振興について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、７番目、商工

業振興について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ただいま、項目別に意見

調整をしていただいたところでありますが、一般会

計全般について、ほかに御意見があれば伺います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

で一般会計予算についての意見調整を終わります。 

 次に、介護保険特別会計予算についての意見調整

を行います。 

 御意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

で介護保険特別会計予算についての意見調整を終わ

ります。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計予算につい

ての意見調整を行います。 
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 御意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

でラベンダーハイツ事業特別会計予算についての意

見調整を終わります。 

 お諮りいたします。 

 意見調整が終わりましたので、平成２９年度上富

良野町各会計予算についての……。（発言する者あ

り） 

○４番（長谷川徳行君） 第一分科会で病院事業会

計、今後の医療ニーズに応えるため町立病院の将来

像を早急に示されたいと、私たちは意見として出し

たのですけれども、削除されたことの説明をお願い

いたします。 

○委員長（村上和子君） 申し上げます。 

 きょう終わりましてから、病院改革プランが全員

協議会で話が出ますので、そこの中で見通しが出る

ということで、それで削除させていただきました。

そういうことでございます。 

○４番（長谷川徳行君） それはまだ未来形であっ

て、今はまだ私たちはそれを確認していないし、何

もしていないのですけれども。見られた方は知って

いるのかもしれないですけれども。 

○６番（金子益三君） 予算特別委員会で審査され

ていませんから。その後の成果については、その後

の話であって、今まで３日間の中で病院の将来像に

ついては理事者側から説明がありませんから。だか

ら、意見調整として出したのです。なぜカットした

のですか。 

○委員長（村上和子君） この後で……。 

○６番（金子益三君） この後はその後の話であっ

て。３日間の予算特別委員会の中では審議していな

いということなのですけれども。これを閉じた後の

全員協議会の話は予算特別委員会が終わった話です

よね。 

○委員長（村上和子君） そうです。 

○６番（金子益三君） だから、意見案として出す

のはどうですかということなのですけれども。 

○委員長（村上和子君） これは求めることであり

まして、この後すぐそういう案が出されるというこ

とであれば、そういう見通しが立つということで。

それで今回はこれは要求しなくてもということで考

えさせてもらったのですけれども。 

○４番（長谷川徳行君） 委員長、ちょっと待っ

て。それはわかっています。みんなに諮ってくださ

い。 

○委員長（村上和子君） どうでしょうか、病院の

あれですけれども、第一分科会で出ていました。皆

さんどうでしょうか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 私は今、先ほど説明した理

由から予算特別委員会の中においての意見書ですか

ら出したほうがいいのかなという意見でございま

す。 

○委員長（村上和子君） ほかに。 

 岡本分科長、どうでしょうか。第一分科長。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 恐らく出される案という

のが、細かく言えば住民とのかかわり合いだとか医

療圏構想そのものが今後どうなっていくのかとか、

そういうものも含めれば十分、あくまでも今後、こ

の特別委員会終わった後に出されたとしても、それ

は不動のものではありませんので、変わり得るもの

ですし、当然そういった意味では特別委員会でもき

ちっとした案を提示していきただきたいという形の

表示があっても私はいいというふうに考えておりま

す。 

○委員長（村上和子君） ほかに。 

 一分科長。 

○２番（岡本康裕君） 第一分科長の立場から申し

上げますと、第一分科会をまとめさせていただきま

した私としては、これは載せていただきたいという

のが前提でございます。ただ、打ち合わせの中でそ

ういった意見もあったということで、結果としてこ

ういう形になっただけでありまして、一分科会とし

てはぜひ、上げていただきたいということで持ち寄

らせていただきました。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ここに書いてある第一分科

会の明記してほしいということに関しましては、町

としてどう将来像を捉えているのかということをお

聞きしたいという形の文章なのです。今回、私たち

この予算委員会が終わりましてからの町立病院の事

務局長からの説明内容というのは広域医療に関して

の方向性とか、そういうのがある程度決まったとい

うことの報告等も含まれていると思うのです。です

から、予算委員会は予算委員会での意見として、や

はりここに上げておいても私はいいのではないかと

いう判断をいたして、今、発言させていただきまし

た。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 昨日、この意見書を取り

まとめるに当たっては、我々は委員の代表される

方々にお任せをしたわけです。その中で、結果的に

第一分科会でこのことが取り上げられていると。そ

のことに対して委員会の中でこれをどうするかとい
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う意見がどのような形で出ていたのか。いわゆる委

員長判断で、この意見書の後に町立病院の関係が出

てくるから、これはなしという形で判断をしたの

か、委員の皆さんの中でどういうやり取りがあった

のか。その辺のところを教えていただければと思い

ます。 

○委員長（村上和子君） それでは、１番の副委員

長。（発言する者あり）１番。 

○１番（中澤良隆君） 今までの過程については、

先ほど第一分科長の岡本委員のほうから報告があっ

たとおりで、今いろんな御意見いただきましたの

で、これを載せることがいいかどうかを皆さんで決

をとっていただいて載せる方向のほうが多ければ載

せていただく。そして、反対であれば載せないとい

うことで決をとっていただいて結構かなと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 昨日、第一分科長、第二

分科長、委員長、副委員長、議長が入りましてこの

ようにまとめさせていただいたのですけれども、皆

さん方の御意見が載せたほうがいいのではないかと

いう御意見が多ければ、そのようにしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

○事務局長（林 敬永君） それでは、今、載せる

ということになりましたので、案のほうでございま

すけれども第一分科会で出ております病院事業会計

……。（「決まっていない」と呼ぶ声あり）失礼い

たしました。（発言する者あり） 

○委員長（村上和子君） それでは、今の病院改革

につきまして、載せたほうがいいという方、御起立

いただきたいと思います。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） では、起立多数により載

せることにさせていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。（発言する者あり）これに追

加することにさせていただきたいと思います。それ

でよろしいでしょうか。では、追加させていただく

ことにいたしました。 

○事務局長（林 敬永君） それでは、ただいま起

立採決ということで載せることになりまして、文面

のほうでございますけれども、文面のほう、事務局

のほうからよろしいでしょうか、お話しして。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○事務局長（林 敬永君） 病院事業会計、第一分

科会で出ました、今後の医療ニーズに応えるため、

町立病院の将来像を早急に示されたいということで

第一分科会のほうで出てございました。全体意見の

案としては、文言の修正・統一を少ししておりま

す。それで、文面については今後の医療ニーズに応

えるため、町立病院の将来像を早急に示されること

ということで事務局のほうで御提案いたしますが、

お諮りいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） こういった文言で追加す

ることでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 異議なしと認めさせてい

ただきまして、追加させていただきます。 

 今、ここに追加して出さなくてもよろしいです

か。（発言する者あり） 

 暫時、休憩とさせていただきます。 

────────────────── 

午前 ９時１４分 休憩 

午前 ９時１５分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩を解かせていただき

ます。 

 その他のところでございます。 

 資料等の提出に当たっては十分精査の上、正確な

情報提供をすること。 

 これは口頭で申し上げようかと思ったのですけれ

ども、差しかえになった分がまた間違ったというこ

とで差しかえになりましたので、やはり文書にさせ

ていただいたところでございます。そういったこと

で、その他とさせていただいたのですけれども、い

かがでしょうか。 

 どうですか、文章にさせていただきましたのです

けれども。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） では、この文言のついて

はこのままで出させていただきたいと思います。 

 少々、追加項目で出させていただきますので、も

う少々お待ちください。 

 暫時、休憩といたします。 

────────────────── 

午前 ９時１６分 休憩 

午前 ９時１７分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 会議を再開したいと思い

ます。 

 今、その他のところですが、これは文書で伝える

ことにしまして、広報には載せないということにし

たいのですけれども、それについてはどうでしょう

か。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 今の、その他の資料提

供云々の部分なのですけれども、昨日の正副委員

長、分科長、議長入った中で、このことについて予
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算特別委員会予算書についてという意味からはずれ

ると。ただ、書類で町長に対してこういう物を出し

まして注意喚起を依頼すると。その後については、

予算特別委員会のことについては議会便りで町民の

皆さんにお知らせするところですけれども、この今

のその他の分については載せないでおこうと。あえ

て強く理事者側に言いますけれども、この文につい

ては予算の部分ではないので、これは割愛していた

だこうということでございますので、私のほうでそ

の部分を補則説明をさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 今、初めて聞いた話なので

考えがちょっとまとまらないかと思いますけれど

も、その予算には関係ないということにはならない

ので、この文言の、最初に予算資料等提出に当たっ

てはという予算という言葉をつけ加えて、そして今

回こういう意見が出たということは削除しないで、

そのままの形で、議会の意見ですから伝えないとい

うことはおかしいと思うのです。開かれた議会だと

言っておきながら。それはされないようにするため

に、この予算という言葉をこの文章の前に、予算資

料等提出に当たってはということを入れていただけ

れば、今回の予算に関係していきますので、そうい

うふうにしてこのままの文章で伝えていただければ

というふうに私は思いますけれども。 

○委員長（村上和子君） ほかに、御意見ございま

せんか。（発言する者あり） 

 皆さんの御意見をお聞きしたいと思いますので。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 私もいろんな書類でも誤

りは多くありました。だけれども、今回は予算書の

中で多くあって差しかえがありましたので、やはり

きちっと出すものは出して、反省してもらうのは反

省して。私たちもそのときは反省するし。それはき

ちっとしたほうがいいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかに。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 僕も同様に今回、書類等々

の提出の正誤表もさらに誤りがあったということ

で、予算審議においてはこの資料というのは要は基

礎になる、しっかりとした地盤でならなければなら

ない。その上に審議があり、建物が建つということ

であれば元々の根底が揺れるような大切な案件だと

思いますので、その文言はもし、つけ加えることが

できれば佐川委員がおっしゃったように予算資料と

いう形の予算と、またもし可能であれば、チェック

体制の強化ということも今回質問で米沢議員からあ

りましたので、その間に加えられる文言があれば、

チェック体制の強化というのも追記を希望します。 

○委員長（村上和子君） ほかの方、どうでしょう

か。御意見を聞かせていただきたいと思います。 

○事務局長（林 敬永君） 済みません、意見書と

しては出します。（発言する者あり）意見書として

出すことはよろしいですか。私の先ほどの説明でも

し消えたというふうに誤解されたら困るので。意見

書としては出して、その意見書の中で予算の審議に

対して直接資料の正誤があったとかという部分につ

いては意見としては直接関係ないのかなと。ただ、

今言われた予算の資料の中ではということはござい

ますけれども、そういう意味できのうは変わったと

いうことでございます。 

 ただ、先ほどから皆さんが御審議されているとお

り、ここの場で全員の確認でございますので、議会

便りも出す。そうすることは全然いいと思います

が、そうであれば、ここのその他という部分も

ちょっと変えたほうがいいのかなというふうには思

うのですが。その点も含めて御審議いただければと

思います。 

○委員長（村上和子君） 今、局長のほうから説明

がありましたが、議会便りに載せるか……。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １点質問なのですけれど

も、広報に載せない理由がわからないのですけれど

も。そこを済みません、委員長、教えてください。 

○事務局長（林 敬永君） 広報に載せない、いわ

ゆる先ほど言った予算の中の審議と直接関係がない

ということでございます。中のこういう事業がどう

だったとかというものについて、この意見書、資

料、ちょっとうまく言葉が今すぐ出てきませんけれ

ども、何々の事業についてこういう意見だというこ

とであります。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） まず、荒生議員が言われた

のは申しわけないけれども、文面とその他の項目で

議決というのですか委員長が締めて終わっています

ので、追加というのはもうないと思います。 

 それと広報に載せる載せないの話ですけれども、

役場というのは町民に対して間違ったことをやった

ら示しがつかない、今後の統制がとれないという体

質があると思うのです。だから、やはり載せないと

いう方向に行くのだろうと思うのですけれども、私

は町を改善していくためには、やはり現実をしっか

り町民に知ってもらわないと、いつまでたっても直

らないという感じがいたします。佐川議員が当初言

われましたように、載せるものは載せると。その上

でみんなで判断してもらって、町の発展に尽くして

いけばいいのではないかという考えで載せたらいい
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のではないかと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかの方、御意見ござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） それでは、これを載せる

ということに決定します。 

 暫時、休憩いたします。 

────────────────── 

午前 ９時２７分 休憩 

午前 ９時３１分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） ただいまのその他の扱い

ですけれども、この文言、このままでよろしいで

しょうか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 委員長、進め方なのですけ

れども、私が先ほど意見を言った後にそちらのほう

で予算に特別関係がない言葉であるからというよう

なことを耳にしたものですから、ここの文章の冒頭

に予算という言葉を入れて、予算資料等の提出に当

たってはというふうにしたらどうですかという私は

提案をしたのです、意見の。それに対して、皆さん

の意見を聞いてくださいと言ったのです。そうしま

したら、反対意見は最初なかったのです。そうして

いる内に何人かの人が今度はチェックとかいろんな

文章を入れたらどうだとか、そういういろんな意見

が出てしまったので、混乱してきたのですけれど

も、まず一番最初に私が言った意見に対して賛成か

どうかでほかにどう進めますか、文言をどうします

かということで先に聞いてほしかったのです。それ

で、今聞いてくださっているのですけれども、それ

を皆さんが判断するかということなので、私はその

まま意見として予算という言葉を入れてほしい、予

算資料等の提出に当たってはという言葉をつけ加え

させてください。私の意見です、それは。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員の意見に対

しまして、どうですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 荒生委員、このまま入れ

るということでよろしいですか。（発言する者あ

り） 

○５番（今村辰義君） やはり議決の重みというも

のを考えたほうがいいと思います。一つ一つ議決し

ていって、文言を一旦みんながいいと決めたのだか

ら。それをとってまた同じ議会で変えるというのは

基本的には駄目なのです。そこをしっかり考えてや

られたほうがいいと思います。みんなに諮って賛否

をとればそれでいいと私は思います。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 先ほどのチェック体制の文

言ですが、十分精査の中に意味合いが含まれていま

すので、この文面で結構です。 

○委員長（村上和子君） わかりました。それでは

予算を入れまして載せたいと思いますので、これで

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） それでは、そのように載

せさせていただきたいと思います。 

 暫時、休憩といたします。 

────────────────── 

午前 ９時３４分 休憩 

午前 ９時３６分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩を解きます。再開い

たします。 

 お諮りいたします。 

 意見調整が終わりましたので、平成２９年度上富

良野町各会計予算についての審査意見は、これで決

定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、平成２９年度上富良野町各会計予算に対

する審査意見は、ただいまの調整のとおりと決定い

たしました。これで全体での意見調整を終了しま

す。 

 ここで、正副委員長による町長への審査意見書の

提出のため、暫時、休憩といたします。 

 なお、再開時間を１０時といたします。 

────────────────── 

午前  ９時３７分 休憩 

午前 １０時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 この後の予定を事務局長から説明いたさせます。

事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） この後の日程ですけれ

ども、町長からの所信表明を行い、議案ごとに審

議、表決との順で進めるようお願いいたします。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） 理事者より所信表明の申

し出がございますので、発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま、委員長からのお

許しをいただきまして、所信を述べさせていただき

たいと思います。 

 まず、この４日間にわたりまして、皆様方各委員

におかれましては、平成２９年度の予算審議に当た
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りまして、大変長い間、しかも熱心に御審議を賜り

ましたことを、心から感謝申し上げる次第でござい

ます。 

 先ほど、委員長を初め皆様方から予算審議を通じ

ましての意見書を賜ったところでございます。今回

御意見をいただきました、それぞれの事案につきま

しては、私どもも非常に重要な課題と受けとめてい

るものと符合するものばかりでございます。 

 とりわけ、時代を見据えました地域の活性化を促

す政策課題、さらには高齢化時代を迎えました高齢

者に対した福祉の向上、加えまして町民の健康増

進、そういった住民サービスの向上を図るそういう

御意見を改めて頂戴したわけでございますが、私ど

もといたしましても、皆様方の審議を通じて、賜り

ました御意見、さらには、今回の意見書を十分に心

にとめまして、これからの予算執行に努めてまいり

たいというふうに考えるところでございます。限ら

れた予算の中で、最大の住民サービスをどのように

組み立てていけばよいか、改めてしっかりと胸にと

めたいと考えております。 

 さらに、今回の予算審議を通じまして皆様方に御

提供させていただきました資料等に関しまして、大

変不手際が目立ちまして、この点、職員を指導する

立場から皆様方に深くお詫びを申し上げますととも

に、職員教育をさらに徹底して行ってまいりたいと

改めて申し上げる次第でございます。 

 いずれにいたしましても、今回の審議を通して賜

りました意見、しっかりと職員一同共有いたしまし

て、皆様方の御期待に沿えるような町政執行を図っ

てまいりたいと考えておりますので、どうぞ御議決

賜りますよう、心からお願い申し上げまして、所信

の一端を表明させていただきたいと思います。 

 大変長い間お世話になりまして、ありがとうござ

いました。 

○委員長（村上和子君） これより議案ごとに討論

を行い、採決します。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案ごとに討論を行い、起立により採決

を行います。 

 これより、議案第１号平成２９年度上富良野町一

般会計予算の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 私は一般会計に反対の立

場で討論をいたします。 

 本予算案に対して地方の景気がよい状況ではあり

ません。今、国のほうにおいては、この間、施設に

おける介護施設等における入所者等の負担の引き上

げ、あるいは給食費等の負担の引き上げ、また後期

高齢者の特別の軽減措置がありましたが、これを今

後、段階的に縮小するという状況があります。 

 今、多くの住民の暮らしに求められているのは、

住民の暮らしと福祉を守るという立場に立った町の

執行予算が求められていると考えております。 

 その上で、人口確保という点では定住・移住につ

いては相変わらず具体的な政策がないという問題で

あります。 

 今、他の先進市町村においては、雇用と定住化対

策という形の一体的なマルチな働き方を推進するま

ちづくりが進められているという状況の中で、上富

良野町も既存の企業との連携を含めた働く場所のあ

り方、また確保という点で具体的な対策を示すべき

であると同時に、また、移住される方に具体的な家

賃補助や若い世代に対する持ち家相当の促進が求め

られていると考えています。 

 また、子育て世代においての支援に至っては、保

育料の所得の少ない世帯に対する軽減措置、あるい

は医療の無料化では一部中学校まで非課税世帯を限

定とした拡大はされましたが、きわめて限定的なも

のであります。今、子育て世帯の願いというのは等

しく無料化あるいは保育料の軽減をしてほしいとい

う願いでありますから、その願いとはほど遠い状況

であり、改善すべきであります。 

 また、今回、予算の中で盛り込まれた保育士の不

足を補うための無資格者に対する保育所の予算措置

が盛り込まれましたが、しかし、現在、多くの地域

でも課題となっている保育所内では時を待たずに子

どもたちの状況が変わるという状況の中で、その対

応に苦慮するという状況があり、事故など起きると

いう状況が見受けられます。そういう状況を考えた

ときに、保育士が不足しているからと言って、無資

格の保育者を配置する予算というのは当然、納得で

きるものではありません。そういう意味では、この

予算に当たっても再検討を十分に行うべきだと考え

ております。 

 また、一般会計からの繰り入れの問題では、後期

高齢者の軽減特例の段階的な縮小や、また、国民健

康保険税の引き下げが今、必要になっております。

後期高齢者の段階的な特例軽減措置の廃止によっ

て、新たな負担が求められますから、これに対する

きっちりとした負担軽減のための一般会計からの繰

り入れが必要だと考えます。 

 また、ラベンダーハイツ等においては、一般会計

からの繰り入れは行うものの、不十分であると言わ

ざるを得ません。 

 私は基金の取り崩しなどを行って、住民に安心し
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て暮らせるまちづくり、福祉、産業の育成のために

なるようなきちっとした予算編成が必要だと考えて

おります。 

 以上、述べさせていただきまして本年度の予算に

対する反対の立場からの討論といたします。 

○委員長（村上和子君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 私は一般会計予算案に対し

て賛成の立場から討論をいたします。 

 我が国はかつて経験したことがない極度な人口減

少社会、超高齢社会を迎えつつあります。その中

で、国の平成２９年度一般会計予算総額は９７兆

４,５４７億円。５年連続で過去最大を更新しまし

た。歳出面においては、高齢化に伴う医療介護など

の社会保障関係費が歳出の半分以上を占めていま

す。一方、地方財政に大きな影響のある地方交付税

は前年度比２.２％程度の減となり、引き続き地方

自治体にとって大変厳しい状況下にあります。 

 このような中で平成２９年度は上富良野町にとっ

て、第５次総合計画期間の８年目の年に当たりま

す。残り２年であります。総仕上げと評価、総括、

加えて第６次総合計画の構想づくりにも重要な年に

当たります。さらには、一昨年策定した「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」の５カ年の中間年にも当

たります。計画に掲げられた将来人口、２０４０年

１万人の確保のため着実に諸施策を推進していかな

ければなりません。 

 歳入においては、町税収入の大幅な伸びが見込め

ない中、また、地方交付税も一定の減額が避けられ

ない見通しの中、多岐にわたる住民ニーズに応える

べく各目的基金からそれぞれの使用目的に沿った繰

り入れを行うなど、大変苦心、苦慮された歳入構造

になっていると思われます。 

 歳出面においては、気候変動による豪雨災害の応

急、恒久対策、老朽化が進む公共施設の長寿命化、

超高齢社会に対応したコンパクトなまちづくりな

ど、さまざまな行政課題に対する財政需要が見込ま

れるなど、一層の自治体経営の安定化が求められて

います。具体的には、新規事業としてコンビニエン

スストアでの戸籍、住民票などの証明書交付サービ

スの実施、アグリパートナー推進員の配置により農

業後継者のパートナー確保の強化、また、地域経済

の振興発展を目的にふるさと応援基金モニター事業

に取り組むなどの予算措置がなされています。 

 さらには、引き続き地域おこし協力隊による観光

振興、十勝岳ジオパーク構想の認定に向けての活動

強化、子ども医療費無料化の拡大、子どもセンター

の食育サロン整備とトイレ改修、保健福祉総合セン

ターかみんの外壁改修、東中分館の暖房機器更新と

屋根吹きかえ改修など、さまざまな公共施設の老朽

化に対する予算化と、明治３０年、田中常次郎一行

８名が草分けに入地してから１２０年目という節目

の年に当たり、これらの記念事業に要する予算も計

上されております。 

 以上のことから、限られた財源の中、第５次総合

計画、総合戦略を初めとする各種個別計画に基づ

き、着実な取り組みが見受けられることと予算編成

に当たって長期的観点、選択と集中、経常経費の節

減等について一定の努力の跡が見受けられることか

ら評価すべき予算編成になっていると考えるところ

であります。 

 ことしは、開基１２０年を迎える節目の年に当た

ります。向こう１５０年、２００年に向かっても新

たなまちづくりのスタートの年になることを願い、

私の賛成討論といたします。 

○委員長（村上和子君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第１号平成２９年度上富良野町一

般会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号平成２９年度上富良野町国民健

康保険特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第２号平成２９年度上富良野町国

民健康保険特別会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号平成２９年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第３号平成２９年度上富良野町後
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期高齢者医療特別会計予算を起立により採決しま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号平成２９年度上富良野町介護保

険特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第４号平成２９年度上富良野町介

護保険特別会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号平成２９年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 私はラベンダーハイツ事

業特別会計に対して、反対の討論をいたします。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計の赤字の原因がど

こにあるのか、また、町はこの間どう対処してきた

のかという問題であります。 

 昨年度、赤字が見込まれるという状況の中で町は

改善計画を提出しました。しかし、それにもかかわ

らず赤字を埋めることができなかったという状況で

あります。また、予算の繰上充用をしましたけれど

も、それでも駄目でした。今年度に至っては一部一

般会計からの繰り入れを行って、赤字部分を一部削

減、見直そうという動きがありました。 

 しかし、私はこの赤字の要因を見てみた場合に、

どこにあるかという点では介護報酬の国の制度の改

悪の中で引き下げ、また、介護をされる方、入所さ

れる方等における社会的な入所する施設がなかなか

見当たらない、あるいは高齢者の施設がふえるとい

う状況の中で施設入所がふえるという状況が一定見

られるという状況があります。 

 また、町においては健康なまちづくりを推進し、

この間、町の答弁の中でも介護認定者が横ばいとい

う状況の中で、健康なまちづくりを推進するとい

う、その方向が現れていると状況に見受けられま

す。 

 介護の町あるいは健康なまちづくりを推進してい

るのですから、当然一定部分、入所する人が少なく

なる、あるいはサービスを利用する人が少なくなる

ということも当然、起こりうる現象であります。そ

ういったことを考えれば、当然、町が今後、町の介

護を維持するための施設として当然、存続していく

のであれば、どんな理由があったとしても施設を維

持存続するというのは当然であります。 

 また、経営上から見れば当然、利用者が少なくな

るということであれば、経営上のマイナス要素が出

てくるということは当然考えられるわけでありま

す。 

 そういったことを考えれば、また同時に今後施設

の老朽化が進むという状況の中で町の負担がふえる

という状況は考えられます。 

 特別会計ということですから当然、企業会計とは

違って料金設定を独自で設定するということはでき

ないというのも当然あります。そのことを考えれ

ば、私はどんな理由があるにしても一般会計からの

繰り入れを行って、財政の赤字部分を全面的に補う

というのが行政の役割でありますが、しかし、この

間の答弁では、その部分が一向に聞かれません。あ

くまでも職員の経営における改善の努力が足りない

というようなウエートが比重を占めているのではな

いでしょうか。 

 私は当然、職員の経営努力を求めますと同時に経

営赤字を見た場合の社会的な要因等を考えれば、今

後、高齢化が進み介護の充実のために特別養護老人

ホームは絶対欠かせない施設でありますから、その

部分に対して全面的な赤字を埋める、補填するとい

うのは行政の役割であり、この点を主張して、この

間こういった部分の対応が見受けられないという立

場から反対討論といたします。 

○委員長（村上和子君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

 ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 私は平成２９年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計予算案に対しまし

て賛成の立場から討論をさせていただきます。 

 特別養護老人ホームラベンダーハイツは昭和５９

年４月、定員５０床の多床室として開設運営され、

現在の入所者は特別枠を活用し５２名であります。

平成４年には定員２５名のデイサービス事業を開始

し、現在は定員２５名中１日１３.３人。平成１１

年には短期入所のショートステイ事業を併設し、特

別枠利用を除き、８名中１日当たり５.５名の利用

状況であります。 

 施設及び設備の整備状況につきましては、平成７

年にボイラーの更新、平成８年に暖房機の大規模改

修、平成１１年に浴槽の改修、その後、屋根及び外
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壁の改修、２３年にはスプリンクラーの新設、また

湿度を上げて殺菌する次亜水の設置、２４年、２５

年には洗面所・トイレ改修などを実施し、現在、利

用者の利便性の向上を図るべく大規模な中間浴槽を

含む浴室の改修、これは３月３１日に完成を予定し

ておりますが、それを進めているところでございま

す。 

 施設運営におきましては、国による平成２７年度

の介護報酬の減額改定マイナス２.２７％による基

本報酬の大幅ダウンと、介護認定者数増加の横ばい

傾向に伴います利用者の減少により、平成２７年度

においては赤字になる見込みとなり１,８８４万９,

０００円の繰上充用を充てました。同時に、介護保

険法に定めた人員基準内での適正なスタッフ数と施

設管理の経費の削減の二本柱とした４年間での経営

改善計画を打ち出しました。しかし、２８年度の決

算見込みでは改善が見られるものの、当初の見込み

幅より少なく、マイナス１,４６７万５,０００円の

赤字となりました。これまで、施設修繕経費等も含

め一般会計からの支援を受けることなく、運営して

おりましたが、今回、町の一般会計からの企業債償

還分と利子分９７３万８,０００円の特別繰り入れ

があり、負担の軽減を図ってきています。 

 平成２９年度におきましては、企業債償還分９７

３万９,０００円の町からの繰り入れも見込まれて

おりまして、３０年にはショートの企業債償還部分

は返済終了、３１年にはスプリンクラーの企業債償

還も終了し新たな利用者の掘り起こしや改善策も考

慮途中の経過にあり、経営の安定化を図っていると

ころです。 

 また、本年度からの障がい者の短期入所の受け入

れ拡大のための条例改正を行ったことで、地元での

サービスが受けられるようになり、多少の受け入れ

増加も見込まれます。 

 内部におきましては、引き続き入所者、利用者の

状況に応じた適正な人員配置と稼働率のアップなど

の効率化を目指し、施設維持管理費においては老朽

化に伴う今後起こり得る修繕等も町として全額負担

をするとしています。 

 また、新たな利用者、介護認定者以外の利用者な

どの掘り起こしを進めるため会合に出向いたりＰＲ

をし、利用者に対しましては利用日をふやすなど介

護サービスの質の向上を図りながら、地域に密着し

た利用しやすい、選ばれる施設を目指すとしており

ます。 

 マイナスの部分、全額を補填するという考えも一

つの考えだとは思いますが、町は公設公営を目途と

し、マイナスになったことを深く反省しつつ、町の

責任において職員一丸となって健全経営に挑み、地

域の高齢者福祉施設の拠点を継続して守るとしてい

ることから、平成２９年度の上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計予算案に対し、経営努力と町の

責任を理解したいと判断し賛成といたします。 

 以上の私の賛成討論とさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第５号平成２９年度上富良野町ラ

ベンダーハイツ事業特別会計予算を起立により採決

します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号平成２９年度上富良野町簡易水

道事業特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第６号平成２９年度上富良野町簡

易水道事業特別会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号平成２９年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第７号平成２９年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算を起立により採決しま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号平成２９年度上富良野町水道事

業会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第８号平成２９年度上富良野町水

道事業会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号平成２９年度上富良野町病院事

業会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第９号平成２９年度上富良野町病

院事業会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の予算審査報告書の内容については、委

員長及び副委員長に御一任願いたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の予算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は全部終了しました。 

 予算特別委員会の終わりに当たりまして、一言御

挨拶を申し上げます。 

 本委員会は、３月８日の本会議で付託されました

平成２９年一般会計予算案並びに８件の特別会計案

は、本年は開基１２０年という節目の年であり、将

来の町を見据えたものとなっているのか、町民に

とっての福祉増進や行政サービス、継続、新規事業

は真に町民が認めているものであるのか、緊急性や

効果的な予算の実現に向け、二元代表制の一翼を担

う議会として各委員の熱心なる御審査をいただきま

して、審査が終了しましたこと、厚く御礼申し上げ

ます。 

 各会計とも原案どおり可決すべきものと委員会で

決したところでありますが、審査の過程でなされた

委員の論議、貴重な意見など、町長以下執行機関に

おけれましては、行政の執行に当たり参考とされ、

最も効果のあるやり方と考えられ、予算執行に当た

られることを強く望むものであります。 

 ４日間の長丁場にわたりまして、至らない委員長

でございましたが、委員各位の御協力と御労苦に感

謝申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。 

 これをもって、予算特別委員会を閉会いたしま

す。 

午前 １０時３４分 閉会  
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